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議員提出議案の題目　　　な　し  
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議長（藤原健祐君）  
　　　ただいまの出席議員数は 13 人です。  
　　　定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。  
　　　これから日程に入ります。  

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  
　　　日程第１、一般質問を行います。  
　　　一般質問は、通告順とします。  
　　　６番、松浦隆起君の発言を許します。  
６番（松浦隆起君）  
　　　おはようございます。６番、松浦隆起でございます。通告に従い

まして、本日も３点お伺いをさせていただきます。よろしくお願い

いたします。  
通告では、地方創生を１点目に挙げておりましたが、最後に質問

させていただきたいと思いますので、御了承いただきたいと思いま

す。少し順番を変えて、インターネットのほうからお聞きをしたい

と思います。  
インターネットリテラシー・情報マナーの取り組みについてお伺

いをいたします。昨今、インターネットの普及による社会の情報化、

これは子供たちの生活や心身の問題にいい面、悪い面、そしてあわ

せて、大きな影響を及ぼしております。特に最近は、パソコン並み

の性能を備えたスマートフォン、いわゆるスマホ、私も使っており

ますけども、こういったものが広く普及をしております。このスマ

ホの長時間利用による健康や学習への悪影響のほか、いじめやイン

ターネット上の犯罪の温床になるなど、多くの問題が浮上している

のも一つの事実でございます。  
そういった状況の中で、インターネットの適切な活用方法、情報

マナーの向上の取り組みが一層求められているところでございます。

本町の青少年が安心・安全にインターネットを利用できる環境の整

備に向けては、大事な観点ではないかと思っております。実際に子

供を持っておられる親御さんから、以前私も、こういったインター

ネット、安心して取り組める、そういった取り組みも町として取り

組んでもらえませんかというお話しもいただいたことがございます。 
ここで、このインターネットリテラシーという言葉、これはなん

ぞやということでありますが、これは、情報ネットワーク、いわゆ

るインターネットを正しく利用することができる能力という意味で
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ございます。  
総務省が昨年９月に公表した青少年のインターネットリテラシー

指標によりますと、スマホの保有者は全体の 88.1％。昨年の 84％よ

り上昇しておりまして、１日のインターネット利用時間が２時間を

越えると、リテラシー、いわゆるその使う能力というものが低くな

っていくという結果が出ております。  
総務省では、近年、関係事業者・団体と連携をしまして、青少年

が安心・安全にインターネットを利用するため、青少年や保護者、

教職員等に対し、インターネットリテラシー・マナー等の向上のた

めの講座を多数開催をし、啓発活動を行っております。また、こう

した活動を今後も円滑に実施をしていくために、地域における自主

的で継続的な枠組みの構築が必要という観点から、各地の学校、自

治体、企業、ＮＰＯ等、そういったものがインターネットリテラシ

ーのマナー向上のための活動をしているさまざまな事例を収集をし、

事例集として取りまとめて昨年の 10 月に公表もしております。  
具体的に、どういったリスク対応能力が必要かということも示さ

れておりまして、１点目に、インターネット上の違法コンテンツ、

有害コンテンツに適切に対応できる能力。２点目に、インターネッ

ト上で適切にコミュニケーションができる能力。３点目が、プライ

バシー保護や適切なセキュリティ対策ができる能力。これらが、携

帯電話やスマートフォンがおおむね青少年に行き渡る高校１年生ま

でに身につけてほしいリスク回避能力というふうに体系的に定義が

されております。  
具体的な例を２つ挙げてお話しをしたいと思います。  
埼玉県和光市の教育委員会では、保護者向けの啓発資料を作成を

し、ソーシャルメディアの利用に当たっては、ルールの徹底が必要

であるとして、啓発資料の中の８項目の事項について、各家庭でし

っかりと話し合いをして指導した後に利用を許可するように配慮を

依頼をしております。  
その内容を紹介しますと、ソーシャルメディアは、１点目に、世

界とつながっていること。２点目に、個人情報等の安易な書き込み

は取り返しのつかない問題になること。３点目に、情報の安易な書

き込みは絶対にしないこと。４点目、学校の名誉や誰かを傷つける

などの書き込みは絶対に許されないこと。５点目に、友達とのやり

とりは、選択や無視する勇気も必要であること。６点目に、知らな
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い人とのやりとりには、さまざまな危険性があること。７点目が、

利用する場合は、きまりや規則を守ることの大切さ。８点目が、問

題が生じた場合には、一人で悩まずに先生や親に相談すること。と

あります。  
また、この啓発資料には、小学校、中学校及び高等学校の児童生

徒並びに保護者に対して行ったメディア利用に関するアンケート調

査、この結果も掲載をし、利用の実態もあわせて周知をしているよ

うであります。  
また、兵庫県の猪名川町という町では、猪名川町青少年フォーラ

ム、ＩＮＡＧＡＷＡスマホサミットというものを高校生が主体とな

って事前調査も含め、企画、立案、運営を行い、子供たちが主体と

なり協働したスマートフォン利用ガイドラインの策定を行っている

ようであります。地域の皆さんも一緒になって、この青少年のスマ

ホ利用をしっかりと守っていこうという趣旨があるようでございま

す。  
本町におきましても、このインターネットリテラシー・マナーの

一層の向上を図り、青少年が安心・安全にインターネットを利用で

きる環境の整備が必要ではないかというふうに思います。さまざま

な形での取り組みをしていただければと思っておりますが、本町に

おける現状と、そして今後の取り組みについて、お伺いをいたしま

す。  
教育長（川井正一君）  
　　　おはようございます。それでは、松浦議員さんのインターネット

リテラシー関係の御質問にお答えさせていただきます。  
　　　インターネットは、情報の収集はもとより、買い物やゲーム、電

子メールなど、今や私たちの生活と切り離せないものとなっており

ます。  
　　　こうした中、学校におきましては情報教育により、児童生徒に対

して情報通信ネットワークの活用能力や情報モラルの育成に努め

ておりますが、広く青少年を対象とした取り組みは、現在行ってお

りません。  
　　　また、家庭との連携も非常に大事でございます。そういった面に

おきまして、現在、学校はＰＴＡと連携しながら、ノーゲームデー

でありますとかノーテレビデー、そういった取り組みを進めており

ますが、こういったインターネットに的を絞った取り組みというの
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は、現在特に行っておりません。  
つきましては、今後、ネット詐欺を初めとするインターネット被

害を防止するため、青少年育成佐川町民会議、そういったものとも

連携しながら、まずは青少年向けの啓発用チラシの作成・配布に努

めてまいりたいと考えております。  
あわせまして、現在、学校でＮＴＴドコモでありますとか、それ

から佐川警察署にお越しをいただきまして、そういったインターネ

ット、スマートフォンの正しい利用について勉強会的なことをして

おるんですが、そういった面にも今後ＰＴＡを含めて、例えば参観

日等にそういった催し物をするとか、そういったＰＴＡも含めた取

り組みを今後、学校と協議してやっていきたいと、そのように考え

ております。以上でございます。  
６番（松浦隆起君）  
　　　わかりました。今、教育長からもお話がありましたように、親御

さんの意識といいますか、親御さんがしっかり意識をしてかかわっ

てあげるということも非常に大事でありますので、今、御答弁いた

だいた形で取り組んでいただきたいと思いますし、もし可能であれ

ば、一度、今現在、本町の子供さんたちがどういった状況でスマホ

やインターネットを使っているのかというアンケートも、一度取っ

ていただいて、現状を知るということも非常に大事ではないかと思

います。  
そのことを周知をしてあげることで、親御さんもまた意識ができ

てくる、子供さんとともにということになると思います。また、昔

と違って、今、子供さんだけではなくて、子供さんと一緒にいる親

御さん自体がスマホに熱中をしてるという状況もあると思いますの

で、ともに意識を啓発するという取り組みもぜひ、お願いをしたい

と思います。  
このインターネットというのは便利でありますけども、一方で犯

罪やそういったものに巻き込まれる危険性も持っておりますので、

今後ともしっかりと取り組んでいただきますようお願いをしまして、

この質問は終わらせていただきます。  
　　　それでは、２点目の質問に移ります。  
　　　公共施設等総合管理計画の推進について、お伺いをいたします。

一昨年６月に閣議決定しました日本再興戦略に基づきまして、イン

フラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議におきまして、同
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年 11 月にインフラ長寿命化基本計画が取りまとめられました。  
一方、地方自治体では、過去に建設をされました公共施設等が、

これから大量に更新時期を迎える中で、地方財政は依然として厳し

い状況にあり、さらに人口減少による今後の公共施設等の利用需要

の変化が予測をされるために、自治体施設全体の最適化を図る必要

がございます。  
昨年４月、総務省では公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推

進と題し、各都道府県知事などに対して計画の策定要請を行いまし

た。また、本計画についての記載事項、留意事項をまとめた公共施

設等総合管理計画の策定にあたっての指針というものを、地方公共

団体に対して通知をしております。  
　　　一昨年 10 月に総務省が行った公共施設マネジメント取組状況調

査結果によれば、基本方針を策定または平成 26 年度までに策定予

定の団体の割合は、全体で 25％。特に、指定都市以外の市区町村で

の割合が低いとされております。また、管理計画を策定することに

より、施設の老朽化の度合い、維持管理費用が予測ができます。そ

れにより、施設の修繕、改修、処分、統廃合の計画が立案をでき、

予防保全による施設の長寿命化を図り、将来的な財政負担の軽減に

もつながります。  
　　　そこで、地方自治体においては、公共施設等の全体を把握をし、

長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行

うことにより、財政負担を軽減、平準化するとともに、公共施設等

の最適な配置を実現するために、この公共施設等総合管理計画の策

定を推進をする必要がございます。  
　　　今回、議会初日の町長の行政報告の中で、国の指針に基づいて、

27 年度に公共施設等総合管理計画を策定するというお話がござい

ました。  
それを踏まえまして、何点か確認をさせていただきたいと思いま

す。総合管理計画は、まちづくりや住民に提供する行政サービスに

も影響を及ぼすものでありますから、その策定に当たっては、計画

の実効性を確保するために、計画期間における公共施設等の数や延

べ床面積、それに関する目標やトータルコストの縮減、平準化に関

する目標、そういったことについてできる限り数値目標を設置する

など、目標の定量化に努めること、また数値目標は特定の分野のみ

を対象とすることなく、公共施設等の全体を対象とすることが望ま
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しいとされております。その点についてもお伺いをしたいと思いま

す。  
そして、いわゆる箱物の公共施設だけではなくて、道路、下水道

など、公共インフラも合わせた総合管理であるということでござい

ますから、本町において、産業建設課がそれらの担当でありますけ

ども、これらの長寿命化計画、今取り組んでおられるんではないか

と思いますが、この 27 年度策定予定の総合管理計画と、どう関連を

し、整合性を図っていくのか、まずこの点についてお伺いをいたし

ます。  
総務課長（横山覚君）  
　　　おはようございます。お答え申し上げます。国、地方公共団体に

おきまして、高度成長期ころにですね建設されました、今松浦議員

言われましたいわゆる学校とか、公営施設、道路、橋梁、水道、こ

ういうふうな社会インフラの資産がだんだんと耐用年数を迎えて

まいりまして、その老朽化対策が今、課題になってきております。

それで来年度にですね、その公共施設の総合管理計画を策定するた

めの予算を上げまして、当町におきましてもその統廃合、長寿命化、

それから財政負担の軽減、平準化、そういうものをねらいまして、

計画を策定する予定としております。  
　　　先ほど言われました産業建設課におけます長寿命化、そういうも

のも含めましてその経過の中にどういうふうに取り入れるかを考

えまして、また検討いたしまして進めてまいりたいと思っておりま

す。よろしくどうぞお願いします。  
６番（松浦隆起君）  
　　　これからの総合管理計画をつくるということですから、長寿命化

計画担当課のほうと、これからだというお話でございましたので、

これ以上お聞きはしませんが、既に取り組んでおられますから、そ

の部分とのしっかり整合性というのは図られる必要があると思い

ますので、お願いをいたします。  
　　　この計画といいますのは、さまざまな部門がそれぞれの立場で管

理、維持・保全、そして補修というものを当然、今までもしており

ますが、していかなくてはいけない、こういった公共施設のあり方

について、今後戦略的に考えていく必要があると思われます。廃止

が考えられない公共施設等については、更新しなければならない。

その際は、公共施設の更新費用の推計、試算というものが速やかに
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行われる必要があるわけでございます。  
　　　今現在、どう行われているのか。また役目を終えた公共施設を廃

止をするケースも考えられると思いますが、その際、廃止した施設

の除却というものも、財政上の大きな課題になるのかなと思います。

施設の除却に係る経費が財政に与える影響、今現在でどのように考

えておられるのか、この２点についてお伺いをしたいと思います。 
総務課長（横山覚君）  
　　　お答えいたします。施設の管理計画等、これからの補修、修繕、

維持、基本的なその財政的な費用を算出したものを、今持ち合わせ

てございませんで、今回の公共施設の総合計画の中において、きち

っと検討していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いし

ます。  
６番（松浦隆起君）  
　　　これからつくるということですので、そう言われると、もう後聞

けないんですけども。この一つ、管理計画をつくる意味の中で大き

いのは、やっぱりこの今後に向けての費用というものをしっかりと

把握をする、財政的に計画を立てていくということが、一つ大きな

目的でもありますので、この部分がひとつしっかりと確認が取れて

おく必要があると思いますけども、今現在で、この公共施設、ある

ものについてのこの今言いましたような資産でありますとか、この

建物は多分もうもたないだろうなということで、今現在で判断をし

ている、これぐらい今後お金がかかるんじゃないかということも、

全く数値としては考えていないということでいいんですか。  
町長（堀見和道君）  
　　　おはようございます。御質問いただきましてありがとうございま

す。松浦議員の御質問にお答えさせていただきます。  
現時点では、そのコストに関しては、算出したものがありません。

松浦議員のおっしゃるように、やはり耐用年数、あと建物によって

も部位ごとによって機能を果たせる年数というのは違いますので、

しっかりとスケジュールを押さえた上でそれぞれの維持管理、もし

くは除却が必要な建物に関しては、何年後に除却と。スケジュール

と、あとはその金額、除却費用、修繕費用、それをしっかりとりょ

うだてて、今後管理計画をつくっていくと。27 年度中にそれを完成

をさせるということで、町としてもその方針で、今、進んでおりま

す。  
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26 年度の時点におきまして、今年度ですね、私のほうからこの管

理計画を検討入ろうという話をもう、しておりましたが、今まだ細

かいところまで詰め切っておりません。来年度に向けて、専門家に

も委託をして一緒につくり上げるという考えでおりますので、御了

解をいただければと思います。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　今、町長から御答弁いただいたように、これからだということで

すので、今、しっかり、町長のほうはこの計画の大事な骨子という

ものを押さえていただいていますので、よろしくお願いしたいと思

います。  
　　　この公共施設の総合的な管理を行うのに大事な１点は、この全体

を把握して長期的な視点を持って更新や統廃合、それから長寿命化

などを計画的に行い、少しでも財政負担を軽減、平準化するという

ことでございます。また公共施設やインフラなどに関する情報は、

今後も道路、学校施設等、また施設類型ごとに異なる部署において

管理をしていくものと思います。そして、それらの情報を、ある意

味１カ所に集約をして総合的に管理をする対応が必要になるんじ

ゃないかと思いますが、この公共施設総合管理計画が策定をされた

場合、この全施設の情報を管理集約するのは、どの部署が行ってい

くのか、その際のマネジメントシステムの体制は、ある意味この策

定作業と同時に今後の管理という意味で、どこが担っていくのかと

いうのをしっかりと構築するべきだというふうに思います。  
　　　その意味でも、この公共施設等の維持管理を戦略的に行う、いわ

ゆるファシリティマネジメント体制と、そういうものを１日も早く

構築することが今後のこの総合計画の管理体制の確立に不可欠で

はないかというふうに思いますが、この点についてお伺いをしたい

と思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。松浦議員のおっしゃるように、ファ

シリティマネジメントの体制をしっかりとつくり上げるというこ

とが大切になってきます。基本的には総務課のほうで統括をして管

理をしていくということになろうかと思いますが、産業建設課、そ

れぞれ、あと教育委員会、健康福祉課、それぞれ担当部署がありま

すので、連携を図りながらしっかりと管理をしていくと。  
　　　他市町村の例で、大学と提携をしてですね、このファシリティマ
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ネジメントを、より効率的に、合理的に行うというシステムも、実

は開発をされました。つい最近、その発表がありましたが、そうい

う先進的な事例も研究をしながら、どうすれば情報共有が速やかに

できて管理がしっかり行えるかという体制と、あとシステム、そち

らＩＣＴを活用したシステムですね。そちらもしっかりと研究をし

ながら佐川町に合ったファシリティマネジメントを実施していき

たいと考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　わかりました。これも施設、それぞれ各担当課が現実に予算的な

ことは管理をしていくわけで、それぞれの担当課の考え等も出てく

ると思います。その意味で、なおのこと権限を持たせて一つの部署

がしっかりと管理をするという体制は必要であると思いますので、

ぜひ、今、町長がおっしゃられた取り組みを前向きにしていただく

ようお願いをいたします。  
　　　最後にもう１点、別の角度からお聞きをいたします。施設の管理

という観点から、当然この施設の耐震化という問題が出てくると思

います。今、この庁舎を含めて、順次、施設の耐震化も進めていた

だいているところだと思いますが、学校は、外側の耐震化は全て済

んでいるということですが、その学校を除いて、今、町内の全施設

のうちに、今、何パーセントぐらいまで耐震化が済んでいるのか、

またタイムスケジュール的なことも含めた計画があれば、お聞かせ

をいただきたいと思います。  
　　　もう１点、先日、防災システム研究所所長の山村武彦先生を招い

ての防災セミナー、私も出席をしてお聞かせをいただきましたが、

その中で、非構造部材の耐震化の重要性について述べられておりま

した。  
学校施設につきましては、この議場におきまして私も３度、質問・

提案をさせていただいて、順次取り組んでいただきまして、27 年度

には全ての学校の非構造部材の耐震化が完了する予定だとお聞きを

しております。ただ、この庁舎も含めて、桜座や、山村先生が指摘

をしたあの健康センターのかわせみ、こういったもの、多くの人が

集まる場所の非構造部材の耐震化は、まだ耐震診断も含めて取り組

まれていないのではないかなというふうに思っております。  
防災拠点を守り、住民の命を守り、避難所を確保するという観点

からも、これはひとつ重要な取り組みだと思います。早急に検討す
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る必要がある取り組みではないかと思っておりますが、この、以上

２点につきまして、お伺いをいたします。  
総務課長（横山覚君）  
　　　お答えいたします。今のところ、学校を除いてですね、公共の庁

舎等につきまして、何パーセントの耐震化工事ができているのかに

ついては、ちょっと詳しくその資料はございませんが、今のところ、

本庁舎、耐震化の本体工事ができておりまして、あと 57 年度以降

につくられた桜座とかかわせみとかは、耐震化ができておるという

ふうな状況になっております。  
　　　ただ、先ほど言われました非構造部材につきましては、これらの

中で、その耐震化はできておりませんので、今後、耐震化の非構造

部材を含めた検討もする必要があると思っております。  
６番（松浦隆起君）  
　　　あの東日本大震災からちょうどこの 11 日で４年になります。あ

れ以降、防災に、そういった対策について、それぞれの自治体の意

識が、それ以前より大きく変わって、こういった拠点を守ること、

そして命を守ること、取り組んできたと思います。できれば、この

我が町の公共施設の建物の耐震化がどこまで進んでいるかという

ことは、既に把握をしておいていただければなぁというふうに思い

ます。  
　　　それから、非構造部材については、事前に課長とも少しお話しし

ましたが、例えばこの庁舎の１階、いろんなシステムがあるところ

の天井が落ちるかどうかは別にしまして、非構造部材等が、例えば

落下をする、システムがダウンをするということも可能性がありま

すので、これは早急に、ある意味この総合管理計画の計画を立てる

ものとまた切り分けて、耐震化というものはしっかり取り組んでい

く必要があると思いますが、もう一度御答弁いただきたいと思いま

す。  
総務課長（横山覚君）  
　　　お答えいたします。確かに総合管理計画の中で、という話もあり

ましょうけれども、先行して学校なんかもですね、その耐震化、そ

れから非構造部材なんかも進めておりました。公共施設は町民の方

もたくさん来られるわけですから、その命を守るためにもですね、

なるべくその耐震化の関係についてのスケジュール的なものも検

討をさせていただきたいと思います。  
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６番（松浦隆起君）  
　　　しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。冒頭

にも申し上げましたが、27 年度に計画を策定をするというお話であ

りますから、先ほども言いましたけれども、この計画策定と同時に

大事なことは、その計画をこれからどう管理をしていくか、その意

味からも、全体を総合的に判断をし、ある意味、戦略的に公共施設

の維持管理を行う。先ほど、町長も取り組んでいきたいとおっしゃ

られておりましたこのファシリティマネジメント体制、この取り組

みも急務ではないかというに思っておりますので、よろしくお願い

をいたします。  
　　　それでは、３点目に、地方創生戦略の推進についてお伺いをいた

します。  
　　　2008 年に始まった人口減少、これ 40 年以降は加速度的に進み、

100 年には、現在の３分の１程度までに減少するという推計がござ

います。このままでは、50 年には６割以上の地域で人口が半減を

し、２割で住民がいなくなると危惧をされています。人口減少が社

会に与える影響は大きく、人口減少に伴う高齢化の結果、経済規模

は縮小し、経済の縮小が人口減をもたらす悪循環に陥ると言われて

おります。  
一方で、東京首都圏への人口流入が進み、地方の人口減少に拍車

がかかるという指摘もございます。このような状況を踏まえ、政府

は、昨年 11 月に成立をしました、まち・ひと・しごと創生法に基づ

きまして、日本全体の人口減少の展望を示した長期ビジョン、そし

て地方創生のための今後５年間の総合戦略を、昨年 12 月 27 日に閣

議決定をいたしました。  
さらに、都道府県や市町村には 2015 年度までに地域の実情を踏

まえた地方版総合戦略、この策定が努力義務として課されておりま

す。長期ビジョンと総合戦略は、こうした人口減少に歯止めをかけ、

地方の活性化を推し進めることで活力ある社会を再構築していくこ

とを目指しております。  
この中の総合戦略は、長期ビジョンで示された方向性の実現へ、

15 年度を初年度とする今後５カ年の政策目標、具体的施策をまとめ

たもので、４つの基本目標を掲げております。  
１つ目が、地方における安定した雇用を創出する。２つ目が、地

方への新しい人の流れをつくる。３つ目は、若い世代の結婚・出産・
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子育ての希望をかなえる。４つ目は、時代に合った地域をつくり、

安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する。でございま

す。  
そして、地方自治体は、これらの長期ビジョン、総合戦略を踏ま

え、産業界、研究機関、金融機関、住民代表などでつくる、いわゆる

総合戦略推進組織を設け、15 年度中に地方版の人口ビジョンと地方

版の総合戦略を策定するとされております。  
この地方創生の鍵は、地方が自立につながるよう地域の資源を生

かし、責任を持って戦略を推進できるかどうかと言えます。本町に

おきましては、堀見町長が、この地方創生の取り組みを町の大きな

チャンスと捉えて、積極的に取り組みを始められております。地方

創生祭りというものを、何か実施をしたいと。具体的にどういった

ものかはちょっとイメージはできませんが、そういった中で、私も

今、この今回の地方創生の取り組みは、本町にとって、改めてこの

町の価値を創造し、この町に住む人たちが生き生きと暮らし続ける

ことができるまちづくりに向けて、大きなチャンスであると思って

おります。  
それだけに、しっかりと取り組む姿勢が大事でございます。そう

いった観点を踏まえ、何点か確認をさせていただきながら、予算等

も含めて、具体的な事業についてもお聞きをさせていただければと

思っております。  
まず１点目にお聞きをしたいと思いますが、先ほども申し上げま

したように、各自治体において、27 年度中に地方創生の総合戦略を

つくるということになっております。この総合戦略をどうつくって

いくのか、ここがまさに本町の未来を決めると言っても過言ではな

いほど重要な部分ではないかなと。逆にそのぐらいの思いで取り組

まなければ、成功はしないと思っております。  
そういった意味からも、どういった体制で総合戦略を立てていく

のか、そこが大事でございます。町長が就任当初から言っておられ

るチーム佐川、まさに、今こそ、チーム力で町民一丸となって、い

ろんな意見、アイデアを、いわゆるボトムアップをしてつくるとき

だと思います。  
また、総合戦略をつくる組織は、行政のみならず、産・官・学に加

えまして、金・労・言、いわゆる金融機関・労働団体・メディア、そ

して住民の代表、こういったものを巻き込み、関係者がラウンドテ
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ーブルを囲んで一体的な参画をしてもらう体制が必要と言われてお

ります。  
そこで、お聞きをいたしますが、まち・ひと・しごとを創生する

戦略を立てるための体制、そしてその人材の確保について、どのよ

うに考えておられるのか。  
また、全国そして県内の自治体では、総合戦略推進会議等の名称

で策定組織を設置し、その中に策定委員の一人として議員を入れて

いるところがございます。また、自治体側が、行政側がそういった

ことをしないところでは、議会側に、まち・ひと・しごと推進会議

をつくって、執行部側としっかり連携を図って検討しようとしてい

る議会もあるようであります。住民の代表の一人として議員の参画

は大事ではないかというふうに思いますが、このことについて、あ

わせてどのようにお考えになられているのか、お聞きをいたします。 
町長（堀見和道君）  
　　　松浦議員の地方創生に対する御質問にお答えさせていただきま

す。まず、体制と人材の確保ということの御質問ですけども、まず、

これまで佐川町の総合計画、第５次総合計画の策定をしてまいりま

した。これは、佐川町役場の中でコアメンバーをつくり、過去、現

状を、振り返りをしてきました。基本的にこの体制を一つの中心と

して推進をしていきたいと考えております。また、その策定の過程

の中で、今、専門家、これ内閣府でも専門家の打診を受けてる方で

すが、博報堂の筧裕介さん、この方を専門家として今年度アドバイ

スをいただいておりましたが、来年度も引き続き色々アドバイスを

いただくということで考えております。  
　　　具体的に、総合戦略の中でアクションプラン、何を実施していく

のかということを、これから詰めていかなきゃいけなくなりますが、

これに関しては、中学生、高校生初め、広く住民の皆さんにかかわ

っていただいて、各地区でのまちづくりサロンですとか、分野別、

例えば、福祉の分野、産業の分野、そういった分野で、分野別のま

ちづくりサロンを行って、広く、住民の皆さんの意見を集めたいと

いうふうに考えております。  
　　　議員の皆様にも、その中で、佐川町民としてまちづくりサロンに

かかわっていただいて、闊達な意見をいただきたいと、そのように

考えております。  
　　　また、大学、産・官・学ということになりますが、大学に関しま
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しては、既に今、高知大学ですとか工科大学のほうには、いろいろ

アドバイスを求め始めております。金融機関につきましては、今、

銀行に何か提言はないですかと。今、佐川町はこういうこと、自伐

林業を核としたものづくりということ、あと農業振興も 27 年度の

総合戦略の中で盛り込みをしていきたいということを考えており

ますが、そのことに関して、金融機関さんからのアドバイスもいた

だきたいですということを話をしております。  
　　　地方議会、議会の皆様との、全体との取り組みということにつき

ましては、内閣府のほうからも、地方議会との関係ということで、

地方版総合戦略については、議会と執行部が車の両輪となって推進

することが重要であることから、各地方公共団体の議会においても、

地方版総合戦略の策定段階や効果検証の段階において、十分な審議

が行われるようにすることが重要ですというふうにコメントをさ

れてます。  
　　　総合計画につきましても、２月に、皆さん、全員協議会の場で御

説明をさせていただきましたが、総合計画の策定並びに総合戦略の

策定の過程の中で、逐一、議会の皆様には報告をさせていただき、

意見を求めて、しっかりと総合戦略並びに総合計画の中に盛り込み

をしていきたいというふうに考えております。  
　　　また、全体の審議会の組織としましては、総合計画の審議会が開

かれると。委員を決めて審議会を行っていくことになりますが、そ

のメンバーと総合戦略の審議をいただくメンバーを、同じ会として、

同じ組織としてつくらせていただいて、しっかりとつくり上げたも

の、計画をしているものについて審議をいただきたいと考えており

ます。  
　　　そのような体制で、全体的には総合戦略の策定を進めていきたい

と考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　それぞれの声を吸い上げる形として、分野別のまちづくりのサロ

ンというお話もありましたが、そういった声を吸い上げた後、核と

してそういう戦略推進会というものをつくられるのかなとは思い

ますが、そういうものを、今の話は少しちょっとわからなかったん

ですが、その声を吸い上げた後、それをまとめてしっかり総合戦略

としてつくり上げる、そういう核となる会議、そういうものを設置

をするのかどうか。  
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審議会というものは、総合計画でもそうですが、ある一定、担当

者の方等がつくり上げたものを審議をしていくと。そこで、例えば

議会でいえば、議員がそこでかかわることと、具体的にまちづくり

サロンに、当然ここにおられる、私も含めて議員も、しっかり意識

を持って参加をしていくことも大事です。  
あわせて、例えばそういう核となる戦略会議をつくるのであれば、

そのつくり上げる、審議をする前の段階からしっかり加わっていく

ということも一つ大事なことではないかと思いますが、もう一度だ

け、そこを確認をさせていただきたいと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。まちづくりサロンの中で、具体的に

は、実行計画、アクションプランを具体的なところまで一つ一つま

とめていきたいと。一つのまちづくりサロンの中で、答えを出して

いきたいと考えております。その出てきた答えに関して、それをま

とめる事務局的な役割が必要になってきますが、これは現時点では

役場の職員、今、コアメンバーとして動いている、各課にまたがる

役場の職員のほうでまとめをしていきたいと考えております。  
　　　そのまとめたものを、逐一、議員の皆様に御提示をさせていただ

いて意見をいただく。また、審議会の皆さんにも御提示させていた

だき提言なり、意見なりをいただくと。そういう形で進めていきた

いと考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　わかりました。そしたらその分野別の一つ一つのサロンで声を吸

い上げるところから最終的な計画、その分野の計画策定まで、最後

までやるというイメージですかね。違いますかね。妙に、その顔色

がわからないんですが、ちょっとお答えをお願いします。  
町長（堀見和道君）  
　　　そのイメージで進めていきたいと思います。まだ、はっきり確定

したものが、こういう組織でいきますという組織図を示せればいい

んですが、まだそこまで、今、できておりません。  
　　　ただ、松浦議員のおっしゃるように、チーム佐川で住民力を結集

をして、議員の皆様にも御提言をいただきながら、全国に発信でき

る、誇れるすばらしい総合戦略をつくっていきたいと。そのための

体制をつくっていきたいと考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
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　　　わかりました。それで、関連でもう１点お聞きをします。この小

規模市町村には、いわゆる日本版シティマネージャーということで、

要望に応じて、市長の補佐役として国家公務員を派遣する地方創生

人材支援制度というものがございます。人件費は地元で負担をする

ということで、二の足を踏んでいる自治体もあるようですが、今回

の国家公務員の派遣制度については、副町長や幹部職員として、原

則２年間ぐらい派遣をするということを考えておられるようです

ので、派遣される国家公務員は、恐らく若手になるんじゃないかと

いう話を聞いております。  
　　　逆に見れば、それぐらいの人権費は町の負担として考えていかな

ければ、いわゆる本腰を入れたシティマネージャーにならないとい

うことも言われました。  
　　　この点について、地方創生コンシェルジュ制度、この活用とあわ

せて取り組み状況についてお聞かせをいただければと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。シティマネージャーの制度は、一

度活用しようかということで検討をしました。国とのマッチングで

佐川町が目的とするというか、こういう人が来てくれたらいいなぁ

という人が、ほんとに来てくれればいいなというふうには思ってお

りましたが、今、総合計画策定で、専門家の方、先ほども名前を言

いましたが、筧裕介さんにかかわっていただいております。この方

は、内閣府からもその専門家として、民間人としての立場でシティ

マネージャーとして派遣をさせてもらうことができませんかとい

う問い合わせも内閣府からあったということを聞いております。  
　　　ただ、筧氏は、今、５つほどの自治体の専門家としてアドバイス

をしております。なかなか多忙な方で、どこか一つの自治体に行く

ということは難しい方であります。  
　　　佐川町としては、それだけ能力も高く専門性を持って地方の課題

解決に明るいこの筧氏に専門家としてかかわっていただけるとい

う体制を取っておりますので、シティマネージャー制度を使って、

例えば、官僚、国家公務員の方をまたプラス人権費を払って呼び寄

せるということは、やはりやめようと。その分、私も含めて役場の

職員が一生懸命働こうと。筧さんの能力を引き出して自分たちでも、

もっと前向きにやろうということでシティマネージャー制度は採

用しないということにしました。  
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　　　コンシェルジュ制度につきましては、今後進めていく中で、いろ

いろ情報のやりとり、情報をいただいたりとか、そういう形でアド

バイスをいただくことがあるかもしれませんが、色々な角度で情報

を幅広く取っていきたいと考えておりますので、有効に使える制度

は使っていくということは前向きに、今後も進めていきたいと考え

ております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　今、最後におっしゃられたこのコンシェルジュ、これについては、

いわゆる本町と国との窓口といいますか、いろんな相談をかけると

いうことですので、これはぜひ活用したほうがいいんじゃないかな

というふうに思います。  
　　　いろんな情報も入れていただけるでしょうし、こちらの考えてい

ることを、こういったことを、それならこういった分野に聞けばい

いんじゃないかとか、いろんなアドバイスもいただけると思います

ので、ぜひこれは活用していただければと思います。  
　　　それでは次にお伺いをいたします。まち・ひと・しごと創生法の、

この、まち・ひと・しごとの目指している姿というものをもう一度

確認をしますと、まちというものは、国民一人一人が夢や希望を持

ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会を形成する。

ひとは、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保、しごとは、

地域における魅力ある多様な就業の機会の創出となっておりまし

て、この３つを一体的に推進することとされております。  
　　　この実現に向けて、具体的な総合戦略を立てていくことになりま

す。先日の議案説明会の席上、総合戦略について、ほぼ７割８割が

た骨格ができてるというようなお話をいただきました。今の時点で、

そのできていると言われております骨格について、示していただけ

るのであれば、御説明をいただければと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。まず、しごとの創生につきましては、

内閣府の、まち・ひと・しごとの担当大臣であります石破大臣も自

伐型林業が地方の中山間地の今後の地方創生の一つの鍵になると

いうふうにおっしゃっていただきましたが、この自伐型林業を核と

したものづくりのまちを、一つのしごとづくりとして捉えていきた

いと考えております。  
　　　林業で、まずは、専業、副業を問わず、しっかりと生計を立てら
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れる。そういう体制をつくっていきたい。今、地域おこし協力隊で

５名の方が来てくれておりますが、あと２年で、隊員としての活動

は終わる予定であります。あと２年後、自立して、この佐川町に残

って林業を仕事として、しっかりと生活をしていける。そのような

体制を行政としてもとっていきたいと考えております。  
　　　山から出た木を活用をして、デジタルファブリケーション、デジ

タルの加工機を使ってものづくりをしていきたい。今までものづく

りといいますと、大きな工場を構えて大量生産、安価にという流れ

が世界的な流れではありましたが、地方にも大企業の工場を誘致し

て、そこで雇用を生んでというのが一つの大きな流れではありまし

たが、これからの時代は、小さな拠点、もしくは自宅であったり、

空き家を活用してものづくりをする。大きな工場ではなくて小さな

拠点で、それぞれの個性を生かしたものづくりが行われていく。そ

ういう時代が世界的に来ると思っております。  
　　　最近、テレビでも３Ｄプリンターという名前をよく耳にすると思

いますが、あれも一つの、デジタル加工機の一つになります。その

中で、レーザーカッターという木材加工の機械を使って、それを小

学校、中学校、学校教育の中にも入れて、新しい時代のものづくり

を教育の場でも経験をしてもらいながら、将来、佐川に残って、そ

のものづくりの中で、起業家として事業家として飛躍してくれる人

が一人でも多くいればいいな、そういう、自伐型林業とものづくり

のまちができればいいなと。  
　　　あと、27 年度につきましては、総合戦略の肉付けとして農業振興

についても、しっかりと施策の中に入れていきたいと考えておりま

す。  
　　　産業建設課のほうで今、今後５年間の農業振興策ということで、

今、考えをまとめてもらってます。基幹作物をどういうふうに行政

として支援をしていくのか、それをしっかりとまとめて実行に移し

ていくと。やはり、この町、佐川町に残って働く機会がある、仕事

があるということがすごく大切だと思っておりますので、１次産業

をベースとした仕事の創生を行っていきたいと考えております。  
　　　ひと創生につきましては、今年度取り組んでおりますが、ファシ

リテーター養成研修。これは、合意形成型の会議でまちづくりを進

めていきましょうと。その進行役、リーダー役を務めていただける

方を町中に増やしていきましょうという取り組みでありますが、や



81 

はりまず、この佐川の人たち、佐川の人間力を高めていく、文教の

まち佐川としての人間性を高めていく、そのことがすごく大切だと

思っております。このことに関しては、来年度以降もしっかり取り

組みをしていきたいと考えております。  
　　　あと、それと、やはり、外の人の力を借りる、外の視点をしっか

りと入れたまちづくりをしていくということも大切ではないかな

と考えております。その中で、自伐型林業を初めとする地域おこし

協力隊の力を借りるという作戦を、今、とっております。27 年度

は、14 名の方が地域おこし協力隊として佐川町で活動してくれると

いう予定になっておりますが、この移住促進に向けた受け入れ態勢、

住宅の確保等も、今後進めていきたいと考えております。  
　　　しごと・ひと、あと町全体のことになりますと、やはり、地区、

地区で住民の皆さんが主体的にまちづくりに取り組んでいただく、

このことがすごく大事だと思ってます。人ごとではなくて、この町

のこと、防災も含めて自分のこととして考えて、日ごろから取り組

みをしてもらう。取り組みをしていただく。このことが大切だと思

っております。その各地区の拠点として集落活動センターであった

り、あったかふれあいセンターであったり、地区の拠点、これを整

備をしていくということが、高知県の取り組みとして進んでおりま

すので、佐川町としてもその取り組みをしっかりしていくと。  
　　　この大きな取り組みをする中で、まち・ひと・しごとのバランス

のとれた佐川町、地方創生のまちづくりを行っていきたいと考えて

おります。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　わかりました。今の町長の御答弁も踏まえた上で、具体的に、こ

の基本目標に沿って確認をさしていただきたいと思います。  
　　　ここから少し具体的に、補正予算、当初予算に含まれております

事業も含めてお聞きをしたいと思います。各課にまたがる場合もあ

るかもわかりませんが、地方創生にかかわるものとしてお聞きをい

たしますので、よろしくお願いをいたします。  
　　　総合戦略の基本目標の１点目が、地方における安定した雇用を創

出すると。今、町長から、るるそれに関連したお話もいただきまし

た。地方創生の取り組みの中で、雇用の創出、そしてもう１点は地

場産業、既存の商店、そういったものの強化、活性化、そういった

取り組みも非常に重要であります。本町において、どういった形で
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雇用を創出するのか、今、町長から少し触れていただきましたが、

補足する部分と、また地場産業、商店の強化という点も含めて、も

う一度お聞かせいただければと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。少ししゃべり過ぎたのかもしれませ

んけども、私が先ほどお話しをさせていただいた点で、仕事の雇用

創出を行っていきたいと考えております。付け加える点があるとし

ましたら、商店街等、空き店舗が少し目立つようになってきており

ますので、その空き店舗の活用につきましては、今後積極的に考え

ていきたい。  
　　　ただ、行政が主体的に行うという形ではなくて、やってみたい、

やりたいという人がいた場合に、それを後押しをするというのが、

あくまでも行政の役割ではないかなぁと思っております。ただ、そ

の仕組みを発信をして、こういう人いらっしゃいませんかというこ

とは積極的に取り組んでいきたい。中には、空き店舗を活用してあ

ったかふれあいセンターをやったりすることも、ひょっとしたらあ

るかもしれません。お店だけではなくて、人が集うところを、やは

り町の中心部、商店街の周りにつくっていくと。そこがお店ではな

くても、周辺にお店がある中で、人の、寄り合い場所ということを

つくっていくということも商店街の活性化につながるのではない

かなぁと考えておりますので、多角的にいろいろ考えて、人の集ま

る場所、働く場所、そういうものをつくっていくために、行政とし

てサポートしていきたいと考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　今いる人、今ある、そういった商店、また地場産業等というもの

に光を当てるという観点も非常に大事だというに思います。この雇

用という部分で、大きな柱として自伐型林業の推進があるというに

思いますが、本町の現在の基幹産業の大きなものの一つに、先ほど

町長も挙げていただきましたが、農業というものがございます。そ

ういったものも、どう守り広げていくのか、そういう視点も決して

欠かしてはいけない大事な点だと思いますし、先ほども、重ねて言

うようですが、既存の産業や商店、こういったものを強化をして育

てていくと。  
空き店舗はあいてるところですから、既存の商売をされているそ

ういった商店、商店街や地元のそういうお店産業、そういったもの
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を、どうこれから、新たな自伐型林業だけでなくて、既存の今いる

人たち、今あるもの、そこを守っていく、光を当てていくというこ

とも大事な観点ではないかと思います。  
この総合戦略の策定の中で、しっかりそういったものも議論をし

ていく必要があるんじゃないかと思いますが、もう一度お答えをい

ただければと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。農業に関しては、今あるものに光を

当てていくというそのプラスアルファ、拡大を図っていくというこ

とになろうかと思います。  
商工につきましては、商工会さんとも連携をとりながら、やはり、

主体的に何かをしたいと思っていただくっていうのが、これがベー

スになると思います。  
私も会社の経営をやっておりましたので、そのあたりは、いろい

ろな、仕事の会社の経営の中で、経営コンサルタントの仕事もして

おりました。どういうふうにサポートしたらいいかということを、

いろいろアドバイスもさせていただきましたが、まず、やはり、そ

の当事者が今後も５年、10 年、こういう思いで商売を続けていきた

い。お店をやっていきたい。会社を経営していきたい。その思いが

あって初めて、サポートする側もサポートができると。これは私の

経験であります。  
ですから、今あるお店、今ある店舗、商売やってる人たち、会社、

その経営者なり、事業者なりとの話を聞いて、こんなことをしたい

んだという思いが強い部分に関しては、行政として商工会さんや金

融機関さんと連携をして、何かサポートができることがあればとい

うことで、取り組みはしていきたいと考えておりますが、繰り返し

になりますけども、まずは、その当事者が自分の足でしっかり立と

うと思っていただく、このことが大切だと思っておりますので、そ

ういうことも、私の立場から伝えていきたいと考えております。以

上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　主体的にということですので、言葉をかえれば、自分たちで考え

てしっかりやってくださいということでもあるのかなと思います

が、何もなかったところから、例えばこの自伐林業は、道筋を行政

側が今、町長がつけている。その意味でいえば、主体的にやろうと



84 

する道筋を、ある意味、今ある人たち、店たちに、行政側が道筋は

つけようとすることも私は必要ではないかなと。自伐林業に対する

熱と同じような形の熱も、ひとつ持っていただければというふうに

思います。  
　　　自伐型林業の推進で雇用創出をするという、冒頭、いろいろお話

もいただきました。以前から感じている点を１点だけお聞きをさせ

ていただきたいと思います。  
　　　自伐型林業自体を、私は否定をするつもりもさらさらありません。

自伐型林業については、町長が就任をされて打ち出されるよりそれ

より以前に、土佐の森・救援隊の事務局の方から直接、パワーポイ

ントなどを使って２時間ほどでしたでしょうか、お話も聞かせてい

ただきました。非常におもしろい取り組みだというにそのとき感じ

まして、本町で取り組めるかどうか、質問で取り上げようかどうか、

そういったことも検討をしたこともございます。  
　　　ただ、今、本町で取り組まれていることと、私がそのときに、土

佐の森の中嶋さんから聞いたそのお話で聞いた、抱いたイメージと

少し違うように感じておりまして、副業型の自伐林家を増やしたい

と、キャッチフレーズで、Ｃ材で晩酌を、と。そういうところから

スタートをしているんじゃないかなと思うんです。  
　　　その土佐の森の考え方自体が、もう今、だんだんに変わってきて

いるのかもわかりませんが、私が聞いたときとは少し違っているの

かなぁと。本町独自の自伐型林業を、町長はつくり上げようとして

いるのかなぁと、そういう感じも受けております。  
　　　そこで１点だけ、具体的なイメージを示していただければと思い

ますが、この自伐型林業の推進で雇用を創出するということですが、

具体的に、どういった段階を踏んで、最終的にどういった形で雇用

の場をつくり出すことができるのか、今ひとつ私にはイメージがで

きないもので、ぜひお示しをいただきたいというふうに思います。 
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。今進めている自伐型林業の取り組み

に関しては、私自身知恵がないものですから、全て、土佐の森・救

援隊の中嶋さんからアドバイスをいただいた形で取り組みをして

ます。地域おこし協力隊を入れての取り組みも全て中嶋さんのアド

バイスであります。  
Ｃ材で晩酌を、という話は、以前からされておりましたし、今で
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もされておりますが、やはり牽引役となる人たちが佐川町に必要で

しょうと。その牽引役となる林業家、林業に従事する人を地域おこ

し協力隊に求めましょうと。今、５名の人たちがいますが、最終的

に、専業として林業をやりたいという話をしてくれている方もいま

す。中には、私はやっぱり副業で農業もあわせてやってみたいと、

農業と林業で生計を立ててみたいという方もいます。ものづくりも

好きだし、教育も好きだし、そういうものとあわせて林業をやって

みたいという方もいます。  
それぞれでありますが、まずその５人のメンバーが地域おこし協

力隊としての活動を終えたときに、私は、一つの形として５人で会

社をつくるということもあるんじゃないかなぁということは５名と

は話をしております。その中で、専業でやる人が、例えば、夏の時

期に作業道をしっかりつけて、実際、冬の時期に間伐をして材を出

すときに、副業型の残りのメンバー２人、３人が一緒になって伐倒・

搬出を行うと。そういう形もあると思います。  
また、25 年度の終わりからになりますが、佐川町民、住民向けの

研修会もさせていただいております。その住民の中から専業にとい

うことは、なかなかすぐには難しいかと思いますが、実際、実地の

研修も受けて、自分の山の材を出して「あぁ、ちょっと晩酌代にし

たいなぁ」と思われてる方もいらっしゃるようですので、少しずつ、

少しずつ、この取り組みが広がっていくということが、佐川町にと

ってはいいんではないかなと。  
この林業っていうのは、５年ですぐ結果が出るようなものではあ

りません。10 年、20 年、30 年、50 年、長いスパンにわたって山を

守り、山を育て、山の恵みをいただいて生計にしていくということ

が大切ではないかなぁと思っております。  
最終的にどうなればというお話がありましたが、一つは、地域お

こし協力隊が林業を実際に実践していくための会社なり組織ができ

上がって、しっかりそこで生計を立てていこうという人たちが１人、

２人出てくること、そのこと、そのモデルとなる人たちがあらわれ

て、実際にやってもらう。生計を成り立たせるということが、まず

は、一つの最終形ではないかなぁと考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　ちょっと余り賢くないもので、今の話をいただいても、具体的な

イメージがちょっとできないんですけども。そうすると、その会社
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を、今、地域おこし協力隊の方たちが、１つ２つ、つくっていただ

ければ、そこで、ある一定、雇用ができてくるんじゃないかという

お話なのかなとも思いますが。そうなると、その方たちが、ある意

味チームを組んでというか、そういう形で、山を持っている方から

受けて、いわゆる自伐型といいますか、受けて、間伐等、伐採等を

していくというイメージですか。  
町長（堀見和道君）  
　　　地域おこし協力隊は、佐川町に山を持っておりませんので、佐川

町の山を集約を 27 年度からしていきまして、その山を、請け負い

といいますか、委託を受けて施業をさせていただくと、そういう形

で林業を展開できればいいなというに考えてます。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　私の感覚では、今、中嶋さんからいろいろお話を聞いてやってい

るということですので、それは松浦が間違ってると言われるかもわ

かりませんが、基本的には、自分の山を自分が切って出すというの

が、この自伐林業だと、自分の畑や田を耕して野菜をつくって米を

つくって、そして収入を得ると。その発想で、自分の山の木を自分

で切ってというお話を、私が最初、その講習会というかセミナーで

聞いたのは、そういうお話でしたので、受けてやるということにな

ると、少し、若干違ってくるのかなと。  
　　　これは私の、完全な、独断のイメージなので間違ってるかもわか

りませんが、そうなると、町がある一定予算を出して、第２の森林

組合というようなものをつくっているような、若干そんなイメージ

も、私はちょっと受け取っております。  
　　　これについては、きょうは自伐型林業だけの質問ではないので、

また町長と個人的にもいろいろお聞きをしたいと思いますので、こ

の点についてはここで終わらせていただきたいと思います。  
　　　次に、基本目標の１点目に関連をしまして、今回、補正予算に計

上されておりますこの地域の消費を喚起するいわゆるプレミアム

商品券。今回、国の補正予算の中に、地方創生を後押しする形の住

民生活等緊急支援のための交付金というものが盛り込まれており

ます。その中の、地域消費喚起・生活支援型で、一定割合を上乗せ

したプレミアム商品券を促進をしております。  
本町におきましても、今回の補正予算の中に盛り込まれておりま

す。本町では、堀見町長就任前、２、３年ほどだったかと思います
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が、10％のプレミアムつきのとみ富商品券を発行しておりました。

商工会より、26 年度になりますかね、発行についてこの補助への要

望があったようですが、当時は堀見町長の判断で行われなかったと

いうに聞いております。なぜ、今回発行する判断になったのか、事

前の担当の方との話では、プレミアム商品券を発行する判断をせざ

るを得ない、国からそういうような形の交付金になってるというよ

うなお話でありました。  
ただ、私がお聞きをしてる話では、交付対象となる事業は、メニ

ューの例に限定されず、ある程度、自由に設計可能だというお話を

お聞きをしました。現に、ほかの自治体では、灯油に対する購入補

助、商品券の発行、子育て応援券の発行、そういったものを、るる

予定をしているようであります。今回、商品券を発行することにな

っておりますが、この私の主観ですけども、町長的には、当初は余

りこのプレミアム商品券という発行には前向きじゃなかったんじゃ

ないかなぁという感じを受けてるんですが、今回、国からお金が来

るので発行するのか、どういった判断で決定されたのか、お聞きを

したいと思います。  
このことをなぜ確認さしていただくかといいますと、こういった

取り組みは、単年度ではなくて、ある一定程度継続をすると。２年

やって、また何年か置いてまたやると。例えば、連年でやると。そ

ういうことが消費の喚起につながっていくと思います。  
全国の自治体で、今回、プレミアム商品券発行へ向けて準備をし

ておりますが、その多くの自治体は、何年か、今までも継続をして

実施をしておりまして、消費の喚起と商店街の活性化に効果が出て

いるようであります。そういった意味からも、継続して実施をして

いくのがいいんじゃないかというふうに思っておりますが、28 年度

以降は、どう考えておられるのか、また今回、どういった内容で実

施されるのか、思い切ったところでは、子育て世帯には 40％のプレ

ミアムをつけて行うというところもあるようであります。当然、そ

ういうところは、国、県以上に一財を入れてということになってる

と思いますが、あわせてお聞かせいただきたいと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。26 年度当初に商工会さんのほうか

ら、プレミアムつき商品券ということで御要望いただきましたが、

そのときは、お断りをさせていただきました。では、28 年度以降
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も、プレミアムつき商品券をやるのかという御質問でしたけども、

町の単独予算では現時点ではやるということは考えておりません。 
私は、全く効果がないというふうには思いませんが、この佐川町

の地域特性からいくと、少し、商店街の皆さん、地元商工会の皆さ

んへの、地元商工会といいますが、地元で商店街をやられてる皆さ

んへの効果が少し薄いのではないかなぁと思っております。これは、

商店街の方からも、あれはなかなか効果ないよねと。量販店のほう

で使われて、消費喚起という形では、なかなか使われてないんじゃ

ないかなぁと。  
全国各地にプレミアムつき商品券をやった場合に、消費喚起の効

果はいくらですという数字は出てきますが、実際に、ほんとにその

効果がどこまであるのかというのは、これは地域性によっても違い

ますし、その地域の規模によっても違うんではないかなぁというふ

うに考えております。  
今回、補正で、交付金で、国からいただく交付金の中でプレミア

ムつき商品券ということでやることを決めています。進めておりま

すが、そのほかにも灯油券ですとか、子育て支援のものとか、いろ

いろな角度で検討しました。各課集まって協議会を開きましたが、

時間もないですし、やはりもう今まで実績のあるプレミアムつき商

品券、国からお金をいただける、もうこれを使い道を決めなきゃい

けないという中で、今回はプレミアムつき商品券でいきましょうと

いうことで判断をしました。  
具体的に、そのプレミアム率、子育て世帯は、今回、大きな率を

つけて進めるということで、今やっておりますが、具体的な数字に

つきましては担当課長のほうから説明をさせたいと思いますので、

よろしくお願いします。  
産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　おはようございます。私のほうからは、プレミアムつき商品券、

この中身について御説明いたします。これは、補正予算で、3,452
万２千円計上させていただいてございます。地域活性化、地域住民

生活等緊急支援交付金、地域消費喚起型・生活支援型プレミアムつ

き商品券でございます。  
　　　内容につきましては、１冊で１万 1,500 円分を買える商品券でご

ざいまして、通常は１万円を出せば１万 1,500 円分が買えるという

内容でございます。15％のプレミアム率になります。さらに、以前、
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佐川町でやりましたのは、経済対策、平成 21 年の４月 15 日と同年

の 10 月 15 日に発行いたしました。これは国からの経済対策でやっ

たものでありますし、また平成 24 年４月 24 日発行は、牧野富太郎

博士の生誕 150 年記念ということで、それぞれ 10％のプレミアム

分、最初の２回は１億１千万。次は 5,500 万という発行してますが、

今回の大きく違うところは、消費喚起型だけならず、生活支援、そ

れも、なかなか金のかかる世帯でございます、少子化対策もござい

ますし、子育て世帯への対策ということがあらわれてございます。 
　　　それで、子育て世帯の方については、同じ１万 1,500 円分の商品

券を買うのに、８千円出せば買えれるというような制度にしており

ます。プレミアム率にいいましたら、実に 43.75％の高い率になっ

てまいります。それで、現在、１月末現在で、18 歳未満、高校３年

までのお子さんを、お一人でもおいでになる世帯は、1,034 世帯ご

ざいます。高校３年生までの方お一人でもおいでになる世帯対象と。

すなわち 27 年４月１日現在で 18 歳未満の子供がいる世帯が対象に

なります。１月末現在では 1,034 世帯ございます。  
　　　この方々に、買っていただくわけですが、前も、商品券の買い入

れ限度を構えておりました。10 冊を限度にするということにしてご

ざいます。ただ、子育て世帯に関しましては、最大 10 冊買えるうち

で５冊までを子育て支援分、すなわち、先ほど言いました８千円で

買えるやつでございます。最大 10 冊を買うとする場合は、残った

５冊が子育て世帯でも１万円出したら、１万 1,500 円を買えれると

いう制度にしてございます。  
　　　こういうことで、子育て世帯を全員が、今現在の数字の 1,034 人

が全員が５冊買うとしましたら、5,170 冊が子育て支援分になりま

す。また、通常分では、子育て世帯を除く方々の分は、１万 1,600
冊ということになります。合計しまして、１万 6,770 冊。すなわち

発行総額、消費喚起を呼び戻す、あるいは子育て支援、生活支援を

支える町内で全部使われるとしましたら、１億 9,285 万５千円が総

額になります。こういった内容で、商工会の皆様方の会議もござい

ますので、６月１日に実施する予定としております。  
　　　なお、補正予算 3,452 万２千円でございますが、プレミアム分

4％、当初は 10％のプレミアムで考えてございましたが、県から直

接商工会のほうに 670 万余りの公金がおります。これを活用しまし

て 15％分まで引き上げた経過がございます。それと商工会の事務費
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というもので計上しまして、商工会へ直接いくものも含めましたら

4,123 万円、国から町と商工会に交付されるというものでございま

す。以上でございます。  
６番（松浦隆起君）  
　　　わかりました。これについては、終わらせていただきたいと思い

ますが、消費喚起ということでありますので、地元で消費をしてい

ただく、そういった、６月に発行と言いましたかね。ですから当然、

先ほど町長言いましたように、商店街、商工会等自身で考えてもら

いたいということでしたが、そういった道筋を、どうやったら今回

のこのチャンスを生かせるかということも、できれば、自伐林業と

同じような熱量でしっかり取り組んでいただきたいというに思い

ます。できるだけ地元の商店で消費を、どうしたら消費してもらえ

るかということも、担当課のほうでしっかり取り組んでいただけれ

ばと思います。  
　　　次に、基本項目の２点目であります地方への新しい人の流れをつ

くるということでございます。具体的には移住促進ということにな

るかと思いますが、今回の補正予算、移住促進対策委託料、そして

当初予算には、移住促進用の住宅の購入費というような計上をされ

ております。この移住促進の取り組みについての今の現状、それか

ら今後、どう具体的に取り組んでいかれるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。基本的には、先ほどもお話をさせ

ていただきましたが、当面、総務省の制度であります地域おこし協

力隊、この制度を活用して移住促進を図っていきたいと考えており

ます。あと、高知県と連携をして、移住相談会に佐川町もしっかり

ブースを出して、佐川町のＰＲをしながら、佐川に行ってみたいな

と思われる方を、地域おこし協力隊以外の方も含めて、佐川に来て

いただきたいと、そのような活動をしていきたいと思っております。 
　　　今、今年度から５人ずつ、自伐型林業につきましては、地域おこ

し協力隊を募集をしてます。来年度が 10 名、再来年度は 15 名にな

る予定です。この自伐型林業に地域おこし協力隊を、という活動が、

全国ほかの自治体にも少しずつ今、広がってきてます。ですから、

例えば、28 年度について、佐川町が５名募集をして、５名確保でき

るのかというのは、全国の動きも見ながらの話になってくるかと思
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います。しかし、少し、全国的に先行させていただいてるというこ

と、佐川町の取り組みが、何か、明るく取り組んで楽しそうだねと

いうことで、佐川に行ってみたいと思ってくれてる若者もいるみた

いですので、しっかりとそのＰＲもしながら、移住促進につなげて

いきたいなと考えております。  
　　　やはり、移住促進を図っていく上で、一番大きな課題になるのが

住む場所、住む家になります。26 年度地区懇談会を佐川町内 21 カ

所で開催をさせていただいて、全ての箇所で活用させていただける

空き家があったら、空き家の情報がありましたら教えてくださいと、

佐川町で借り上げをして国の制度を活用して耐震補修、耐震改修ま

で含めて 600 万円公費で改修ができます。それを町が借り上げて 10
年間貸していただくことになりますが、そういう空き家がありまし

たら教えてくださいという話を 21 カ所でさせていただきました。  
それとあわせて、今回、27 年度の予算で、民間企業の社宅 11 棟

を土地と建物あわせて買い受けて改修をするということで予算を組

んでおります。これは、林業だけでなく農業、あと町全体の活性化

に向けて、外の視点を入れる、外の力を借りるという中で、その体

制づくりをしっかりしていきたい。これはほかの自治体から比べる

と、この佐川町は今、恵まれてる環境にあるということをありがた

く思っておりますが、バランスよく移住促進について進めていきた

いと、そのように考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　今、お話しの中で地域おこし協力隊と、この事業を積極的に活用

するということは非常にいいことだと思います。ただ、１点、この

地域おこし協力隊の期間というのは、大体おおむね１年から３年以

内となっておりますので、その後、本町に、一人でも多く定住をし

ていただくと、ここが第２ステップとして大事な点ではないかなぁ

と。その取り組みも、具体的にどういったことをやっていくのかと

いうことも求められるところだと思います。  
　　　また一方で、この地域おこし協力隊だけに大きく足場を置くので

はなくて、もう一方の足は、しっかり移住促進に向けての情報発信、

それからＩ、Ｕターンや、今Ｊターンということもありますが、農

山村地域への移住、そういったいろんなアクションも必要になって

くると思いますが、具体的に、その地域おこし協力隊以外の、今言

いましたＩ、Ｕターンや農山村の地域、空き家になってるところの
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利用など、そういったことを具体的に、何かあれば、お聞かせいた

だきたいと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。佐川町移住促進に関する取り組み

が県内のほかの自治体と比べると、少し遅れておりましたので、27
年度につきましては、ホームページを使って情報発信をしていく、

ですとか、ほかの移住促進を取り組んでるＮＰＯ団体とも連携をし

て、佐川町の情報発信をしていく、空き家バンクを整理したものを

県とも連携をしながらのせていくと。  
そういうことを多面的に、しっかりと情報発信をしながら、佐川

町の魅力をＰＲしていくと。移住してみたい町佐川町と言われるよ

うに取り組みをしていきたいと考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　わかりました。これについては終わらせていただきたいと思いま

す。  
　　　次に、基本目標の３点目でありますこの若い世代の結婚・出産・

子育ての希望をかなえるという点でございます。この取り組みは、

ある意味一番のもととなる最重要課題ではないかというふうに思

います。人がいなければ何もできませんので。今、日本という国は、

人口オーナスという状態に入っているのではないかと言われる識

者の方がおられます。  
　　　どういうことかといいますと、この国の人口の形態として、人口

ボーナスの状態と人口オーナスの状態があると言われております。

簡単にわかりやすく言いますと、人口ボーナスという状態は、労働

人口が高齢者の方や子供たち、いわゆる非労働人口ですね、よりも

多い時代、多い状態でありまして、日本の高度経済成長時代やバブ

ルの時代、まさにそこに当たると言われております。そして、人口

オーナスの状態とは、その逆でありまして、日本は 1990 年代半ば

ごろからこのオーナス時期に入っていると言われております。今が

まさにその真っただ中というふうに言えます。  
ですから、この経済の問題等も、この人口ボーナスの状態にしな

ければ抜本的な解決はないという声もあります。そういう意味から

いうと、まだ 20 年以上かかるのではないかと。フランスやアメリカ

は、いち早くそういったことへ対策をとっていたために、合計特殊

出生率もいいと言われております。  
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私もこのことを本で読んだときに、まさに目からうろこ状態であ

りまして、その意味から言ってもこの少子化対策というのは最優先

課題でありまして、思い切った取り組みが必要だというふうに思っ

ております。徹底的に子育ての町に徹すると。それぐらいの取り組

みが必要だと。これは国もあわせて、そうではないかなと。例えば、

国が不妊治療を全て国が持つというぐらいのことをしないと、将来

の日本はないと、それぐらいの、今は状態だというふうに思います。 
この総合戦略の中で、まず、このいわゆる子供たちを希望をかな

えるというこの３つ目の目標について、どういった取り組みが望ま

しいというふうに考えておられるのか、まずお聞かせいただきたい

と思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。子育て支援につきましては、行政

報告でも御説明をさせていただきましたが、やはり少子化を少しで

も緩やかにするという意味において、内閣府の事務局長代理も言わ

れてますが、やはり第３子以降、３人目以降の子供も、どんどん産

みやすい環境にしていくということが、まず大事だろうという話を

伺っておりました。  
　　　都道府県の中で、県を挙げて第３子以降の保育料の無料化を 27

年度からするというところも出てきております。高知県は、県とし

てはまだそこまでいたっておりませんが、佐川町として、第３子以

降の子供の保育料につきましては、無条件で 27 年度から無料にす

るということを思い切り、思い切りといいますか、一歩踏み込んだ

政策を打っていこうということ。子育て支援につきましては、病後

児保育、ファミリー・サポート・センター等をしっかり整備をして

取り組んでいくということ。  
これとあわせて、佐川町で子供を育てたいと思っていただく一つ

に、やはり教育。教育の環境が充実してるよねという部分がすごく

大切だと思っております。学校教育におきましては、ふるさと教育

をしっかり取り組んでいこうと。工夫を凝らしていこうと。ものづ

くりの教育も少しずつ入れ込んでいこうと。それとあわせて、町主

催で子供向けの論語塾も取り組んでいこうと。これは人間性豊かな

子供たちを育てていきたいという思いから取り組んでいきますが、

できることを少しずつでありますけども、こつこつ人づくりの部分

で取り組みをしていきたいと考えております。  
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　　　あと、結婚についてですけども、これも商工会の女性部が、今年

度取り組みをしていただきました。以前に青年部でもやられたので

はないかなぁというふうに聞いておりますが、来年度以降、総合戦

略を打ち立てていく中で、商工会の女性部、青年部とも相談をさせ

ていただきながら、結婚につながるそのイベント、集まり、そうい

うものにも積極的に取り組みをしたいと。そのことを総合戦略の中

にも入れていきたいと考えております。  
　　　トータルで、子供が増える、少子化に歯止めがかかる、佐川町の

人口が半分まで減らない、そういう政策を、施策を打っていきたい

と考えております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　これについては、もう待ったなしの課題でありまして、榎並谷町

長、前町長のときからもこの議場で言わしていただいておりました

が、今、手を打って効果が出ても、その効果が出てくるのは 20 年後

以降になると。だから１年１年が大事だというに思います。  
　　　今から少しお聞きしますが、その第３子以降も非常に大事な取り

組みでございます。あわせて、やはり一人目の子供さんを産める状

態といいますか、安心して産むことができる、またそういう環境づ

くり、結婚も含めまして、そういったことも大事でありますので、

今、本町では不妊治療もスタートを、助成のスタートをしていただ

いておりますので、さらにそれにあわせて保育所の助成等、日高で

も行っておりますが、そういったことも含めて、今後また関連しな

がらお聞かせもいただきたいと思いますので、お願いをいたします。 
　　　今回、当初予算の中に、子育て支援関連、先ほども町長からあり

ましたが、保育料の軽減、そしてファミリー・サポート・センター

事業の開始、病後児保育の開始が盛り込まれておりまして、少子化

対策の重要性をしっかりと御認識をいただいた上で手を打ってい

ただいているという印象を受けております。  
　　　中でも、この病後児保育につきましては、私も議員にならせてい

ただいてすぐに相談がありまして、その翌年の 18 年６月定例会か

ら延べ３回質問をさせていただきまして、実施を強くお願いをして

おりました。本町の次世代育成支援行動計画、この 26 年が今の計

画の最終年度だと思いますが、このメニューにもなっておりました

が、なかなか環境整備ができずに、実施することができておりませ

んでした。今回実施をしていただけるということで、大変にうれし
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く思っております。  
　　　そこで、２点確認をさせていただきたいと思いますが、病後児保

育に取り組んでいる自治体では、この病後保育に特化しているとこ

ろと、いわゆる病中病後保育を行っている場合がありますが、本町

では、どういった形で実施をするのか、そして今回、ファミリー・

サポート・センター事業も開始をすることになっておりますが、担

当省庁の厚生労働省は、相互援助活動の例の中に、この病児・病後

児保育を含んでおります。いわゆるファミサポ事業のメニューとし

て、病児・病後児保育を行うことも、一つの方法ではないかなとも

思いますが、そういった検討はされておられるのか、この２点につ

いて、お伺いをしたいと思います。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　おはようございます。私のほうから、まず病後児保育事業の関連

ですけども、佐川町におきましては、27 年度から始める予定にして

おりますけれども、病後児に特化をした形でですね、始めていきた

いというふうに、今、検討をしております。  
　　　それから、ファミリー・サポート・センター事業ですけれども、

これも 27 年度からやる予定にしておりますけれども、まず、子供

さんの預かり等を中心にしていきながら、病後児保育を含めたやり

方もあるというふうに私も聞いておりますけれども、まずは、病後

児保育とファミリー・サポート・センター事業は分けた形で、今、

検討をしております。以上です。  
６番（松浦隆起君）  
　　　この病後児保育については、今、病後に特化をするということで

すから、多分、風邪等になって回復期になられてから預かるという

ことかなと思いますが、ほんとになったばかりはなかなか親も目を

離せないので、親がみたいと、みるということだと思いますが、な

かなかそれでも仕事の環境等で、病中にみれないということもある

かと思います。私に、先ほど言いましたように、議員にならせてい

ただいたときに相談いただいたのが、まさにそういう方でしたので、

もう時間もないので具体的には聞きませんが、ぜひ、現場の方や親

御さん、具体的なお話もお聞きをしていただきながら、せっかくス

タートするこの病児・病後児保育がほんとに、働くお父さんやお母

さんにとって、助けになる体制にしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。  
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　　　関連をしてもう１点、お伺いをいたします。ぱっと話が飛びます

が、フィンランドには、どの自治体にも、ネウボラという施設がご

ざいます。このネウボラとは、フィンランド語でアドバイスする場

所という意味だそうで、このネウボラは、妊娠から出産、先ほどか

ら言いますように結婚、妊娠、出産という、この妊娠から出産、就

学前まで総合的に切れ目なく子育てを支援する制度であります。  
　　　今、日本におきましても日本版ネウボラとして子育て世代包括支

援センターという名称のモデル事業が始まっておりますが、今回、

国がこの事業を全国展開をして 27 年度に 150 市町村、その後も展

開を続けていくようであります。  
　　　私も一般質問において、産後支援ヘルパー制度の実施等も提案を

しておりまして、結婚から妊娠、そして出産、そして子育て支援と、

総合的に支援をする体制が必要だと感じております。本町において

も、こういった取り組みは、一度検討する必要があるのかなという

に思います。総合戦略策定の中で、議論の一つに加えていいのでは

ないかと思いますが、この点について、お考えをお伺いをいたしま

す。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。まず、今現時点では、その子育て支援に関す

る包括的なセンターといいますか、そういったところを設置する予

定はありません。現在は、子育て支援センターを直営で 26 年度か

らやっておりますが、それと、あと健康福祉課の中の、例えば、母

子の担当の保健師であるとか、あるいは保育所であるとか、そうい

ったところの連携を密にさせていただきながら、出産から子育て支

援等を全体的に行政等で支えていくという体制を整えていきたい

というに考えております。  
６番（松浦隆起君）  
　　　これにつきましては、また別途お聞かせをいただければと思いま

す。  
　　　次に移りたいと思いますが、ここで、一つ気になっているところ

をお聞きをいたします。事前に、担当者の方から今回のこの本町の

総合戦略の案というペーパーをいただきました。もちろんこれが決

定ではなくて、具体的部分はこれからですというお話でしたが、本

町にとって大事な部分であります高齢者の方が安心して暮らせる

まちづくり、そして多くの予算を投じて取り組んでおります観光振
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興、こういった取り組みがその中には入っておりませんでした。特

に、観光振興の取り組みは、地域を活性化し、やり方によっては雇

用も生み出していくという可能性を秘めているというふうに思い

ます。  
　　　今、総合戦略の策定を準備している自治体では、観光行政に取り

組んでいる、また観光地を持っている、そういったところはこの観

光振興を一つの柱にしているところも少なくありません。ぜひ、総

合戦略の中で検討していくべきではないかなと思いますが、この点

について、お考えをお伺いをいたします。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。松浦議員のおっしゃるとおり、観光

振興、一つの柱になると思っておりますので、27 年度中に進めてい

きます総合戦略の中に肉付けをしていきたいというふうに考えて

おります。  
　　　また高齢者の取り組みにつきましては、あったかふれあいセンタ

ーの整備とあわせて、あと健康増進、健康寿命をどういうふうに延

ばしていくのかと、高知県が健康長寿日本一ということで抱えてお

りますが、佐川町もその健康増進に向けて取り組みを、総合戦略の

中にどういうふうに取り組んでいけるかということは、27 年度の課

題として、しっかり取り組んでいきたいと考えております。以上で

す。  
６番（松浦隆起君）  
　　　この高齢者の方の対策については、健康福祉課のほうで取り組ん

でおります包括ケアシステム、そういったものとの関連もしてくる

のではないかというふうに思いますので、ある一点、奥が深い部分

もあります。ぜひ、こういった部分も目を向けていただいて、しっ

かりつくり上げていただきたいと思います。  
　　　最後に、１点、確認をさせていただきます。今、本町では総合計

画の策定も進めているところであります。町長からも、るるお話を

いただきました。今回の総合戦略の策定時期と実施期間というもの

が、ちょうど重なるということもあります。その意味からいえば、

お互いの計画の整合性をとっていくことも必要であります  
総合計画に対して総合戦略は、ある意味、実施計画のような、総

合計画の中の実施計画のような性格も兼ねているようにも、個人的

には思っておりますが、ただ一つ懸念されるのは、総合計画、先ほ
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どからお話ありますように、現在、コンサルのほうに委託をされて

作成が進んでいると思います。その計画と、これから具体的にいろ

んな分野の人の知恵と創意を入れて策定をする総合戦略、それがど

う関連をし関係をしていくのか、この点について、どう配慮し取り

組んでいくのか、お聞かせをいただきたいと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。もちろん、総合計画、総合戦略、

整合性はとらなければいけませんし、今のままの取り組みをしてい

けば、自然と整合性のとれたものになるというふうに、それは確信

をしております。  
　　　具体的に、総合計画の中で、今後、住民の皆さんに、いろいろま

ちづくりサロンに意見をいただく部分は、計画の中の実行計画、ア

クションプランの部分になります。より具体的に数値目標が決めら

れるものであれば、数値目標を決めたものにもなるでしょうし、そ

ういう部分では、総合戦略と全く同じものが出てくる分野もあるか

もしれません。  
総合計画は、大きな枠組みの中で 10 年間ということになります。

行政として取り組まなきゃいけないこと、数字が出せない、漠然と

したその計画全体計画というのもありますが、目指す方向性は、ま

ちづくりにおいて一つに合ってなければいけませんので、そのあた

りはしっかりと整合性をとりながら、総合計画と総合戦略をつくっ

ていくと。そのアクションプランづくりの意見が総合戦略の中にも

入ってきますし、総合計画のアクションプラン、行動計画の中にも

入ってきます。そういう形で取り組みを進めてまいります。以上で

す。  
６番（松浦隆起君）  
　　　総合計画をつくる中で、地域の人の声も聞きながらつくっている

ので、当然これから聞く声もほとんど重なっていくから整合性がと

れるという意味だと思いますが、時というのは流れておりますから、

それ以外にいろんな声も出てくると思いますので、自然と整合性が

とれていくということには、なかなかならない部分もあるかと思い

ますので、10 年のその総合計画と、この５年の総合戦略、この最初

のこの５年の部分について、せっかくつくった総合戦略がしっかり

と生かされるように、また、総合計画がある意味、それをしっかり

と力にかえながら、いいものになっていくように。その取り組みが
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必要だと思います。  
　　　なぜ懸念しているかというと、今、既にもうコンサルのほうでつ

くろうとしているある程度形ができていってるんじゃないかなぁ

と思いますが、それと、今から声を聞くという部分が自然と整合性

がとれていくというのが、少し、同じ住民の方から、多分同じよう

な声が上がるだろうという意味なんじゃないかなと思いますが、町

長はしっかりと整合性をとるということですので、なお、配慮して

いただきながら取り組んでいただきたいと思います。  
　　　長々とこの具体的なことについてお伺いをしました。これから具

体的に戦略を練っていくものだと思いますが、これから策定をして

いく上で、要望提案という意味合いも含めて、確認もさせていただ

きました。地方創生に向けて、この総合戦略というものを地方版、

佐川町版をつくっていく中で、大事なことは、本町の武器を前面に

出して、そして地域の発展を見据えたグランドデザイン、そういう

ものを、描けるかどうか。  
　　　先ほど少し懸念しているのは、総合戦略で描いたグランドデザイ

ンと総合計画のグランドデザインが合わなければ、一つの町にはな

れないので、その意味でお聞きをしました  
　　　忘れてはならない視点として、先ほどから何回か言いましたが、

今、この町に、そこに住む人に光を当てて、その人が力をつけて輝

いて、そしてそこに仕事が生まれていくという流れが、非常に重要

だというふうに思いますので、そういう点も踏まえていただいて取

り組んでいただくことをお願いをいたしまして、質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。  
議長（藤原健祐君）  
　　　以上で、６番、松浦隆起君の一般質問を終わります。  
　　　ここで、11 時まで休憩します。  
 
　　　休憩　　午前 10 時 50 分  
　　　再開　　午前 11 時  
 
議長（藤原健祐君）  
　　　休憩前に引き続き、会議を開きます。  
　　　２番、坂本玲子君の発言を許します。  
２番（坂本玲子君）  
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２番議員の坂本です。通告に従って質問をさせていただきます。  
質問に移る前に、少し所感を述べさせていただきます。先日、高

知新聞を読んでいますと、衝撃的な記事が載っていました。日中戦

争の前夜の国会の様子が書かれていました。  
80 年前の２月、国防予算の大きさを指摘する質問に、時の海軍大

臣は「我々は進んで事を構えるという考えは毫もありませぬ。相手

が来た時には仕方がない。しかし来ないようにするには自ら用意を

しなければならない」と答えたのです。「国防を充実しておけば、戦

争は起こらない」そう言ったのです。国民はそれを信じました。そ

して、その２年後、対中戦争となったのです。  
一般の私たちが考えると、戦争はあり得ないというのは当たり前

で、そんなことをする人がいるとは信じられません。しかし歴史は、

あり得るのだということを教えてくれます。  
今、自衛隊の予算は５兆円に達そうとしています。秘密保護法が

できました。集団的自衛権容認の閣議決定がなされ、さらには海外

派遣に向け法整備も進んでいます。従来の専守防衛の枠から大きく

はみ出し、他国への攻撃でも派遣できるように変えようとしていま

す。そもそも、集団的自衛権容認の閣議決定に関しては、世論調査

でも支持をしていない人が多いのに、どうしてでしょうか。  
戦後 70 年間平和を守れたのは、憲法９条があったからです。９条

では、国際紛争を解決する手段として、武力の行使は永久にこれを

放棄するとあります。今、それは守られていますか。戦後 70 年たっ

た今、戦争を体験した人たちの手記の中には、戦争に反対しなかっ

た自分たちにも責任はあると書かれていました。そのとおりだと思

います。しかし、実際、もし戦争になったとき、憲兵に追われ、町の

人たちに白い目で見られる中で、私は戦争反対だと言える自信があ

りません。私はそんなに強くないのです。平和の今だからこそ言え

るのです。  
集団的自衛権容認は、まさに戦争への一歩を踏み出すことになり

ます。ことし２月、私には孫が生まれました。男の子です。その子

に対して恥ずべき自分でないように頑張りたいと思います。保育所

で出会ったたくさんの私の教え子たちもいます。その子も、その子

の子供も、その孫も、幸せに生きてほしいと願っています。今、私

たちが声を上げなくて、未来に望みがあるでしょうか。  
どうぞ皆さんも、あり得ないで済まさないで、戦争をしない国に
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するにはどうしたらいいか考え、声を出していただきたいと思いま

す。  
では、最初に、障害者問題について質問をさせていただきます。  
現在、障害者福祉計画や障害者計画が作成されていると聞いてい

ます。まず、平成 22 年につくられた障害者計画、平成 24 年につく

られた第３期障害者福祉計画が、平成 26 年で終結します。その総括

を受けて、今、次の計画が作成されていると思いますが、総括とし

て、問題点や課題はどうなっているのでしょうか。お答えいただき

たいと思います。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。坂本議員おっしゃっていただいたように、障

害の部門につきましても、計画の策定が本年度、終了が間近になっ

ております。本年度までの障害者計画につきまして、障害福祉サー

ビスの計画が障害福祉計画というものになりますが、これが、第３

期、24 年から 26 年度まで３年間の計画をつくっておりまして、こ

の内容の中で、１つは障害福祉サービスの提供の部分ですので、例

えば、町内の事業所を見渡していきますと、居宅サービス、在宅支

援のサービスであるとか就労支援、具体的には、就労継続支援Ｂ型

と言われる事業所、これが２カ所ある。そういった部分のサービス

については一定、町内でも充足があるというふうに考えてます。  
　　　ただ、一方で、施設系のサービス、入所、施設入所、それからグ

ループホーム、あるいは、これは施設系にならないかもわかりませ

んが、短期入所の施設、そういった施設については、ほとんど町外、

一部グループホームも町内にありますけれども、ほとんどが町外の

事業所に頼っているといいますか、そちらのサービスを使っている

という現状があります。まず、それが課題というふうに捉えており

ます。  
　　　それから第３期の計画の中には具体的にはなかったんですけれ

ども、近年、特に障害児の方、子供さんの、例えば日中の預かりの

場所が少ないであるとか、そういったところも近年の課題としてあ

りますので、そういった点を課題として捉えてます。  
　　　もう１つ、障害者計画。あのおっきい障害施策の基本的な方向性

を示す計画ですが、これも改訂の段階になっておりまして、この 10
年ぐらいの課題を整理をしてます。前期といいますか、これまでの

26 年度までの計画の中では、２つ、重点項目をあげておりまして、
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１つは、相談支援。障害者の方の相談支援の体制を充実させていく

というところと、あと、移動支援。障害の方の外出支援。そういっ

た部分、課題があるので、２点、重点項目としてあげさせていただ

いてました。  
　　　１つ、相談支援の部分については、今年度、相談支援事業所も１

カ所、社協さん、立ち上げていただいたりとかいうことで、相談支

援事業所の確保は一定できたというふうに考えてます。  
　　　それから移動支援については、これは大きな全体的な町の流れに

はなるんですが、公共交通の検討の部分の検討会も立ち上がってき

たということで、一定、前進はあるとは思ってます。ただ、障害者

の特性に合わせた外出支援であるとかガイドヘルパーであるとか、

そういった部分はまだまだ課題があるというふうに思っておりま

す。  
　　　大きく、そういった課題があるというふうに認識をしております。 
２番（坂本玲子君）  
　　　障害者総合支援法では、障害者を地域で生活できるように支援す

る方策の計画を立てることになっています。障害者及びその家族が、

今一番困っていること、不安に思っていることは、何でしょうか。

アンケート調査をされたと聞きましたので、教えていただけますか。 
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。多少、私の主観が入るかもわかりませんけれ

ども、特に、障害児の方の御家族に関しましては、今の不安は、例

えば、グループホームであるとか、そういった預ける場所がなかな

かないであるとか、当然その保護者の方がいなくなった場合の、そ

ういった生活面の不安というのが、多分一番にあげられているんで

はないかなぁというふうに思っております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　私の聞いたところによりますと、それだけではなくて、学校を卒

業してからの居場所、仕事場所。家族が病気などで障害者の世話が

できないときの預け先。家族が老齢化したときの、一人で残ったと

きはどうなるのか。災害が起こったときの援助は、救助はどうする

のか。長期休暇中における障害者の居場所はどうなのか。というふ

うなことがあると聞いております。  
佐川には、就労継続支援Ｂ型が２カ所、生活介護１カ所、共同生

活援助２カ所、日中一時支援１カ所、居宅介護が４カ所あります。
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ところが、先ほど課長も申されたように、ショートステイなし、入

所施設なし、障害児通所支援なし、地域活動支援センターなし、福

祉ホームなし、ないないづくめです。  
障害福祉サービス利用者 110 名と聞いておりますが、その内、町

外利用者が 40 名いると聞いています。どうして町外の施設を利用し

ているのでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えをいたします。約 110 名程度おいでて、40 人ぐらい、町外

のサービスを利用されているというのが、ほぼ実態に合っていると

いうふうに思っております。その中で、少し内訳といいますか、言

いますと、施設に入所されている方、町外の施設に入所されている

方が、現時点で押さえているのは 23 名おいでます。  
　　　それから、グループホームについても 24 名おいでて、うち町外

の方が 20 名程度おいでるというふうに思っております。それへ合

わせて、大体 40 名程度にはなります。あとは短期入所であるとか

っていうのは、重複の利用がありますので、内訳としては、そうい

った形で、なぜ利用されているかというと、やはり町内の施設がな

いというふうに、理由としてはあげられると思います。  
２番（坂本玲子君）  
　　　またですね、65 歳以下の手帳保持者が 377 名ぐらいだと聞いて

いますが、そのうちの利用者が約 110 名。この差の 267 名の方たち

の中で、利用を必要としない方がどれくらいいて、利用したくても

利用する適切な施設がないために利用できない方は、どれくらいい

ますか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。特に手帳、身体障害者の手帳が、特に高齢者

の方は多いというふうに思っておりまして、この中で、サービス、

障害福祉サービスを利用されていない方については、大部分は介護

保険のサービスを使っていたりとかですね、それから、あるいは、

障害程度が軽いといいますか、障害福祉サービスを使う必要までは

ない方、あるいは家族の支援があって、公的なサービスを使ってい

ない方、というふうに考えてます。  
　　　実際の数字をアンケート等で拾っているわけではありませんの

で、ある程度推測にはなりますけれども、そういった方々というふ

うに認識をしております。  
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２番（坂本玲子君）  
　　　今、私が言いました人数は、65 歳以下の手帳保持者について、言

いました。65 歳を越えての手帳はもっといらっしゃると思います。

その内容についてお聞きします。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　65 歳以上の方について、サービスを利用されていない方は、やは

り家族の支援等がある方。それから重複になりますけど、軽度な障

害でサービスを利用されていないという方が大部分であるという

に考えております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　家族の支援があったり、軽度で必要ない方については、問題ない

かと思いますが、私の聞いたところによりますと、例えば視覚障害

であったり、聴覚障害であったり、いろんな障害に対しての、その

利用施設がないために利用できないっていうような場合もあると

聞いております。  
　　　障害者の家族は、佐川には入所施設、グループホーム、ショート

ステイが少なくて、ぜひそれをつくってほしいと願っています。ま

た、長期休暇時の子供の居場所にも苦慮していると聞きました。障

害者施設ができない大きな要因として、場所がない、費用が十分で

ない、その施設を運営するスタッフが確保できない、などがあげら

れています。  
今、空き家対策事業で、町が空き家を借り入れて、地域活性に役

立てるための補助金があります。例えば、グループホームをつくり

たい希望があった場合、その事業を使って町が場所を提供し、運営

を任せるというような、いろんなことが考えられると思います。ま

た、国の施策では、国交省が公営住宅のバリアフリー化推進や、公

営住宅をグループホームなどに使用することなどを推進しています。

今後、佐川町での障害者のグループホーム建設、作業所の増設など

の計画はどうなっているでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。平成 27 年度から３カ年の障害福祉計画、第

４期になりますけれども、その計画策定の中でですね、自立支援協

議会というのがありまして、そちらのほうで最終、この３月 18 日

に協議会をやる予定になっておりますが、その中でも少し議論をさ

していただきます。  
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　　　具体的にですね、障害者施設を、例えば、１施設建てるであると

か、そういった具体的な中身にはならないと思います。これについ

ては、障害の施設の整備については、高知県の担当課がある程度、

県内の圏域、例えば、この辺でいきますと中央西圏域の状況を見な

がら、これも県の自立支援の協議会というのがあるんですけれども、

そういったところで、県下全体でどういうふうにしていくかという

のは、立てていくというふうに考えております。  
　　　当然その財政支援的な部分もありますが、これは国とか県の補助

金を活用しながら、していく。それから、先ほどおっしゃったよう

な新しい施策と言いますか、住宅改修の部分の補助であるとか、そ

ういった部分を活用すると言いますか、そういったところも検討の

視野に入れていきながら、自立支援協議会等で佐川町にどういった、

当然どういった施設と言いますか、不足しているのは明らかですの

で、そのへんが建てれるのかどうなのかとか、これも事業者さんと

の話し合いにもなると思いますけれども、そういったところで、具

体的に自立支援協議会のほうで話をしていきたいと考えておりま

す。  
２番（坂本玲子君）  
　　　佐川町では、まだ、その計画、策定中であると。議論の途中で、

だけど具体的には出せないということだと思いますが、今ちょうど

その、そういう計画を作成していると。佐川町は、ずっと住み続け

る、町民が、幸せな町でありたいという方針が出ています。その障

害があるなしにかかわらず、ずっと住み続けれる佐川町であるため

には、具体的な目標設定をして、今後、行政が力を入れてやってい

ってほしいと願っていますが、そのへんはいかがでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　もちろん、その具体的なスケジュール、ルートを踏まえてですね、

計画がつくれれば一番いいと思います。先ほども言いましたけれど

も、３月 18 日の協議会の中でですね、この障害福祉計画の中身に

ついて、最終的な協議をいただくようになっておりますので、どう

いう表現になるのかというところは、ちょっと私の口からは、なか

なか「こうなります」とは言えませんけれども、今までの障害福祉

計画のスタイルからいきますと、介護保険事業計画はある程度保険

料に反映さすとかっていうのがありますので、具体的な部分も検討

しますけれども、障害の施設に関しては現時点では、そこまでの深
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い議論は、具体的なですね議論はできていないのが現状です。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ぜひですね、そういうことにも力を入れて、具体的に目標を持っ

て、ほかの事業所との関係もあると思いますが、そういう見通しを

持った活動ができるような報告書ができることを願っています。  
　　　もう１点、作業所ですが、作業所もあるにはありますが、定員が

あって、なかなか新たな受け入れができにくい状況だと聞いていま

す。それに関しては、どのように対策を考えておられますか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。町内の事業所ということでよろしいかと思い

ますけれども。定員がある事業所としては、町内では、先ほど申し

ました就労系の就労継続支援Ｂ型いわれる施設が２施設あるとい

う形になります。  
　　　その中、定員も、かなり、いっぱいいっぱいというかですね、そ

ういったところの現状もあるというふうに聞いております。その中

で、一定、町のほうとしましては、例えば高齢の方、65 歳になられ

ても、そういった就労継続系のですね、施設に通われて、要は働い

てらっしゃって、工賃をいただいて生活の足しにといいますか、し

ていただいている方も実際には、おいでます。そういう方について、

介護保険の認定を受けられておって、そちらの介護サービスを使え

るような方については、順次お話をさしていただきながら、そちら

のサービスを優先に使っていただくと。そういう方が介護サービス

に移行をすることによって、定員の整理が一定ついたりとかいうこ

とで、新たに、例えば、学校を卒業されて、新規で卒業されている

方について、一般就労なかなかできない方をそちらのほうに御紹介

するとかですね、そういった形の整理をしております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　65 歳以上の人を卒業させて、新たな受け入れをということです

が、国は、65 歳以上の障害者は、介護保険が優先されるが、必要な

サービスを介護保険の利用限度額でカバーできない場合は、障害福

祉サービスを併用できるとの見解を示しています。  
　　　厚労省は２月に通知を出して、サービス併用が必要な障害者まで

一律の判断で支給を削らないよう、適切な運用を求めています。佐

川町では、65 歳以上になる障害者に、両制度の併用ができることを

きちんと伝え、運用できていますでしょうか。  
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　　　サービス併用を、要介護度の高い人や身障者に限るなどの条件の

賦課はしていないでしょうか。お答えください。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　個々の方に対するサービスの利用については、相談支援専門員と

いいますか、そういったサービスの利用計画を立てるときにですね、

その方に応じた、例えば一週間のサービスの利用の計画、そういっ

たものをつくります。その中で、特に 65 歳以上の方については、法

の優先順位というものはあります。そういったものも、例えばそう

いった相談支援専門員のほうから説明をしたりとか、それから、そ

の方々の状態に応じて、例えば、あなたは 65 歳以上だから、介護保

険だけですよとか、そういったことは全く言ってないですし、必要

に応じて障害福祉サービスのほうを利用していただけるような状

況にはしているというふうに思っております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　介護保険への切りかえで、必要なサービスが受けられなくなった

ということがないよう、十分説明して、障害者福祉が後退しないよ

う徹底していただきたいと思います。  
　　　先ほどの卒業の件ですが、平成 27 年４月からですか。就労支援

事業からの卒業ということで、そうなりますと、障害を持った人た

ちの集う場所がなくなるんじゃないかと心配をしています。閉じこ

もりの生活になりかねませんが、それに対して、町はどのように考

えていますでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。65 歳以上に限るわけでもないでしょうけれど

も、なかなか、障害のある方が外出がしにくいであるとか、特にサ

ービスが変わっていく、例えば、65 歳を区切りとするとかですね、

そういったところで、やはり外出をしていただく、それから集まり

であるとか、交流をしていただくっていうのは、健康の部分でも特

に重要だというふうに思っております。  
　　　町では、例えば、あったかふれあいセンターであるとか、いうな

ところの整備も進めております。それから、一方では、介護保険事

業の制度改正の中でですね、要支援の方への受け皿、新しい受け皿

づくりということも言われております。  
　　　そういったところで、高齢の方、特に閉じこもりにならないよう

な形でですね、これは障害の施策だけではありませんけれども、地
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域の受け皿というのをつくっていく方向では、いろんなところで検

討をしております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　あったかふれあいセンターが斗賀野にもできましたし、尾川にも

あります。しかし、そこの職員となる方には資格がありません。あ

ったかふれあいセンターは、子供から老人まで全ての人の利用が基

本だと聞いていますし、そういう介護の必要な方とか、障害のある

方なんかだと、やはり専門的な知識が必要になると思われますので、

ぜひ、そういう職員の方々の研修もしっかりしながら、全ての方を

受け入れられるような形のふれあいセンターなり、集落活動センタ

ーなりであってほしいと願っています。  
　　　もう１点、施設利用者は、今まで少なくとも働くことによって収

入がありました。介護保険を使うと、利用料が発生します。プラス

マイナスでは、何万ものマイナスとなります。できたら、その人た

ちの希望を聞き、集う場所や就労の機会を斡旋するなどの努力をい

ただきたいと思います。  
　　　そういう就労に対してとか、集う場所に対してのきめの細かい配

慮が、今後必要だと思われますが、何か対策はあるでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。就労の支援であるとか、あるいは集う場所、

交流の場所、先ほど坂本議員おっしゃったその地域活動支援センタ

ーであるとか、そういったところが一つの役割を担うところかなぁ

というふうに思っております。佐川町では、そういった支援センタ

ー、まだできておりません。  
新しい計画の中でもですね、３年間の計画の中で、地域活動支援

センターを立ち上げていく方向で、それも計画、今の段階ですけれ

ども、起債をしております。これは、なかなか、直営でやるのかと

か、どういったところに受けていただくのかという具体的なところ

がありますけれども、例えば、社会福祉協議会なんかと連携をした

りとか、あるいはほかの事業所と連携をしたりとか、そういったと

ころで、就労に向けての支援であるとか交流の支援を、具体的に検

討をしていくような形になります。  
２番（坂本玲子君）  
　　　次の計画には、それがあるということで安心をしましたが、一つ

には、社会との交流や居場所づくりなんかで、例えば、町の施設、
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プールなどの積極的な利用はいかがでしょうか。  
　　　現在、プール利用に関して、身体障害者の１級、２級の人には減

免制度があります。が、そのほかの人にはありません。せっかくプ

ールがあります。年間通じて利用が可能です。障害者の社会との交

流の促進のために、有効だと思います。また、居場所づくりにもな

ります。  
　　　プールの利用料の減免制度を拡大し、また障害者でも利用可能な

バリアフリーにするなどの対策をして、利用の促進をしていただき

たいと思いますが、それについてはいかがでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。プールの所管ではありませんので、私のほう

からはちょっと具体的には答えにくいですけれども。一定、その健

康づくりの部分であるとか、そういったところ、積極的な、例えば、

障害の方への、利用ができやすい環境づくりであるとか、もう１つ

は、介護予防の観点からもプールを活用してはという御意見もある

ように聞いておりますので、そういったところ、教育委員会などと

連携をしながら、話をしていきたいと思います。  
教育次長（吉野広昭君）  
　　　坂本議員の御質問にお答えします。先ほど、岡崎課長のほうも申

しましたとおり、非常に、御提案の内容につきましてはいいことだ

と思いますんで、今後、健康福祉課ともども打ち合わせをしてです

ね、検討さしていただきたいと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　御質問ありがとうございます。坂本議員の御質問にお答えさせて

いただきたいと思います。プールの利用料の減免につきましては、

教育委員会ともよくよく話をして、前向きに検討したいと思ってお

ります。  
　　　あと、バリアフリー化の話がありましたが、来年度のプールの改

修工事の中で一部、バリアフリー化の予算もみております。全てに

行き届く改修になるかどうかは、ちょっとわかりませんけども、年

数をかけて、プールに関しては、より、町民の皆さん、全ての皆さ

んに使い勝手のいいプールにしていきたいと考えております。  
　　　来年度は、天井の落下防止も含めて、少し、限られた予算の中で、

改修工事を組んでおりますので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。  
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２番（坂本玲子君）  
　　　ありがとうございます。ぜひ、どんどん進むようにやっていただ

きたいと思います。  
　　　もう１つ、障害児の家族が困っていることの１つですが、長期休

暇中の子供の居場所です。昨年、障害児の放課後児童教室の別室が

開かれました。教育委員会が一生懸命考えてくれたおかげだと思い

ます。しかし、場所の選定、対応できる児童、いろんな問題点が浮

かび上がりました。来年度は、さらに進んでいくと思いますが、来

年度、障害児の、長期休暇中の居場所について、どのようにするお

考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。  
教育長（川井正一君）  
　　　お答えいたします。昨年度、教育集会所のほうで基本的に対応さ

せていただきました。今年度につきましても、障害のある方の利用

の希望等をお聞きしまして、できるだけ幅広く対応できるように取

り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。  
２番（坂本玲子君）  
　　　これについては、今回、あんまり言うつもりはなかったんですが、

障害のある子供たちが、各学校で、今、放課後児童教室や放課後児

童クラブでいます。その子供たちは、別の場所へ移されることによ

って、すごく環境が変わるということで、本来ならば、自分たちの

もとの場所でやるのが一番適切なのかなと、私は思います。小学校

は休暇中ですので空き教室がないということはないので、ぜひその

へんも検討の中に入れていただいて、やっていただけたらいいかな

と思っています。  
　　　次の１点。平成 25 年障害者優先調達推進法が施行されました。

これは、障害者就労施設等でつくったものの需要を増進し、就労す

る障害者の自立を促進するためのものです。佐川町では、この法に

基づいて、障害者施設の物品を優先的に購入していると思います。

健康福祉課が取りまとめることになっていますが、佐川町では障害

者優先調達推進法にのっとり、どれくらい障害者施設からの調達を

していますか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。佐川町では、この法律に基づきまして、調達

方針というのを毎年度定めております。平成の 25 年度、25 年度は

３月の策定でしたので、実質的には 26 年度からの実施といいます
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か、運用になります。  
　　　その中で、うちの健康福祉課が窓口となっているその優先調達の

実績ということになりますと、今、私が掲げているこの職員の木製

名札、これについて、これを、さくら福祉事業所から調達したもの

になりますが、それが実績というふうになります。今のところはそ

の１件ということになります。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ですね。では、この佐川町でも、その障害者優先調達推進法にの

っとって、要綱みたいなものを決めておりますが、その、佐川町の、

例えば、２つの就労支援施設で、調達可能な、どんな品物があるか

御存じでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。今現在、その２施設からですね、例えば、具

体的に、提供できる物品であるとか、ほかには役務の提供であると

か、そういったもののリストを、26 年度の、今現在ではいただいて

おらないのが実情です。ですので、個々には、例えば、提供できる、

例えば食物といいますか、そういったものがあるというふうには考

えておりますが、役場全体の中で、その物品のリストを共有してい

る段階では、今のところ、ありません。それが実情です。  
２番（坂本玲子君）  
　　　物品等の調達方針の中に、健康福祉課は、提供可能な品物等の情

報について、各所属へ情報提供を行うこととともに、所属からの問

い合わせ窓口を持つということになっておりますので、ぜひ、もち

ろんその障害者施設のほうから積極的に、こういうものを、ってい

うことも必要ですが、町のほうでもどんなものがあるかということ

を調べて、やる必要があるんじゃないかなと。  
　　　そういう法律にのっとって、町として年間の計画を立てて促進し

ていくことも必要だと考えますが、その点についてはいかがでしょ

うか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。この点については、27 年度、来年度に向けて

ですね、年度当初に各事業所が提供できるリストをいただいてです

ね、役場全体で共有をして優先調達をできるような体制といいます

か、情報提供をしていきたいと考えております。  
２番（坂本玲子君）  
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　　　先ほど、課長が言われましたように、健康福祉課だけが交流する

わけではありませんので、各部署への徹底も必要だと考えます。ぜ

ひ、それを徹底していただいて、この法のもともとの考えにのっと

って推進していただきたいと思います。  
　　　教育長、教育委員会ではどの程度購入し、関係機関への徹底はど

うなっているのか、お答えいただきたいと思います。  
教育長（川井正一君）  
　　　お答えいたします。現在のところ、教育委員会におきまして、障

害者施設からの物品調達につきましては、特段の取り組みは行って

おりません。  
なお、給食センターにおきましては、町内産の野菜を積極的に活

用するという視点で、はちきんの店と連携した取り組みを進めてお

りますので、来年度から、町内の障害者の福祉事業所で生産される

野菜を、学校給食用の食材として調達する方向で、事業所のほうと

現在、協議を行っております。以上でございます。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ありがとうございます。野菜などの販売をしている障害者施設が

あると聞きましたので、ぜひ、給食センターでも調達の方向で検討

をしていただきたいなと思っています。  
　　　実はですね、こういう佐川町障害者就労施設等からの物品等の調

達方針ていうのの中で、それは健康福祉課が取りまとめるっていう

ふうになっていますけれども、こういう問題は、全部署に関するこ

とですので、本来なら総務課が取りまとめてやっていくのがより望

ましいのではないかと思いますが、町長さん、いかがでしょうか。 
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。健康福祉課の所管で取りまとめを

行うということでいいのではないかと、いいだろうというふうに思

っております。26 年度も、庁議の場で健康福祉課から提案があり、

この調達について「こういう考えでやりたいけど、どうでしょうか」

ということで庁議の中で協議をして、名札を皆さんそろえましょう

ということになりましたが、しっかり所管課がその計画どおり意識

を持って取り組んで、全庁に広めてもらえれば、総務課がやらなく

ても問題なく役場の中で回っていくというふうに考えております。

以上です。  
２番（坂本玲子君）  
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　　　そのへんの、私は、どこの課がやろうと構わないんですが、その

へんの庁全体での取り組みっていうのを、しっかりやっていただき

たいと思っています。  
　　　これで、１問目の質問を終わります。  
　　　次に、２問目に移ります。国保税について、お伺いしたいと思い

ます。  
　　　昨年３月、９月、国保税について質問をいたしました。今回の国

保税の改定で、所得割、資産割等が標準割に近くなっているのは評

価できると思います。まず、その努力に感謝したいと思います。あ

りがとうございました。  
　　　しかし、まだ十分ではありません。国保審議会に出した資料は、

現実をきちんと分析したとは言いがたく、不十分だと思っておりま

す。また、固定資産への二重課税は正当なものであるとは思いませ

ん。これについては、別の機会にまた質問したいと思います。  
　　　今回、国保税の大幅値上げの案が議会に提出されています。町民

課長、国保財政が特に悪くなっていった原因は、どこにあると思わ

れますか。  
町民課長（麻田正志君）  
　　　坂本議員の御質問にお答えいたします。後期高齢者医療制度など

が始まりました平成 20 年度から平成 25 年度までの状況を見てみま

すと、基金からの繰入金、そして過年度からの繰越金を除いた単年

度収支におきましては、平成 24 年度を除き赤字という状況になっ

ております。  
　　　具体的には、平成 20 年度におきましては、約 1,800 万。平成 21

年度は、約 5,100 万。平成 22 年度は、約 4,200 万。平成 23 年度は、

約 7,100 万。そして平成 25 年度は、約 7,200 万という赤字となっ

ております。この赤字の補てんのために、繰越金を充て、基金の取

り崩しを行ったことによりまして、繰越金はなくなり、そして基金

は底をつく状況というふうになっております。この主な原因といた

しましては、私のほうでは、保険給付費、被保険者の方に対する保

険給付費、そして後期高齢者医療に対する後期高齢者支援金の増加

というふうに考えております。  
　　　具体的には、平成 20 年度の保険給付費においては、約 11 億 3,100

万円。これが平成 25 年度におきましては、約 12 億 9,100 万円と、

約１億６千万円増加しております。また、後期高齢者支援金におき
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ましては、平成 20 年度、約１億 6,600 万。それが平成 25 年度では

約２億円と、約 3,400 万円の増加となってきております。このうち、

保険給付費につきましては、国保の被保険者数自体は減少してきて

おります。  
けれど、平成 20 年度末で年齢構成が０歳から 59 歳までの方と、

60 歳から 74 歳までの方の割合というのをちょっと調べてみました。

平成 20 年度末では、この割合がほぼ同じであったものが、平成 27
年の１月末では、60 から 74 歳までの方の割合が約 59％というふう

になるなど、比較的医療費が高くなる傾向がある年齢層の方が増え

てきておるというのが現状となっておりまして、この年齢層の方の

保険給付費が増加しておるというような状況もあります。  
このように、現在の少子高齢化等の影響もありまして、高い年齢

層の方の割合が多くなってきておるということも、その一因ではな

いかというふうに考えております。以上でございます。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ほんとに、年齢層が高くなっているっていうのは現実だと思いま

す。介護保険制度の開始が平成 12 年度、後期高齢者医療制度開始

が平成 20 年度、課長も言われましたように、20 年度からどんどん

と悪化の一路をたどっているということですが、財政悪化は、繰越

金などをもう全部含めてですので、これ、私は、よくきちっと把握

していませんが、22 年度ころから顕著になってきているように感じ

ました。  
これは、後期高齢者の本人負担が１割と決められ、残り９割を、

国、県、市町村で分配すれば、本来よかったのですが、５割が、国、

県、市町村で、残りの４割を各保険組合から負担することにしたの

が、大きな、この国保財政を圧迫したのではないか、と私は考えま

す。  
消費税が上がり、それは福祉に使うとされていました。高齢者福

祉は、その消費税の財源でやるのが筋だと思います。それなのに、

現役世代に４割の負担を国が求めました。その結果が、国保の財政

悪化を招いたのではないかと思われるのです。  
今回、国保料の値上げの議案が出されています。では、町として、

国保税を上げないために、どんな努力をされていますでしょうか。  
町民課長（麻田正志君）  
　　　お答えいたします。町におきましては、健康づくりの推進であり
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ますとか、がん検診、特定健診、特定保健指導の実施によります疾

病予防や重症化防止対策、そして医療費抑制にかかりますジェネリ

ック薬品の使用促進等に努めてきております。  
　　　また、国保加入者の皆様御自身には、どのくらいの医療費がかか

っているのかということをお知らせするための医療費通知なども

行っております。以上でございます。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ありがとうございます。町民課の方々や税務課の方々は、国保税

が高いというのは重々承知の上、なるべくなら国保税を上げたくな

いと思い努力をされてきていると思います。また、健康福祉課でも、

国保税や介護保険料を上げないためには、健康づくりが大切だと、

さまざまな努力をされているのも承知しています。しかし、町とし

て、もっと国保料を引き下げる、介護保険料を引き下げるための見

通しを持った施策が必要だと思います。  
　　　2025 年には、高齢者がピークを迎えます。まさに今が、町が 10

年間の総合計画をつくろうとしています。その中にも、高齢者が安

心して過ごせ、病気にならないようにするための施策を入れていっ

てほしいと思いますが、町長さん、いかがでしょうか。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。総合計画の中に、坂本議員おっしゃ

るように取り入れて取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。以上です。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ほんとに、ぜひ、これも力を入れて取り組んでいただきたいと思

いますが、先ほど、障害者の段で、プールなんかも利用してはどう

かと、健康づくりのために、そういう提案をしましたが、この国保

税を安くするためにも、ぜひ、そういうプールの活用なども具体的

に考えていってほしいと思います。  
　　　国保税の負担は限界に達しています。軽減税率のある低所得者層

や高所得で上限を超えている人以外の、中間層の方々の負担が今回

の値上げで特に厳しくなるのが特徴だと思います。平均の負担率は、

所得の 20％ぐらいですが、低所得者層には減免があります。しか

し、中間層の方にはありません。佐川町では、加入者の約３割の方

に軽減がありません。  
　　　さらに、国保の所得は、旧ただし書き所得で、課税所得では配偶
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者控除とか扶養者控除等があるのに、そういった控除がないために、

子育て世代など扶養家族が多い家庭にとっては、さらに高くなった

と感じると思います。まずは、国保料に関して、国が責任を持って

対応してくれるのがベストですが、しかし実際は、それがありませ

ん。では、誰が町民を救えるのでしょう。  
　　　多くの高知県下の自治体では、一般財源からの法定外繰り入れで、

赤字の補てんを実施しています。佐川町の一般財政は非常に健全で

す。一般財源から国保会計への繰り入れで、値上げを中止または低

減していただきたいと考えますが、町民課長、そういう形での検討

は、可能でしょうか。  
町民課長（麻田正志君）  
　　　お答えいたします。まず、今回の国保税率の改正に当たりまして

は、国保運営協議会におきまして、慎重に検討していただいた上で、

財源不足を補うための、もう、基金が枯渇してきており、税率等を

改正せざるを得ないということで御承認をいただいております。  
国保制度自体は、国及び県等の負担金で賄われる公費を除いた残

りの財源につきましては、国保に加入しておられる被保険者の皆様

の国保税を充てるというのが原則とされております。  
　　　今回の税率の改正におきましては、その算出の際には、その財源

不足の見込額全てを国保税で充てるというような計算はしており

ません。しかし、その財源不足見込額の全てを一般会計からの繰入

金で見るということも当然考えておりません。けれど、今現在の状

況、そして今の厳しい国保財政の状況の中から、本年度の決算とか、

平成 27 年度の状況を踏まえながら、その状況によっては、今後は

一般会計からの法定外繰り入れのほうも検討しなければならない

のではないかとは思っております。以上でございます。  
２番（坂本玲子君）  
　　　法定外繰り入れも検討していただけるということで、安心をしま

した。実はですね、法定外繰り入れで、ペナルティ分以上に繰り入

れてる高知県内の自治体は、既に 12 市町村ぐらいあると思われま

す。それ以外にも、基金があるために、その必要がまだない自治体

もあり、法定外繰り入れは、これからさらに増加すると思われます。

国調査でも、全国では 3,500 億円の一般財源からの繰り入れがある

という報告があります。一般財源からの繰り入れに関して、町長さ

ん、どんなにお考えでしょうか。  
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町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。先ほど、町民課長のほうからも法定

外の一般会計からの法定外繰り入れを検討せざるを得ないという

発言がありました。それは私も含めて、運営協議会の中でも話をし

て、町全体のことを考えると、法定外の繰り入れも考えざるを得な

いよねということで、町民課長の一人の考えだけではありませんの

で、町として、運営協議会として考えた結果でしたので御理解いた

だければと思います。  
　　　国保の話だけをするとですね、確かに運営上厳しいと。そのため

に消費税も上げて、27 年度からの制度改正に向けて国としても取り

組んでいるところでありますが、町としましても、全体、住民の皆

さん全体を見てですね、その予算の使い方も慎重に考えなければい

けませんので、基本的には、法定外繰り入れは、せざるを得ないん

だろうなぁと。27、28、29、３カ年の運営を考えると、そうならざ

るを得ないというふうに思っておりますが、本当に、慎重に考えざ

るを得ないというその立場を、御理解をいただきたいと思います。

以上です。  
２番（坂本玲子君）  
　　　最近の国保の被保険者は、年齢層が高くて、無職とか低所得者層

の方が多い。収入が低いのに医療費は高いということで、町の繰り

入れも検討していただけるということをお伺いしまして、非常に安

心しましたが、前回、質問で、国や県に対して町長さんもぜひ働き

かけをしていただきたいというふうなお願いをしました。この間、

町長さん、具体的にどういう働きかけをして展望はどうなのか、国

や県の答えはどうなのか、お伺いしたいと思います。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えをさせていただきます。そのときも、佐川町単独でという

話は、なかなか難しいということをお話しさせていただきましたが、

昨年の 11 月 19 日に、全国町村長大会が東京で開催をされました。

その中で、この国保制度改正について保険者支援制度の拡充を早急

に実施すること、後期高齢者支援金の全面総報酬割導入により生じ

る財源の優先活用など、町村長大会で要望ということで上げさせて

いただき、それを国のほうに、すぐ上げました。  
　　　その結果として、今回の制度改革につながっていると思いますが、

具体的には保険者支援制度の拡充、約 1,700 億円が入れられるとい
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うこと。さらには、29 年度に向けて、高齢者医療における後期高齢

者支援金の全面総報酬割の実施に伴い生じる国費を優先的に活用

して、1,700 億円を 29 年度から投入すると。そういうことが具体的

に制度改革の中で出てきておりますので、町単独ではありませんけ

ども、県内の市町村、全国の町村会のほうで要望させていただいて、

そのことが少しずつ取り入れられているんじゃないかなぁという

ふうに考えております。以上です。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ありがとうございます。実はですね、今国会提出の医療制度改革

案には、75 歳以上の後期高齢者保険料の特例軽減を平成 27 年度か

ら順次廃止、入院時の食費の自己負担額の引き上げ、260 円から

460 円に、高齢者医療負担１割から２割へなど、さまざまな改悪案

が出される予定です。年寄りは病院へかからず早く死ねというので

しょうか。本当は、国にやってほしい。しかし国がやってくれるま

では困る人がいる。だからまず、そこを町でやっていただきたい。 
今回の値上げがやむを得ないとしても、どんどん上がっては困り

ます。行政報告では、平成 28 年度の税率等について、再度、改正の

可能性があるということを説明した、とありました。平成 29 年度に

は、国保の広域化が実施されると聞いています。町民一人一人もし

っかり自分たちの健康を守っていくことは大切ですが、町としても、

保険料を上げないための施策をきちんと持ってやっていただきたい

と思います。  
　　　そして、町長さんには、県とも協力して、国に町民の現状を訴え

て、よりよい制度ができるよう頑張っていただきたいと思います。

以上で、２問目の質問を終わります。  
議長（藤原健祐君）  
　　　ここで、質問者にも了解をいただいておりますので、食事のため

に１時 30 分まで休憩します。  
 
　　　休憩　　午後０時５分  
　　　再開　　午後１時 30 分  
 
議長（藤原健祐君）  
　　　休憩前に引き続き、会議を開きます。  
　　　引き続き、一般質問を行います。  
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２番（坂本玲子君）  
　　　３問目に移りたいと思います。  
　　　町長さんは、今回の行政報告で、多子世帯の第３子以降の子供に

ついて、保育料無料化を延長し、無料化を延長し、卒園までとしま

した。また、同時入所の第２子の保育料無料化に踏み切られること

を発表しました。それは、現に子育てしている世帯にとって、すば

らしい提案だと思います。まだ、子育てにまで至っていない町民に

とっても朗報です。さらには、おじいちゃん、おばあちゃんにとっ

ても、孫やひ孫を佐川で、子供を育てることが容易になるというこ

とで、喜んでいます。  
　　　そして、移住や定住を考える人たちにとっても、大きなプラスに

なると思います。きっと、全町民がその英断にエールを送ると信じ

ています。本当にありがとうございます。  
　　　そこで、その施策をもう少し詳しく教えていただきたいのですが、

健康福祉課長、よろしくお願いします。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。  
　　　保育料の軽減策につきましては、先ほど、坂本議員おっしゃられ

たとおりに、今までは、と言いますか、今年度までは、まず第２子

につきましては、同時入所をされている子供さんの２番目の子供さ

んについては半額、それから第３子以降の子供さんについては、３

歳未満児について、これは県の補助事業を使いまして、無料という

ふうな軽減策の制度があります。  
　　　これを 27 年度、この４月からは、第３子については無条件に年

長さんまで無料と。それから第２子については、同時入所の場合、

これも無料と。ただと。いう形に拡充をするものであります。  
　　　それと、すいません、その第３子とか第２子とかという定義でご

ざいますけれども、18 歳の子供さんまでの子供さんを数えるという

ことで、ちょっと言い方がまずいですけれども、例えば二十の子供

さんがおいでましても、それは１子には数えない。18 歳以下の子供

さんから数えていくというな考え方でございます。以上です。  
２番（坂本玲子君）  
　　　その対象ですが、保育所に通う子供を対象としていますか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　もちろん、保育所に通っている子供さん、それから少数ではあり
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ますけども、幼稚園に通っている子供さんもおいでますが、それも

含めてでございます。  
２番（坂本玲子君）  
　　　保育料の、来年度の保育料がネットで載っておりましたが、越知

幼稚園の保育料は、27 年度に限り 6,500 円というふうに書かれてい

ました。28 年度以降はどうなるのか、教えてください。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　28 年度以降につきましては、まだ現時点では確定をしておりませ

ん。この 27 年度の限定措置といいますか、これについての考え方

としては、この４月から子ども・子育て支援法が施行されることに

伴いまして、子供さんの認定制度ということになります。　　　  
　　　１号認定、２号認定、３号認定という形になりますが、１号認定

の子供さん、つまり保育を必要としない子供さんの部分については、

現時点で受け入れる施設としては、新しい制度の中では認定こども

園であるとか、幼稚園であるとか、そういった施設に限られること

になりますが、佐川町、現時点ではそういう施設がございません。

現実に、そういう方については、具体的に言いますと、越知の幼稚

園に通う、通わざるを得ないと言いますか、そういう形になります

ので、そういったもろもろの佐川町の実情を勘案した結果、27 年度

については、１号認定の越知の幼稚園へ通う子供さんについては、

現行の 6,500 円を 27 年度に限り限定措置としてする。それから 28
年度以降については、佐川町内でも１号認定の受け入れを、体制を

図っていくということでの方針を決めております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　この保育料問題については、ちょっとまたありますが、今回は控

えます。佐川町の子育て支援策は、今回の決定でかなり進んだと思

います。  
　　　しかし、情報発信がまだ十分ではないのではないかなと考えるの

です。高知市が同時入所第２子無料化に踏み切ったとき、大きく新

聞報道されました。ところが、高知市は多子世帯の無料化は行って

いません。佐川町では、それより子育て支援が進んでいます。  
　　そこをきちんと情報発信することで、佐川町の価値が高まります。

移住促進を目指すなら、情報発信が大切だと思います。  
　　　ぜひ、今回の施策で、すばらしい子育て拠点として名乗りを上げ

ていただきたい。子育て支援策だけでなく、産業建設課のやってい
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る施策もたくさんあります。私は前々から、各市町村の支援策って

いうのをネットで見ておりましたが、佐川町では、やっていても書

いてない事業がたくさんありました。何で書かないんだろうと、実

は不満でした。どこかの部署で一括して、そういう、こんな施策が

あるんだよというのをやって、きちっと情報発信できるように佐川

町をアピールしていただきたいと思います。町長さん、そのへんは

いかがでしょうか。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。坂本議員のおっしゃるように、情報

発信、すごく大切だと思っております。28 年度以降、総合計画がで

き上がってから、佐川町のホームページを新しいものに変えていき

たいと考えております。  
今のホームページも、新しく変えてからまだ余り年数もたってお

りませんので、すぐにまた変えるということは今差し控えている状

況でありますが、各課には、それぞれ、今のホームページの中で、

情報を発信をして、しっかりと伝えていくようにということで、折

に触れ話をしておりますので、移住促進に関するＰＲもあわせて、

佐川町の子育て支援、その他の支援策について、できる限りしっか

りと伝えていきたいと。そのことが大切だというふうに考えており

ます。以上です。  
２番（坂本玲子君）  
　　　ぜひ、よろしくお願いします。次、一般会計で来年度の予算にフ

ァミリー・サポート・センターの予算が組まれていました。ファミ

リー・サポート・センターの利用ができる対象者、利用料金、運営

主体等をどうする予定なのか、お伺いしたいと思います。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。ファミリー・サポート・センターとしまして

は、これは国の補助事業を活用する形を予定しております。事業の

内容としましては、会員さん、町民の方々の登録によって、それぞ

れ子育てを受けたい方、それから子育ての支援、提供をできる方、

双方合わせて 50 名の登録が補助事業の要件になっております。そ

れから、保育の提供してもいいよという会員の方については、一定

の講習も必要というふうな形になってます。  
　　　受け入れる子供さんの対象であったりとか、あるいは、例えば障

害のある子供さんをどういうふうにサポート、例えばその会員の中
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に、提供受けたい保護者の方であるとか、提供してもいいよという

方に、そういった方がおいでれば、そういった方々も含めてですね、

制度に取り入れていきたいとは考えておりますけれども、まだ現時

点で対象をどういうふうにするかとかいうところについては、具体

的にまだ決定はいたしておりません。  
　　　いろんな方の、ちょっと御意見をお伺いしながらですね、その事

業の枠組みを決めていきたいと思っております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　昨年、有償ボランティアグループ、わくわくクラブができました。

その形態は、町が今つくろうとしているファミリー・サポート・セ

ンターと酷似しています。  
　　　ただし、私は、ファミリー・サポート・センターの対象を小学６

年生までというふうに聞いておりますが、補助金の要綱で小学６年

生までと聞いておりますが、それよりは対象者の幅が広くなってい

ます。その活動ですが、平成 26 年度、利用者数が８名。利用料を払

っての利用日数が約 12 日。相談は別に無料ですので、そのほかに

ありました。活動日数は研修等を含めますと、約 50 日です。住民へ

の知名度が低いため、利用件数が低かったことはあると思います。

そして実際の利用に関して言えば、障害を持った子供のサポートが

２件でした。  
　　　わくわくクラブでは、事前の打ち合わせを十分にやり、その子の

特性を学習し、なるべくスムーズにサポートできるようにしていま

す。必要に応じて複数での対応をし、終わった後に反省会を持ち、

全ての会員が内容の把握をできるようになっています。料金は１時

間 600 円。相談内容につきましては、介護の問題、障害の問題、福

祉の問題などでした。  
　　　町が計画しているファミリー・サポート・センターができること

は、とてもすばらしいことだと思います。ただ、つくったというだ

けではだめではないかと考えております。以前より、ファミリー・

サポート・センターについては、対象者を子供からお年寄り、障害

者も含めた形にするのがいいのではないかと提案してきましたが、

それについて、健康福祉課長はどうお考えでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。子供さんに限らず、預かりといいますか、そ

ういった支援を受けたい方というのは、多いと思います。ファミリ
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ー・サポート・センター事業、国の補助事業の基準というのは一定

ある、先ほどおっしゃったような形であるというふうに思ってます

が、取り組む上ではですね、坂本さんおっしゃったように、やはり

実情といいますか、佐川町の実情に合った、それから特に困ってい

る方、障害の子供さんを持っている方であるとか、いろんな、その

子供さんに限らないと思っております。そこをできるだけ、佐川町

のファミリー・サポート・センター事業としてやっていくには、ど

ういう形があるのかとか、もちろん会員さん同士の助け合いですの

で、そのへんの会員さんの、例えば、講習であったり、そういった

ものをどういうふうに充実させていくかということも考えていか

なければならないと思ってます。  
　　　確かに、立ち上げただけでは、補助事業を、例えば、使うという

視点だけではですね、なかなかいけないと思いますし、この子育て

支援の事業ではありますけれども、地域の支え合いの事業としても

ですね、これが一つのモデル的なものになるように、ちょっと繰り

返しになりますけど、いろんな方の御意見を聞かせていただきたい

と思っております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　病後児保育も予定されています。これについても、どういう計画

なのか、対象者、利用料金等について、お答えください。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。病後児保育事業につきましては、先ほどの松

浦議員の質問にもありましたが、病後児保育ということで、例えば、

インフルエンザとかにかかった場合、学校とか保育所なんかでは、

発熱後５日間であるとか、かつ解熱後２日とか３日、登園とか登校

できないということになっておると思うんですが、病後児保育事業

で扱う子供さんの対象としては、熱が下がった後、いわゆる回復期

にある子供さんの受け入れをしていく事業になります。  
　　　具体的には、高北病院と連携をしながら、施設を改修をしたりと

かいうことで、そこで受け入れる施設を構えていく、それでスタッ

フ的にはですね、スタッフとしては一応これも補助事業の基準があ

りますが、看護師と、もしくは保健師が１名、それからもう１名、

保育士が１名という形で、２名体制が必要になってきます。そうい

った職員も確保しながら、これは全て予約なしで受けるというのは

なかなか難しいものでありますので、予約制をとって、予約が、例
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えば前日までに予約を入れていただくとかいう形で、事業は健康福

祉課のほうで所管をしますので、健康福祉課のほうでそういった取

りまとめをして運営をしていくという形になります。  
　　　詳しい開所時間であったり利用料金であったり、それから利用の

手続きについては、まだ現在調整中でございます。スケジュールと

しては、10 月から開始予定で、そのスケジュールで目指して、いろ

んな事務的な調整も含めてしていくことになります。  
２番（坂本玲子君）  
　　　病後児保育もですね、補助金での対象者は小学校３年生までに限

定されています。しかし、例えば、障害を持った子供さんであれば、

小学３年生まででは十分ではありません。これも、枠を広めていく

ことも考えなくてはいけないのではないかと考えております。それ

についてはどのようにお考えですか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　現時点では、年齢要件としては、今のところ補助事業といいます

か、事業の対象である小学３年生までを想定をしております。運営

をする中で、利用の数であったりとか、ニーズがどこにあるかとい

うところも考えていかなくてはならないとは思いますが、開始当初

としては、そういった年齢、小学校３年生までを、今のところ想定

しております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　今回、病後児保育用に場所を構えると聞きました。またファミリ

ー・サポート・センターでは、病後児の利用はできないと以前に説

明を受けたことがあります。  
　　　けれども、松浦議員の質問には、病後児もファミリー・サポート・

センターの対象となるとかいうふうにお聞きしましたので、どちら

が正しいのか、少し私にはわかりませんが、２つの施策がばらばら

にされるのではなく、一体的に運用すれば、もっと利用しやすく効

率的になるのではないでしょうか。  
　　　障害者の相談センターもできています。これも一体になれるとこ

ろではないかと思います。一本化して必要な手立てを考えると、補

助金要綱がありますので、いろいろ難しい点もあると思いますが、

総合的に運営することで経費削減にもなります。その浮いた分で、

例えばサポーターへの賃金をきちっと支払ったり、経済的に苦しい

家庭の援助をしたりということができると思います。  
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　　　せっかくつくるなら、困っている人やみんなが使える、みんなが

使いやすい形になるよう、あわてずじっくり考えてやっていただき

たいと思います。そのための住民や関連するボランティア団体に対

して、意見を聞く機会を持ち、よりいい形にするのが適当だと思い

ますが、いかがでしょうか。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。この４月からは、新しい子ども・子育て支援

制度が始まり、このファミリー・サポート・センター事業であると

か、そういった事業も地域の子育て支援事業の１つとして数えられ

ております。  
　　　それから、放課後子ども教室ですか、そういった事業。それから

もちろん障害児の相談の事業、そういったものについても、事業一

つ一つは、いろんなその制度とか枠組みの中で行っていく必要はあ

りますけれども、おっしゃったように、いろんなその背景を抱えた

御家庭であるとか子供さんの支援をしていくというところでは、当

然行政だけではなかなか難しい部分もありますし、そういった相談

支援事業所であるとか、ほんとにこう任意で動いてくださっている

団体さん、そういったところと、一般的な言葉ですけども、連携を

していくっていうことがほんとに重要になってくると思います。  
そういうことを考えれば、子育て支援策の担当窓口というのは、

今は、現時点では健康福祉課にありますけれども、さまざまな施策

を１つにまとめていく、それから民間の団体さんとか、話しをして

いくっていうのは、役場、健康福祉課だけの仕事ではないというふ

うに思いますし、いろんな、あと団体さんと、先ほど言ったように

話しをしていく、意見を聞いていくとか、それで町全体の子育て支

援をつくり上げていくっていうことは、すごい大事なことだと思い

ます。  
ちょうど、この子育て支援の計画、それから障害児の計画、さら

にはその高齢者福祉の計画も今年度つくって、来年度から新しい計

画がスタートしていきますので、そういったところも含めて、より

こう連携ができるような体制づくりというものも考えていきたいと

いうふうに思っております。  
２番（坂本玲子君）  
　　　すばらしい施策をスタートさせようとしています。ぜひ、それが

みんなのためになり、子育て支援につながる形になり、町民がより
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幸せを感じるよう、頑張っていただきたいと思います。以上で質問

を終わります。ありがとうございました。  
議長（藤原健祐君）  
　　　以上で、２番、坂本玲子君の一般質問を終わります。  
　　　引き続き、４番、森正彦君の発言を許します。  
４番（森正彦君）  
　　　４番議員の森です。質問の前に少し時間をいただきまして、主観

を述べさせていただきたいと思います。政府は２月 10 日、日本経

済再生本部の会合を開き、新たな成長戦略の検討方針と各施策の進

め方の実行計画をまとめました。  
　　　その中で、農協改革の方向が示され、農協法改正案を３月通常国

会に提出することになりました。安倍首相が以前から言っていた改

革で、岩盤規制の一部に穴をあけるということで全国農業協同組合

中央会、ＪＡ、全中と一般的には言われておりますが、この監査主

導権をなくし、一般財団法人にすることになったわけでございます。 
　　　なぜ、全中の監査をなくするのか、それは、ＪＡ、全中が全国の

農協を監査し、活動の自由度を阻害していると。そのことによって、

農家の所得が増えない、大規模な農家が育たない、競争力を失って

いる、そういうのが理由でございました。  
　　　実際は、どうなのか。本当にそうなのか。私は、農協で長い間勤

務させていただきましたが、１度も全中の監査を受けたことがあり

ません。また、高知県のほかの農協が受けたということも聞いたこ

とがありません。高知県の地域の農協ではですね、高知県の県の中

央会、それから高知県の中に農協指導班という部署がありまして、

そこが条例を設けて、県が監査をしております。これは、受けてい

ました。義務づけられているわけでございます。  
　　　しかし、その監査でもですね、自由度を縛られるというものでは

全くありませんでした。これらの監査は、業務や会計が適正に執行

されているかどうかということを監査したものであります。業務監

査含めてですね。  
　　　それでは、全中の監査いらないじゃないか。どうしていたか、と

いうことですが、もともとはですね、戦後の混乱期に全国で農協の

経営破綻が続出してですね、放っておくと農村の発展に支障が出る、

あるいはまた、これが一番大事なところなんですが、国民の食糧確

保ができないとしてですね、農協の経営を指導するために国が法律
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をつくって指導をしたということであるわけでございます。  
　　　現在は、そういう単位農協の経営を監査して指導する、いうこと

はほとんどありませんが、一部ですね、経営不振に陥る農協があっ

たりですね、あるいは定款から外れた組合員の利益にならない事業

をしている農協等がまれにありまして、これを指導していたわけで

ございます。  
　　　皆さんも記憶の中にあるかとは思いますが、どこかにいましたと

いう感じがするかとは思いますが、非常に個性の強い組合長が不動

産に投資をしたり、身内の知り合いの企業に融資して失敗したりし

て組み合いに損失を与えたり、そんなことがまれにあるわけでござ

います。そんなところへは指導監査をしていたわけでございます。

行政なんかでも、非常に個性の強い首長がおりまして、常軌を逸脱

して専決権を乱発したり、市の経営を破綻させたりした、そういっ

た感じのＪＡはですね、全中は監査指導していたのです。  
　　　監査のほかには、全中は全国の農民あるいは組合員の声を代表し

て政府に意見を言うと。例えば、農村の破壊につながるＴＰＰに反

対するとかの運動を展開していたわけでございます。こういった運

動が、いわゆる政府にとっては、いけない、邪魔だということだっ

たのではないでしょうか。  
　　　ＪＡの監査権についてはですね、財団法人にして、なくするとい

うことですが、実際はですね、ＪＡのほうは、その財団法人になっ

た全中からですね、監査を受けることをこちらが選択できるという

ようなことにもなっておりますので、実害はなくなったということ

です。  
　　　もう１つの課題で、非農家の準組合員の問題については先送りと

されました。現在、農協の組合員の農業従事者は減り続けておるわ

けでございます。現在の農協は農家のためだけではなくってですね、

地域経済あるいは地域の生活を支える地域生活協同組合の性格を

強めているわけでございます。この準組合員の利用制限を行うとす

ると、農協は非常に経営が苦しくなって、立ちゆかなくなっていく

というのが実情なわけでございます。  
　　　ですから、全国の農業共同組合長は、それはいかんと、それは困

る、あるいはそのことを知っている国会議員も、それはだめだよと

ということを言っていたわけでございます。現在の農協がですね、

なくなれば、たちまち地域が困ると。そういう地域がたくさんある



128 

わけでございます。そうなるとですね、地域創生どころか地域崩壊

にもつながるわけでございます。  
　　　そんな現場の実情がわかってきたのか、今回、その準組合の利用

制限については先送りとなったわけではないでしょうかというこ

とでございます。  
　　　では、そのことでですね、現場の実害はなくなったわけでござい

ますが、しかしですね、このことで、中央の政治がですね、中央の

政治がいかに現場の実情を知らずに動いているかということを、そ

ういうことが非常によくわかったということでございます。国民の

意思と乖離していると。私は、このことが大きな問題だと思うわけ

でございます。秘密保護法、憲法解釈による集団的自衛権の行使容

認、あるいは自衛隊の海外派遣等、多くの国民が疑問と思うことを

ですね進めている。そういったことは非常に不安、不安が募る昨今

であります。  
　　　私は、国民はよく勉強をしてですね、やはり意思表示をですね、

統一地方選もありますし、さまざまな場面でですね、意思表示をき

ちんとしていかなければならないなぁという、思うところでござい

ます。  
　　　それでは、通告に従って質問をさせていただきます。  
　　　まず最初に、平成 27 年度当初予算についてお伺いします。平成

27 年度予算は、堀見町長が就任して２年目の予算でありまして、本

年度は堀見町政のカラーの出る最初の予算になるのではないかと

思います。12 月定例会の私の質問でも、27 年度予算の編成には１

歩踏み出す勇気を持ち、挑戦する予算編成を行うということを編成

方針の中で職員に指示しているとおっしゃっていました。  
　　　まずそこで、本年度当初予算ですが、これは 68 億 6,800 万円。

前年度からするとですね、８億 7,800 万円の積極的予算となってい

ますが、積極予算、その意図するものは何か。また新しい事業や特

徴的な事業は何かをお聞かせ願いたいと思います。お願いします。 
総務課長（横山覚君）  
　　　お答えをいたします。平成 27 年度の予算編成に当たりましては、

町長のほうから示されました佐川町経営理念、それから経営方針を

基本といたしまして、職員が一致団結して一歩踏み出す勇気を心に

持ち、挑戦する予算編成を目指したところでございます。  
　　　新年度の主要な事業や新規事業につきましては、町長の行政報告
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におきまして、詳しく報告が行われておりますけれども、それらを

含めました新年度に予算化しました事業概要について述べさせて

いただきます。  
　　　まず、主要と言えますのが、町の子供たちの命を守るための町内

小中学校の非構造部材等耐震化工事を始めまして、町民の方々の命

も守ります町民プールの天井落下防止工事、また文化センターや遊

学館の耐震化設計、それと南海地震に備えての住宅耐震化支援事業、

それから公民館など緊急避難場所を整備します緊急避難場所耐震

化整備事業、また福祉避難所への防災機器等を設置します福祉避難

所設置緊急促進事業、それに老朽化しました消防自動車３台の買い

かえ購入など、数多くのメニューを受け入れいたしました防災に関

連した事業が主要というふうに言えると思います。  
　　　また、まちづくりの基本施策であります町の基盤を整備するとい

う観点からは、道路の拡幅を行います狭隘道路の拡幅事業、また道

路新設改良工事、また清鏡堰の改修工事を行います農業利水施設整

備事業などの主要な事業として、これらも予算化をしております。 
　　　次に、新年度の目玉的な事業といたしましては、やはり子育て支

援対策に重点を置きまして、児童預かりの相互援助組織の仕組みづ

くりを行いますファミリー・サポート・センター事業、それから高

北病院医師住宅を改修いたしまして、10 歳未満の病後の児童を保育

するげんきになあれ事業、また保育環境向上を目指しまして、黒岩

保育所の新築事業を予算化をしております。このほか、事業化では

ありませんけれども、大幅な保育料の軽減対策を行いまして、子育

て支援の強化を図るようにしております。  
　　　特徴的と言えます事業となりますのは、やはり地域の支援や自伐

林業を協力的に進めます地域おこし協力隊の活動事業、それから町

の拠点づくりとなります集落活性化センター、またあったかふれあ

いセンターの取り組み、それから民間企業から土地及び建物 10 棟

を購入し、移住者対策を行います移住促進事業などが特徴的な事業

として挙げられます。  
　　　なお、これらの事業を含む新年度の総額予算でございますけども、

68 億 6,830 万６千円で、８億８千万ほどの増額になっておりますけ

れども、国庫支出金それから県支出金、起債等を活用することによ

りまして、一般財源の伸びが２億２千万円ほどにとどまっておりま

す。これは近年の一般財源の平均値あたりになっておりまして、引
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き続き無理のない財政運営ができる状況となっていると考えてい

ます。  
　　　新年度におきましては、これらの主要な事業や新たな事業ととも

に、既存の継続事業につきましても、適切な慎重管理を行いまして、

進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上でござい

ます。  
４番（森正彦君）  
　　　非常に大きい予算で、財政のことを若干心配しておったわけです

が、とにかく、今回の予算、命を守る、安全な町をつくるという防

災の面、それから必要なもの、基盤の整備、そういったこと。これ

は従来からの継続の部分が大きいと思いますが、また、目玉の部分、

子ども・子育て、あるいは新しい取り組みの自伐林業とか、かなり

内容があるわけでございます。町長の行政報告でですね、文教のま

ちの人づくりと対話による協働のまちづくり、これを２つの大きな

方針として町政運営を行うということを行政報告の中でありまし

た。  
　　　その中で、人づくり、まちづくり、幸せ感じるまちづくりへ一歩

踏み出すということ。そして、そういうことをしていく中で、それ

を大きな方針として、先ほどのいろいろな方策が出ておるかと思う

わけでございますが、全体的に見て、新しい方針が出てきたかな、

今の町の状況に対して、町の課題に関して挑戦する、そういう新た

な課題への挑戦が見えてきたかな、いうふうに私は感じるわけでご

ざいます。  
　　　そういう動きをしていけば、その動きの中からですね、新たな課

題もまた見えてくる。そうしてまた挑戦する。有効な施策を実施す

る。そういうＰＤＣＡ的な動きになっていけばですね、きっと職場

も活性化し、町の活性化につながるというふうに思うわけでござい

ます。  
　　　町長、移住促進、自伐林業、子育て支援の中での人口減少対策な

どを挙げております。これらの問題に関してはですね、まだまだ乗

り越えなければならない課題がたくさん出てくるかと思います。こ

れは、腰を据えて、息を長く、こういったことは続けていかなけれ

ばならないかと思うわけですが、事務方と当事者が一丸となってよ

い結果を出さなければならないと思うわけでございます。  
　　　積極予算で 68 億 6,800 万、前年度から８億 7,800 万ということ



131 

で、財政のほうは大丈夫かなということも若干思いましたが、先ほ

ど総務課長の説明で２億２千万程度の基金からの取り崩しという

ことで、財政には大きく影響しないということではありますが。  
榎並谷町長は税制の健全化を進めてきてくれましてですね、非常

に内容がよくなってきておる。財政健全化も非常に大事なことで、

それしてくださったことはありがたいと思うわけですが。必要な事

業があればやっぱり打って出る、そのことは非常に大事だと思うわ

けでございます。必要な事業には必要なとき使うと。それと投資的

な事業については、やはり後年度の人にも負担をしてもらうという

ことで、ためるばっかりではだめやということです。財政的なこと

に関してですね、今回、積極予算組んだけれどもですね、その内容

的なものに関して、副町長、財政には非常に詳しいですが、どうい

う思いをされておるか、お願いしたいと思います。  
副町長（村田豊昭君）  
　　　私のほうから、御指名がありましたので、マクロ論をちょっと述

べさせていただきたいと思います。  
　　　まず、ことしの 27 年度予算に関しまして町長のほうから、一歩

前へ、それから挑戦的に捉えると、そういう、５カ年単位でござい

ますが、昨今の地方財政の国の状況をずっと見てみますと、約、福

祉関係、特に高齢者、少子高齢化の医療機関、１兆円ぐらい増えま

す。そのバランスをどこでとってるかというと、公共事業の圧縮と、

それからいわゆる人件費、公務員人件費を圧縮してバランスをとっ

てる。この４、５年、そういう国全体の流れがございます。  
　　　ところで、アベノミクスの第１弾、第２弾で、いわゆる税収、大

企業なんかが儲けて税収やってまして、それを儲けた分について、

いわゆる国の補正予算、それから今回のひと・しごと創生事業も一

緒ですが、そういう展開を図るというのは大きなマクロの意味でも

国の流れだと思っております。  
そういった中で、町長、民間にもおられましたので、時代の趨勢

を読んで一歩前へ挑戦的に、こういう機会に佐川町をよくするよと

いうことで、今 68 億と、予算の段階ではずっと大きな予算要求がき

てます。町長はけど、それにあって緊急性を考えて、子ども・子育

ての問題とか、先ほど総務課長が申しましたように地震等々に対応

する、町民の命を守るとか、それを優先したわけですが、査定のな

かでも町長は、これはもうちょっと後にしよう、５カ年計画の総合
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計画と総合戦略の中でもうちょっとやろうと。事業費はものすごい

大きかったわけです。私自身も、もうちょっと積極的にやってもえ

えとも思ってましたけど、人員の問題もございます。今、事業課、

産業建設課が一手に担ってまして、それを２倍に人員を増やすわけ

にもいきません。そういったことで、平準化を図るために５年間を

単位でやりましょうということで、そういうことも考えられた結果

の予算の流れと思う。  
それから財政の指数的な面で見ますと、経常収支比率、今 25 年度

決算ベースで経常収支比が 86.0 です。だんだん前年度増えて、波の

ほうはありますけど、若干落ち気味、それから公債費比率につきま

しても、16.4 から 11.4 ということは、いわゆる過去に投資した額の

元利償還を戻していったが落ちていくということは、もうピーク過

ぎていい状態ということで、それほど無理はしてないと、そういう

全体状況を持ってます。  
高知県自体が交付税で頼る団体ですので、そんなに復興団体みた

いに財源が無尽蔵にあるわけではございませんが、高知県の中では

普通の財政規模の普通の団体ぐらいだと思ってますので、私個人は

この５年間では、いろいろ、一歩前へ、それこそ５年間で、それこ

そできることはやるべき時期だと、そういうふうに思ってます。  
と言いますのは、前にも述べましたように、2020 年度には、プラ

イマリーバランスの国際公約、麻生財務相が言っておりますそうい

う状態が来ます。地方、国を通じて１千兆円を越える借金があって

ますので、そこを、地方財政を立て直さないと、日本の財政自身の

真偽が問われる時代が来ると思います。そうなってくると、株がが

たがたになったり、いっぱいもう国際的に日本はそういう、ギリシ

ャみたいな感じが起こるかもわかりません。  
そういったことで、麻生財務大臣は 2020 年度に向けて、もう歳入

も歳出も全部見直すと。そういうことを言ってますので、そういう

ことでありますれば、アベノミクスの第３弾の、企業の利益が地方

へるる発展して皆、経済成長やＧＮＰが伸びればいいんですけど、

伸びない場合は、地方財政計画は必ず縮小する時代が来ると思って

ます。そうなると、地方創生のような、高知は近い将来にはそんな

に来るとは思いません。そうなってくると、この５年は勝負なんだ

と。小さな市町村、高知県のような小さな市町村はこの５年にやれ

ることはやっておかないと、余り、こういう機会は少ないんではな
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いかと、総論的には感じております。以上です。  
町長（堀見和道君）  
　　　御質問ありがとうございます。総務課長と森議員の説明、少し食

い違いがありましたので、私から御説明をさせていただきますが。

総務課長のほうからは、一般財源の伸びしろ、増えた分が２億２千

万というお話をしまして、基金から２億２千万ということではあり

ませんので、御了解をいただければと思います。  
ちなみに､基金につきましては、一般財源の中で、財政調整基金か

ら３億 7,600 万､特定財源としまして特別目的基金から３億 4,600
万、これは 68 億の予算を年間の予算を組むのに、およそ７億２千万

ほどの貯金から、蓄えたものからお金を持ってこないと予算が組め

てないということであります。  
じゃ、68 億のうちの７億２千万を貯金切り崩して予算を組んで

と、大丈夫かというふうに思われるかもしれませんが、全体的な町

の今の財政状況から見ましては、それほど危機的な状況ではありま

せんが、長い目で見たときに、しっかりと、出すものは出さないと

いけないですけども、押さえるものは押さえながらバランスよく全

体の予算を決めていかなきゃいけないと。慎重な予算運営をしてい

かないと、中長期にわたっては厳しい状況も十分考えられると。  
国の財政は、かなり大変な状況でありますので、国の状況いかん

によっては、地方はそれに伴って､ほんとに大変な状況が来るという

ことも考えられますので、中長期的にバランスよく予算運営をして

いかないといけないということには変わりないと思います。以上で

す。  
４番（森正彦君）  
　　　総務課長、２億２千万、基金からの取り崩しと言われましたが、

これ､ちょっと私も十分その会計を熟知してないので、理解できな

い部分もありましたが、これが、いうたら実質一般財源から実質み

ぎりというか、そういうものではないかというふうに私は捉えたん

です。ほか、特別積み立て基金とか､もちろんそれ基金からの取り崩

し、言いようはちょっと悪かったかもしれませんが、あるいは、そ

の取り崩したものでも、後で交付金として返ってくるとか、いうよ

うなことがあって、その２億２千万円が実質、持ち出し的なものに

なるよと、そういうことじゃなかったでしょうかね、総務課長。  
総務課長（横山覚君）  
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　　　お答えいたします。２億２千万といいますのは、一般財源が前年

度からどれぐらい伸びしろがあるのかというのが２億２千万でご

ざいます。基本的に、今の一般財源の額の総額がですね、43 億 9,568
万１千円なんでございますが、過去７、８年の平均をとってみます

とですね、大体 42 億５千万程度でございますので、平年の率とあ

んまり変わらないし、だからそんなに無理な財政運営ではないよと

いうふうな言い方をさせていただきました。  
４番（森正彦君）  
　　　そのベースの部分の増額ということでよろしいですかね。  
　　　副町長からもお聞きしましてですね、この５年間が勝負と。やる

ときにやらなければならない、そういう意味で一歩踏み出すという

ことで、私もそのようなことでやっていただければありがたいとい

うふうに思うわけでございます。  
　　　今回の予算でですね、子育て支援を政策の大きな目玉としている

ようでございます。行政報告の中で、佐川町子ども・子育て支援計

画で､全ての子供が安心して健やかに育つ町、全ての親が子育てを

楽しめる町、地域全体で支援する町を目標としたとあったわけでご

ざいます。また、行政報告の中で、子育てしやすいまちづくりをス

ローガン、スローガンとすることもありました。大変よいことだと

思います。子育てをしやすい環境を整えれば、佐川町に定住する、

また移住してくる若者は増加すると思います。  
佐川町は昨年、中学生までの医療費を無料にしました。ことしは

保育料の無料化拡大やファミリー・サポート・センターの設置、病

後児保育の実施と、子育て支援はかなり充実してきたと思います。

若者の定住や移住を促すには、やはり子育てしやすい町だというこ

とを広く知ってもらうことが重要だと思います。  
先ほど坂本議員からもありましたが、知ってもらうということ、

それが非常に大事じゃないですかと言っておりましたが、私もです

ね、子育てしやすい町佐川、その情報発信をもっとすべきではない

かと思っておるわけでございます。  
今､佐川町が実施している子育て支援策は、他の町村と比べて､特

に際立った優位性があるわけではないとは思いますけれども、佐川

町につきましてはですね、14 年度の人口移動報告でですね、きのう、

きのうの新聞に載ってましたが、社会増であると。年間の人口の移

動が 34 人の増となっていると。県内では４つでしたかね。昨日の新
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聞ではなしに、ずっと以前の新聞でございました。ごめんなさい。

４つの町村しかないのに、佐川町は増えていると。これは、若者だ

けではありませんが、佐川町は暮らしやすい町であることのあかし

だと思うわけでございます。  
佐川町にはですね､保育園から中学校まで各地区にあり、高校もあ

ります。通学にも便利ですし、病院についてもですね、小児科を初

め、皮膚科、眼科、耳鼻科、あるいは救急にも対処ができます。もち

ろん総合病院も２つあるわけでございます。買い物にも困りません

し､文教のまちという大きな看板もあるわけでございます。災害にも

強い町です。そこで重要なのがやっぱり、知らせるというじゃない

かと思うわけでございます。  
例えばですね、子育てしやすい町の宣言をするとか、子育てには

こんないい町だよとかいうパンフレットの作成など、町内外に発信

して知ってもらうことが大事ではないかと思います。そのことがで

すね、事業の目的、成果を上げる、これ予算の質疑ですので､その予

算、事業を実施するその目的の成果を上げるには何が大事かという

ことも考えなければならない､成果を上げることを考えなければな

らないんじゃないかということでございます。  
島根県の邑南町という町があります。これは山合いの過疎の町で、

典型的な中山間、あるいは山間に近い町でございますけれども、町

が一丸となって定住対策を推進しておるわけでございます。その１

つが、日本一の子育て村を目指すというものでございまして、日本

一の子育て村推進基本計画を策定してですね、町の入り口に大きな

立て看板を立ててアピールしております。移住者は、ここ５年で 150
人を越えているそうでございます。  

これが、きのうの新聞でございましたけれども、全国 80 自治体の

出生率の目標が載っていたわけでございまして、平均特殊出生率で

すかね、平均が 1.67。目標は 1.8。現在の全国の平均は 1.43 という

ことのようでございますけれども、この邑南町はですね、25 年にで

すね、2.65 という高い数字を達成しておるわけでございます。  
高知県では一番高いのが梼原町の 1.82 であるそうですが。これ

は、こういったことは一例でございますけれども、佐川は、子育て

環境には既に大変恵まれておるわけでございます。このことを内外

へアピールすることに関してはですね、どのように考えているのか、

通告にはこのことは言っておりませんでしたのでですね、お構いな
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ければ御答弁願いたいと思います。よろしくお願いします。  
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。先ほども坂本議員の御質問の時にお

答えさせていただきましたが、ホームページを使ったり、あと町内

向けには当然､広報、使いましてＰＲしていきたいと思います。  
邑南町の取り組みはほんとすばらしい取り組みでありまして、や

はり、長い年数かけて､今の状態がつくり上げられております。佐川

町は、ほんとに今、まさに取り組まんとしているところであります

し、子育て支援の積極的な策につきましては、本定例会で予算を御

承認いただいて、来年度から具体的に取り組みがスタートできるも

のもありますので、具体的に決まりましたら、来年度、しっかりと

情報発信をしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ、

御協力をいただきたいと思います。以上です。  
４番（森正彦君）  
　　　突然で申しわけございませんでしたが、事業の成果を上げるとい

うことに関してはやっぱり、知ってもらう､利用してもらう、という

ことが非常に大事だと思うわけでございます。行政はよく、事業を

実施して、実施というか導入してそこで終わり的なことがよくある

わけでございますが、やはり成果を上げるには､利用してもらう、そ

の事業を利用してもらうということが大事だと思います。事業の成

果を上げるにはですね、やっぱり後のフォローというのが大事じゃ

ないかと思います。  
　　　あとですね、事業実施で自伐林業を積極的に取り組んでおるわけ

ですが、松浦議員の質問にもありました。今後、地域おこし協力隊

の人たちで会社をつくって自立していけるようになったらいいな

というようなこと、町長のほうからもありました。私は、その林業

の取り組みも､それこそ息の長い、腰を据えて取り組まなければな

らないものであるとも思うわけですが、地域おこし協力隊は任期が

短いですので、その人たちの目標をどうかなということを心配して

おったわけでございますけども、先ほどの答弁でありましたので、

今回、あえて聞きませんが。  
予算を見てみますと､その自伐型林業、これに関しましては増員が

主体、主に見えるわけでございますが、でも事業をやる上では､その

増員だけではなくてハード面、ソフト面、必要なことが出てくるん

ではないかと、予算を組んでやっていかなければならないことが出
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てくるんではないかと思うんですが、そのあたりはどうなんでしょ

う。増員以外にこういうことを実施するよということがありました

ら、教えていただきたいと思います。  
産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　お答えいたします。補正予算の中でも自伐林業のシステム構築と

いうのがございました。300 万あったと思いますが。あれは、本年

度からも土佐の森・救援隊のほうにお願いしております住民対象の

研修でございます。それは、今回の地方創生の関係で３月補正にな

っておる。ちなみに、本年度実施しました研修、チェーンソー研修

を２日、伐倒・搬出研修を２日、また作業道開設研修を２日と。こ

れワンクールで、これを３クール行いましたが、延べ 163 名の方に

参加していただいております。実数で言うたら約 50 名。中には 20
代の方も数名おいでになりました。こういったもの、また 27 年度

にも実施いたします。  
それと、また補正予算のほうで、これも経済対策のほうで、当然

自伐研修していく地域おこし協力隊の中でやっていく中では重機と

か必要になってまいります。例えばでしたら、ユンボを３台とか、

２トンのトラックを２台とか、林内作業車とか、こういったものの

リース関係でございますが、こういったのも地方創生の３月の補正

の中で取り上げさせていただいております。  
地域おこし協力隊につきましては、400 万円が地方交付税に参入

されてございまして、200 万円以内を人権費、後の 200 万円を活動

費というふうに充てれるようになってございます。今申しましたよ

うな重機のリースとか、あとそれぞれの消耗品、それと活動の内容

につきましては、その 200 万円を当て込んでやるようにしておりま

す。  
今回の場合は、３月補正と来年度当初予算のほうあわせて計上さ

せていただき、自伐林業、10 名で対応するような中身にしておりま

す。一層､住民のほうにも声をかけ、こういった住民主体となる、住

民参加のもとの研修も充実していきながら、地域おこし協力隊がリ

ーダーになり、それへ副業的に地域住民が入っていただく、あるい

はまた先ほど言いましたように、20 代の方もこの住民研修に参加し

ていただいております。こういった方も専業の道もあるわけですの

で、そういったところへ取り組んでいただけるように、一層､人員の

確保、育成に努めていきたいと思うておりますので、どうぞよろし
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くお願いいたします。  
４番（森正彦君）  
　　　ハードの部分も､リース事業等で進めておるということでござい

ます。研修もされて、一般住民の方もたくさん参加されておるよう

でございます。先ほど、じっくり腰を据えてと言った矢先なんでご

ざいますが、やっぱり結果は早く出んかなぁというのも一つの思い

でございまして、民間の方ですとですね、自分の山ですから、割と

早く手がつけれると。そういった、民間の人でも早くやってみよう、

やってみた、とかいう方とかは現在は出てきてはないでしょうか。

それをお願いします。  
産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　お答えいたします。先ほど申しました研修された方、自分の持ち

山のある方もありますし、山を全く持ってない方もあります。山を

全く持ってない方は､地域おこし協力隊と同じ自伐型林業で､人の

山を請け負うてやっていく形になろうと思いますが、研修をやって、

自分の山をやってみたいいうて声は聞いております。  
そういった方が来年度から参入できるように取り組んでおるとこ

ろですが、今、木質バイオマスの発電、エネルギー需要です。これ

が非常に脚光を浴びておりまして、県内でももう既に､宿毛のほうで

もできておりますし、また仁井田のほうでもできよります。  
また、隣の須崎市では、住友大阪セメントさんが、これは石炭と

併用の発電所がございますが、これへミリオバイオマスの固定買い

取り制度、フィット対応言いますが、これへ町内のミリオ資源、間

伐材をですね、直接持って行ければ、立米当たり８千円で買うてい

ただけるとかいうような新たな制度ができております。これへ向け

て､本格的に、来年度から実施していけるように、今、調整してござ

いますが、こういったものができれば、そういったところに、今ま

では､間伐をしてから山のほうに切り捨てておったもの､これが資源

として、また非常に高い値段で取引されていく仕組みができてまい

ります。  
これが、一つの追い風として大いに自伐型林業を取り組んでいく

上でも､ありがたく思っております。こういうことを認識された研修

の方々も、ぜひ自分の山、あるいはまたできるときには､人の山を請

け負うてやっていきたいということが、どんどんできてくるように、

一層努力していきたいと思うておりますので、よろしくお願いいた
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します。  
４番（森正彦君）  
　　　民間の方も、意欲のある方が出てきておるということのようでご

ざいます。先ほど、Ｃ材８千円と８千円。確か､私の記憶ではですね、

杉のＡ材でも､トン８千円か１万円ぐらいしかしてなかったような

ことも聞いたことがあります。  
　　　非常に、いい単価ではないかと。そういうＣ材であれば、４千円、

５千円ぐらいの低い単価だったというふうにも思っておるわけで

すが、非常に追い風でありますのでですね、そういうＣ材の利用が

進めば、あの間伐で森林の価値が高まっていく、あるいはそれが産

業になっていく非常にいいことだと思うわけでございます。これ、

予算ですので、もうこのあたりで切り上げます。  
　　　林業振興、自伐型林業の振興についてもですね、現場任せになら

ないように､事務方と現場が一丸となってですね、取り組んでいけ

ば、成果がより上がっていくんじゃないかと思います。  
　　　次にですね、農業振興について､お伺いします。  
　　　昨年、米の価格が大暴落しまして、30 キロ１袋がですね、５千円

にも届かないぐらいまで値下がりしました。この単価ではですね、

稲作経営の継続は不可能であります。多くの農家は自分自身で販売

して、この苦境を逃れようとしております。  
　　　この苦境を、自分で売れば８千円以上くらいに売れるわけでござ

いますので、何とかそれでしのいでおるということですが、しかし、

高齢化や人口減少で地域の消費量は年々減少しておるわけでござ

います。自分自身で販売することは、次第にできなくなっておる。

量が減ってくるということが出てくるわけです。これは、慢性的な

生産過剰となっておるわけでございますから。しかし、佐川町では、

この稲作を何とかしようということになってもですね、佐川町では

国の言うような大規模稲作経営は不可能であります。  
そういうことで、稲作経営が不可能ということになると、佐川町

の農地はどうなるかということになると、現在の農地はですね、狭

隘で湿田も多く､畑作転換も容易ではないわけでございます。その結

果はですね、耕作放棄地となりかねないわけでございます。これは､

景観や環境と、さまざまな問題が生じてきます。  
この米価暴落問題はどのように考え、どのように対処するつもり

なのか、産業建設課長､よろしくお願いします。  
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産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　お答えいたします。この米価の昨年の下落に関しまして、元気村

の役場で森議員と一緒に対策を協議したことを覚えてございます。

この下落の要因としては、過剰米がその前年にたくさんあったとい

うことが原因のように言われております。ちょっとその中で、佐川

町の水稲作付面積状況とかを調べてみますと、水稲作付面積 508 ヘ

クタールあるようです。それで、平均反収、反当たり 474 キログラ

ムと。これで、そのまま掛け合わしていきますと、町内では、2,400
トンの米が昨年、生産されたことになります。  

　　　ところが、コスモス農協の佐川支所、斗賀野支所へ出荷された量

は 264 トンでございます。出荷系統率が 11％というような状況で

ございまして、90％近くのものは食米か、あるいは縁故米か、個人

の販売ばかりというような状況になってございます。  
　　　現在も、政府の国のほうでは、米の需給調整がやられておりまし

て、平成 30 年度まで需給調整はするようになっております。また、

以前のような転作制度ではないですが、経営安定対策として地域の

基幹作物への誘導とか・・・形、あるいは酪農支援のための転作制

度とかいうものはございますが、これも以前のような抜本的な転作

ではございません。  
　　　そういった中で、平成 30 年度に需給調整が廃止されるというこ

とは、今回は過剰米が原因でしたが、市場の原理にのっとられると

いうことでありますので、将来的な心配が､極めてされるわけでご

ざいます。  
　　　そこで、佐川町の米をどうしていくか。米を守っていく。米をつ

くれないような農家があるから、それを請け負うてやっていこう、

受託組織、あるいはまた集落営農という取り組みを、以前からやっ

てきたところですが、なかなか条件のいいところでは、そういった

組織ができますが、なかなか全てに行き渡らんところもあります。　　

そこで、中山間の直接支払制度とか、それで協働活動とかいうのを

していきながら、取り組んできた経過がございます。  
これから進めていく上では、全般的にはならないかもしれません

が、米をめぐる対策としましては、やはり酪農家と連携した飼料稲

ＷＣＳの普及、町内には、地乳の４件の酪農家、それと農事組合法

人、さらには県の畜産試験場がございます。ここと連携した飼料稲

ＷＣＳの栽培普及というものが必要だろうかと思います。  
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これは、経営安定対策が続く限り、10 アール当たり８万円の交付

補助が交付されますし、さらに、酪農家から 10 アール当たり３、４

万で購入していただけるというものでございます。来年からは、新

たに、70 アールでしたか、斗賀野でやっていただけることも決まっ

ておりますし、これをモデルに普及をしていきたいし、新たに、こ

うち農業では､ＷＣＳ用のコンバインをローラーつきのコンバイン

を来年度予算で購入するようにもしています。  
また、特別栽培米の一層の普及、最近の米の販売なんかをインタ

ーネットで見てみますと、ネットショップがございますが、その中

で売られておる米なんかを見てみますと、有機米とかあるいは特別

栽培米という表示が非常に多うございます。やっぱりそれなりの消

費者ニーズにかのうた米の栽培ということが必要になりますので、

現在、鳥の巣地区を中心に一部で行われております特別栽培米、こ

れの一層の普及に努め､米の産地として､消費者ニーズにかのうた産

地として育成していく必要があると考えております。  
さらに、来年度から実施いたします､ふるさと納税の返礼品として

の佐川米の定着でございます。誰に聞いても､佐川町の米はおいしい

と言われております。私もそう思います。こういった米をふるさと

納税の返礼という形で全国へお届けし、その食味にかなっていけば、

リピーターにもなっていただける可能性もございます。そういった

ことを取り組み、何とかこの将来、不安が残る米の消費拡大や､米の

所得の拡大、定着につなげていきたいというふうに考えてございま

す。  
４番（森正彦君）  
　　　お答えではですね、飼料稲、飼料米への転換を考えるということ

でございます。私も､現状ではこれが一番よい方法と考えるわけで

ございます。消費の拡大やブランド化もですね、取り込まなければ

ならないわけでございますが、これ、なかなか一朝一夕には進まな

いわけでございます。そこでまずは、飼料稲、飼料米への取り組み

になると思います。自己販売ができない分を飼料稲、飼料米に転換

してですね、地域の主食米市場から一定の量を隔離することがよい

ことだと思います。  
　　　しかし、新しい取り組みを始めるとなるとですね、新たな投資が

発生するわけでございます。しかし、現在の稲作農家には新たな投

資をする体力はありません。そこで共同利用のコンバインの導入を
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予定しておるわけでございます。そのコンバイン、１千万を超しま

すので、大変､ほんとに今の農家では入れれないわけです。共同利用

として入れていこうということで､役場のほうも理解を示してくれ

ておりますので、非常にありがたい。  
　　　さらにはですね、８万円。その飼料米を売って８万円程度の収入

がある。さらには、稲作農家､課長は３万から４万言いましたが、２

万程度とも言われておるわけです。それでも 10 万。しかし、コンバ

インで刈ってもらう人件費が２万円くらい要りますので、実質販売

高は､実質というか８万円ぐらいと考えて、あと、いろいろな費用が

要ります。できるだけコストダウンを図らないとですね、経営が非

常にきびしくなってくるわけでございます。  
　　　現在、そこで農家が課題になっているのがコストダウン。こうし

たら安くなるよということに関しては、育苗の関係です。直まき育

苗をすると。そして育苗の費用を減していくということなんかもあ

るわけでございます。この播種機、100 万程度ですのでそんなに高

くはないですけれども、それでも、共同利用にしていけば、非常に

農家､助かると思うわけでございます。  
　　　こういうものの導入も必要ではないかと思っておるわけでござ

います。このことについては農協のほうにも申し入れをしておるわ

けでございます。そういった課題にも、ともに取り組んでいただき

たいということとですね、もう１つ、この飼料米を実施していく組

織の育成も大事じゃないかと思いますが、この組織の育成整備、そ

のことについてはどのように考えているんでしょうか、課長、お願

いします。  
産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　お答えいたします。このＷＣＳ、飼料稲の普及に関しまして、あ

る会議ではなかなか理解いただけん点もございました。先ほど言い

ましたように、佐川の米は非常においしい。そういったところで牛

のえさをつくるのかと、こういうふうにお叱りをいただいたことも

ございます。それは全て牛のえさにするわけではなくて、米として

水田を守る､環境を守ると、そういった広い視野で､それぞれの地区

を分けて、飼料稲に適する場所、あるいはこれからも主食米として

特別栽培米として普及していく場所、それぞれをＪＡそれと生産者

と協議していきながらつくっていかないかんと思うております。  
一番とっかかりの早いのは、集落営農、受託組織ができておりま
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すところから順次取り組んでいく必要があると思いますが、そうい

った課題も出てきておりますので、これを何とか、将来の水稲栽培、

稲作経営について話し合うていきながら、何とかクリアしていきな

がら、組織化をしていきたいというふうに考えております。  
非常にもったいぶった、あんまりストレートの答弁じゃのうて､悩

みの大きさを訴えておるところでございますので、今後とも御指導、

御協力のほど、ぜひともよろしくお願いいたします。  
４番（森正彦君）  
　　　本当に、飼料稲やるにしてもですね、基盤整備のできたところで

は、機械化ができていいですけれども、本当に狭隘なところではな

かなかやりづらい、そういった悩みが渡辺課長のほうにもあって、

簡単に歯切れよく言い切れない部分があるかと思います。非常に厳

しい局面にきておりますので、知恵を出し合い助け合って、難局を

乗り切っていかなければならないじゃないかと思うわけでござい

ます。  
　　　稲作のほうはですね、とりあえず、飼料稲、飼料米ということで

ございますが、農業振興となるとですね、園芸作物の振興になるわ

けでございます。園芸作物としてはですね、佐川町では､ニラ、イチ

ゴ、トマト、ピーマン、生姜、果樹では梨となるわけですが、その

担い手となるですね、新規就農者の数や就農後の状況はどうなって

いるんでしょうか。産業建設課長、お願いします。  
産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　お答えいたします。新規就農者の数ということでございますので、

ちょっと過去５年間あたりを御説明させていただきます。  
　　　21 年度は、新規就農者５名でございました。主な栽培作物では、

ミシマサイコが２名、ピーマン、梨、生姜が各１名となってござい

ます。それから 22 年度も５名で、農作物が､品目は、ニラが３名、

生姜、酪農が各１名。23 年度も５名で、品目、イチゴ、ニラが各２

名で、生姜１名。24 年度が 10 名。品目、生姜が５名、ニラ２名、

イチゴ、ピーマン、有機野菜が各１名。25 年度も 10 名で、ピーマ

ン３名、生姜、ニラ、各２名。梨、栗、有機野菜が各１名。それと

26 年の本年度は､９名。水稲、トマト、ニラが各２名。生姜、文旦、

有機野菜が各１名となっております。来年度の見込みでは､３名が

現時点では把握できてございます。  
　　　これは、年齢を問わず、全世代の新規就農者人数でございます。
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合計、各５年間合わせまして 44 名が就農されております。このう

ち、45 歳未満で独立自営就農で経営計画を作成してございます青年

就農給付金の対象者が 18 名おいでになります。この 18 名は、将来

認定農業者として地域の中核を担うていただける 45 歳未満の方々

でございますが、この方々の作物は、生姜が６名、ニラが５名、ピ

ーマン２名、トマト、イチゴ、有機野菜、梨、文旦が各１名と、こ

ういうふうになってございます。  
　　　近年、だんだんとこの制度を生かした若者が農業に定着できるよ

うになり、非常にうれしく思っておりますし、この就農前から計画

を立てて関係機関と一緒になって話し合い等もさせていただいて

おりますし、それぞれの作物では、普及所なりが指導的な役割も果

たしていただいております。農家、青年就農給付金対象者、若干の

遅い早いはございますが、それぞれが技術を習得してから５年間、

５年間の目標計画を立ててございますが、５年後には目標がクリア

できるように、現在進めておるところでございます。  
４番（森正彦君）  
　　　５年で 44 名。その中で若手と言われる方が、将来担い手になれ

るであろうという方が 18 人。数としては､私は非常に多いと思うわ

けでございます。10 数年前にはですね、新規の就農はぽつりぽつり

でございましたが、現在、行政としてはですね、県も町も､新規就農

への制度を充実して取り組んでおるということは承知しておりま

して、その成果のあらわれではないかと思います。  
　　　しかしそれでもですね、新規就農はあっても農業従事者の数の衰

退、農業の衰退には歯止めがかからないわけでございます。国の言

う国際競争力のあの経営体というのは、この地方の中山間地では大

変困難な課題であると思います。  
　　　県は、次世代の園芸振興策としてモデルハウスを四万十町に設置

しています。しかしこのオランダ式の大型ハウスは投資価格が大変

大きくて、企業とかでないと取り組めない内容であります。  
また、取り組みやすいものとしてはですね、炭酸ガスの補充等の

環境制御による増収で､経営改善を図っていこう､経営確立を図って

いこうということなんですが、作物、どんな作物でも合うかという

と、そうでなくって、もちろんハウスでないといかんわけですが、

ハウスのニラなんかではですね､葉先が変色するとかいうことで、合

わないようでございます。また、合う作物でも、技術の確立した農
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家でないと成果が見えないというようなことで、いろいろ私も調べ

てみました。  
しかし、なかなか起死回生の満塁ホームランみたいなものは､方策

はありませんでした。しかし、足もとを見直してみればですね、新

規就農者の若い人も頑張っていますしですね、新規就農して１千万

以上の売り上げを実践して経営を確立している若者がおるわけでご

ざいます。  
やはり今､佐川で経営確立している経営体が､今後の農業振興モデ

ル、柱になっていくんではないかということじゃないかと思います。

そういう農家の経営を確立していけばですね、農業で儲けるぞとい

う安心感が定着できてですね、そうなると、新規就農へのバリアが

低くなるということにもなるんじゃないかと。そういう中で、仲間

同士技術力を高めていくということで、現在斗賀野でもですね、ニ

ラの若い新規就農者は仲間で頑張っておるわけでございます。そう

いうグループが次々と出てくるようになると､活気が出てくるのか

なと思いました。  
先ほど、多くの新規就農者がいることが報告がありましたが、新

規就農者の支援体制、そういったことは現在どういうことをやられ

ているのでしょうか。お願いします。  
産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　お答えいたします。昨年４月から農業経営や経営改善の指導がで

きる専門の方に､この方は県の農業会議に長らくおられた方でござ

いますが、その方に嘱託職員として来ていただいてございます。  
　　　新規就農者への研修支援、青年就農給付金についての情報提供、

それと個人面談、経営状況の把握、課題、要望などの聞き取り、経

営研修への課題、それと問題点、適切なアドバイスをしていただい

てございます。  
　　　また、以前からかかっておられました農業簿記講座、それと記帳、

経営分析研修と、こういったことにも継続してかかっていただきな

がら、その経営計画を立てておるその点検、実現に向けた常日頃か

らのアドバイス等、それとまた県と農協のほうと町で構成してござ

います佐川町担い手育成総合支援協議会というのがございますが、

それぞれの農家の聞き取った内容、あるいは経営分析した結果等を、

こういった会議のほうに提供していただきながら、連携を持った役

割を決めた上での支援というものを、各就農者のほうにしてござい
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ます。  
　　　こういったフォローアップ体制を今後とも続けていきながら、新

規就農者が担い手として、地域の農業を大きくリードしていただけ

るように、さらに支援してまいりたいと思うております。  
４番（森正彦君）  
　　　せっかく､農業で頑張ろうということで就農したけれどもですね、

夢破れて離農ということにならないようにですね、できる支援をし

ていくべきだというふうに考えます。  
　　　あとですね、先ほどちょっと出てきたわけですが、農業振興計画､

町長は、林業振興とともに農業振興も大きな産業としての、雇用と

しての柱に据えておるようでございます。農業振興計画の５カ年計

画というのが出てまいりましたが、この５カ年計画をどのような体

制で進めていくのかお聞きしたいと思います。  
産業建設課長（渡辺公平君）  
　　　まだ､５カ年戦略は完成しておりませんで、現在、もう詰めるの段

階に入っておるところでございますが、作成に当たりましては、産

業建設課が中心になり高吾農業改良普及所、それとＪＡコスモス、

そちらのあたりと打ち合わせ会議をしていきながら取り組んでき

ました。  
各品目ごと、先ほど森議員言われました中心的になるような品目

ごとの今後５年間の取り組み、それと新たな取り組み、基本となっ

ていくのは、基幹作物につきましては、やはり系統についても系統

外につきましても、良品質、高品質の生産。今までやってきたブラ

ンド化が中心になってこようと思います。いい農作物をつくってい

こうと。  
それと、もう一方でやらないかんことは、よく言われております

が、６次産業の育成。要は２次産業、製造業、加工品をつくってい

かないかん。それと、金に､どう変えていくか。販売をどうしていく

ぜよと。従前のやつは系統出荷とかで､市場対応なんかも全部園芸連、

農協やられました。これも大きな必要な要素ではあると思います。

今後も主要な品目はこれを継続せないかんと思いますが、新たに売

り方、つくりかた、販売の仕方、こういったものを、それぞれの作

物、非常に多彩な作物が町内にありますので、これを資源として、

見きわめ活用していきながら売り出していくような方策を、この５

年間の間に考えないかんと思うて、今つくっております。  
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それと、農協のほうが平成 30 年度には、県下一農協になるという

ことが聞いてございます。そのため、平成 29 年度までには、何らか

のソフト、ハードというものをしっかり見きわめて､これから見きわ

めてつくっていって産地として残る、あるいは新たなブランドとし

て加工品等が残るような戦略的な販売、また販売できる体制をつく

らないかんと思うております。  
ちょっと、こう、まだ整うてないですので、言いゆうことが妙に

支離滅裂みたいになっちょって、まことに申しわけございませんが、

精いっぱい今､早うにできるように最終段階の詰めをやっておりま

すので、またよろしくお願いいたします。  
４番（森正彦君）  
　　　現状を十分分析して計画を立てて、やはり農業、この地区の農業、

非常に基幹産業でございますので、自立農家が増えていくように、

あるいはその農村環境が守られていくようにしていかなければな

らないと思うわけでございます。  
　　　ただ、農協合併までにしておかないかんということをおっしゃっ

てましたが、農協のほうは集まって強くなると。集まってそういう

ことをどんどんやっていきたいというふうに言っておりますので、

そのへんも、よう見ていかないかんというふうに思います。悪くな

る農協合併はしてはいけないというふうにも思うわけでございま

す。  
　　　次、健康づくりについてお伺いします。  
　　　町長は、佐川町民の幸せのために事業を実施していくと、仕事を

すると言っております。町民一人一人が幸せ感じるその幸せの一番

の基礎は健康であることだと思います。  
　　　平成 27 年度予算で国民健康保険の保険料値上げの条例案が上が

ってきています。今でも高くてずっしりと重い負担感があるわけで

ございますが、それもそのはずでですね、県内でも上位の保険料の

高さとなっていると聞いております。これを何とか低くしないとい

けない。そこにはですね、健康で過ごす、病気を予防する、そうい

うことになると思いますが、現在の健康増進への取り組みについて、

健康福祉課長にお伺いします。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。現在の健康増進に関する取り組みについては、

健康増進計画というのを取り決めております。平成 24 年度から 28
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年度までの５カ年の計画で進めておりますが、基本的な重点項目４

項目構えておりまして、１つ目は食生活に関すること。それから２

つ目は運動に関すること。そして３つ目は検診あるいは疾病予防に

関すること。それから４つ目は心の健康に関すること。ということ

でこの４本の柱を軸にして、いろんな施策に取り組んでおります。 
具体的には、まずは健康福祉課の取り組みになりますけれども、

各ライフステージごとにですね、課題と対策というのを毎年度とっ

ておりまして、例えば、幼児期の歯磨きの指導であるとか、あるい

は学校教育の中の特別授業を活用させていただいて栄養関係の勉強

であったり、授業であったりと、そういったこと。それから、ある

いは役場以外、役場も含めて、職場単位に出向いて出前講座を行っ

たり、それから、あるいは検診、かわせみで行っているセット検診、

こういったときに栄養指導を行ったり、あるいは検診を行った後、

検診結果説明会なんかを行って、その検診結果の見方、それからい

ろんな講座をそのときに開いたり、それから町内の取り組みになり

ますけど、健康ウォーキング、ウォーキングの取り組み。これも事

務局、健康福祉課でやってますけれども。そういった取り組みを重

ねているということでございます。  
もう１つは、役場を初めですね、農協とか商工会、学校関係、あ

るいは保育所、またさくらスポーツクラブであるとか、社協、食生

活改善協議会、こういったところをメンバーにして健康づくり推進

委員会というのを持ってます。その中で、各年度、各団体といいま

すか職域といいますか、そういったものが取り組むべき課題とか、

これを重点的にやっていこうというのを話しをしながら、それぞれ

町ぐるみで健康づくりについて取り組んでいるところです。以上で

す。  
４番（森正彦君）  
　　　健康づくりといっても、非常に幅が広くて、なかなか大変なわけ

でございます。今、たくさん説明していただきました。何というか

断片的に承知しているというか、承知してないというか、健康福祉

課でもですね、さまざまな取り組みをされているというのはわかり

ました。  
　　　しかしですね、全体として健康推進活動が見えてこないという感

じが私にはあるわけでございます。成果が上がっていない。町、町

の側としてみればですね、あるいは健康福祉課としては、私たちは
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一生懸命頑張りゆうと、頑張っている、けれども町民の反応が今い

ちだとは言わんかもしれんけんど、成果は上がってないなと、そう

いった悩みがあるのではないかと思うわけでございます。  
　　　その１つのあらわれがですね、生活習慣病の予防のためのセット

検診ではないかと思います。現状の受診率とですね、他の町村との

比較をちょっとお聞きしたいと思いますが、お願いします。数値、

受診率ですね。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。かわせみで行っているのはがん検診と特定健

診、合わせて行うセット検診ということで、すいません、ちょっと

がん検診のほうは今手元に比較をする数字を持ってないんですけ

れども、特定健診につきましては、これは受診率が 29.6％。最新の

25 年度です。実績で。これは 34 市町村中 30 位ということで把握

をしております。  
４番（森正彦君）  
　　　その特定健診の健診率、30％足らずで推移しておるわけでござい

ます。県内の町村では低いほうから３番目という状況のようでござ

います。高い町村としてはですね、梼原町の 75.9％。ほかに、50％
以上の町村もいくつかあります。  

　　　これは、やればできるということではないかと思います。どうし

たらできるか。それはやっぱり町民を巻き込んでの運動だと、私は

思うわけでございます。  
　　　健康福祉課の業務は、大変多くてですね、職員も手一杯であろう

と思うわけでございます。そこでですね、職員が頑張るではなくっ

てですね、町民が自分たちのこととしてお互いに健診を勧め合う、

勧奨ということ、そういう仕組みをつくっていったらどうかという

ことであるわけでございます。  
　　　そういう、運動としてのですね、受診率を上げていく、そういう

やり方についてはどうでしょうか。お願いします。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。森議員おっしゃるとおりだと、私も思ってお

ります。なかなか広報活動とかしてもですね、してもと言いますか、

それは必要だと思うんですけれども、やはり、町民の方一人一人が

自分のこととして、やはり思っていただく、健康づくりというか、

健診も含めてですが、それを行動に移していただくには、やはり広
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報活動だけでは難しいというふうに思ってます。  
　　　先ほど申しました健康づくり推進委員会の中でもですね、やはり

受診率、どういうふうにして上げるかということで話が出ておりま

す。具体的に、例えば職域で、いろいろ声をかけ合ったりとかされ

てるところもありますけれども、やはり町ぐるみで取り組むという

ことで、これは特定健診でいえば、健康福祉課と町民課が関係して

くると思いますけれども、そういったところで、一定、目標設定を

してですね、それでその目標の設定率に向かって、どういうふうに

していくかと。  
例えば、受診勧奨にしても平準的なやり方ではなくって、個々、

それぞれアプローチの仕方があると思いますので、そういう形で個

別にアプローチをする仕方を工夫していくとか、あるいは各種団体

さんに直接、声かけさせていただいて、運動に参加をしていただく

とか、そういったところで 27 年度は取り組んでいきたいというに考

えております。  
４番（森正彦君）  
　　　受診率の高い日高村では、集落ごとに健康推進員がいて呼びかけ

ているとか、お隣の日高村でもですね、健康助け隊を組んでですね、

受診を呼びかけていると。日高村の受診率は佐川町より 20％も高い

です。高うなっておるわけでございます。４年前から取り組んで成

果を上げておるようでございます。  
　　　ただ私は、日高村のように新しい組織をつくるのではなくて、先

ほど課長が言われたようにですね、既存の組織に呼びかける。私は

具体的にはですね、町内の女性組織に呼びかける。婦人会、最近は

婦人会言いませんね。農協女性部とかにこにこ会、あるいはび人連

もありますし、斗賀野は女子会もありますし、その他、いろんな女

性の組織があります。その人たちに呼びかけてですね、まず自分、

そして家族、そして友達、知人、そういった方に受診勧奨をしてい

くと。そういうやり方でやっていけばですね、そういう運動に広げ

ていけば、非常に、余り労力をかけずに予算も伴わずに上がってく

るんではないかと思うわけでございます。一部の人に話してみたら、

それはいいねって言ってくれるわけでございます。  
　　　やっぱりこの健康増進、この受診ということに関しては、もう女

性の力を借るがが、やっぱり一番ではないかと思うわけでございま

す。そういう人たちに１回集まっていただいてですね、やっぱり皆
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さんの幸せのために、やっぱり幸せは健康第一ですから、力を貸し

ていただけませんか、またその知恵も借ったらいいかと思うんです。

そうして、運動をどう勧めていくかというようなことをやっていっ

たらいいのではないかと。  
　　　私は、幅広い健康増進の中で、とりあえずセット検診を生活習慣

病の特定健診、これの抑制をする運動を始めて、そこから健康への

気づきを始めていこう、そういう一つの、一点突破じゃないですけ

ども、そういう手法をとったらどうでしょうかという一つの提案で

ございますが、健康福祉課長、どうでしょう。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。具体的な提案いただきましたので、そのよう

な方向で取り組んでいきたいと思います。  
４番（森正彦君）  
　　　ええ結果が出たところで、最後にしたいと思います。  
　　　最後に、町長にお伺いいたします。住民の幸せのためにですね、

元気に生き生きと過ごす、このための基本、健康増進について、先

ほどからも出てきましたが、町長のお考えをよろしくお願いします。 
町長（堀見和道君）  
　　　お答えさせていただきます。ありがたい御提言もいただきまして

ほんとにありがとうございます。  
　　　健康増進、ほんとに難しいテーマだと考えております。いろいろ

な自治体が先進的な取り組みをしておりますが、やはりどの自治体

でも無関心な人が７割くらいはいると。そこの無関心な人たちをど

ういうふうに健康増進のほうにもっていくかっていうのがすごく

大事だということを、研究結果として発表されてる組織があります。 
　　　現在、日本の先進的な取り組みとしてＩＣＴを活用した健康増進

ということに取り組んでる自治体のチームがあります。これは、運

動なり健康増進にかかる取り組みをしたら、それをポイントに還元

をして、例えばローソンのポンタカードってありますが、そういう

ところでポイントとして使えるようにしてあげましょうと。年間、

最大いくらまでですよ、何ポイントまでですよ、ということを取り

組んでるスマートウエルネスシティ構想のメンバーがありますが、

大変おもしろい試みだなぁというふうに思っております。  
　　　私は、やはり、まずは一人一人、どういうふうに主体的に、よし

健康に留意した生活をしてみようとか、タバコをどうしようとか、
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お酒を飲む量をちょっと減らしてみようとかですね、そういうこと

を実践に移していくと。一人一人の取り組みが、継続されていくこ

とで、大きなものになっていくと思ってます。それが、医療費の削

減にもつながると思ってます。  
　　　ただ、けども、主体的にお願いしますというふうに言うだけでは

能がありませんので、どうしたら楽しく取り組めるのかっていう仕

掛け、仕組みは行政として取り組んでいきたいなというふうに考え

ております。  
　　　その具体的なアイデアを 27 年度に行う予定のまちづくりサロン

において、健康の分野で具体的に意見を出していただきたいという

ふうに考えております。  
先ほど、特定健診の受診率を上げる仕組みづくりが大切だという

貴重な御意見いただきました。この仕組みにつきましても、具体的

にメンバーを選ばせていただいてですね、合意形成型の会議をして、

具体的に誰がいつ何をするのか、これをすることによって、特定健

診の受診率がどれぐらい上がるのかと、目標数値を決めて町全体の

運動にしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ、森

議員には運動のリーダーをお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。以上です。  
４番（森正彦君）  
　　　健康には自信があります。私、今、お薬を全然飲まなくていい、

健康でございますんで、本当に健康って大事なことですので、私も

組織の中で頑張っておりますので、そういう組織の中でも、健康っ

て大事だよと。そして、町長の言う、楽しく取り組もうって。そし

て運動的にですね、みんなでやろうよっていうふうになったらいい

かなぁと、本当に思います。  
　　　健康な町、佐川町。子育て最適な町、佐川町。住んでよかった町、

佐川町。そういった町になればいいな。私も一生懸命努力してまい

ります。  
　　　これで、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。  
議長（藤原健祐君）  
　　　以上で、４番、森正彦君の一般質問を終わります。ここで、３時

35 分まで休憩します。  
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　　　休憩　　午後３時 22 分  
　　　再開　　午後３時 35 分  
 
議長（藤原健祐君）  
　　　休憩前に引き続き、会議を開きます。  
　　　引き続き、一般質問を行います。  
　　　１番、下川君の発言を許します。  
１番（下川芳樹君）  
　　　１番議員、下川芳樹です。議長のお許しを得て、通告に従い４点

質問をいたします。  
　　　一般質問初日の、本日の最後の質問者となりますので、執行部の

皆さんも、あと一頑張り、誠意あるお答えをいただきますよう、よ

ろしくお願いをいたします。  
　　　初めに、佐川町高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画につい

て、お尋ねをいたします。平成 24 年度から３年間実施された佐川

町高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画が３月末で終了し、本

年４月より平成 29 年度までの３カ年間、新たな第６期の計画がス

タートすることとなっております。  
　　　高齢者の増加に伴い、介護保険事業の利用者数が上昇し、サービ

ス料や事業費の拡大が進む中で、佐川町の高齢者福祉や介護保険事

業の運営について、どのような方向性を持って計画がつくられたの

か、介護保険制度の改正による新たなサービスの移行内容も踏まえ

て御説明をお願いしたいと思います。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　下川議員の御質問にお答えいたします。高齢者福祉計画と第６期

介護保険事業計画、これにつきましては、計画年度が来年度、27 年

度から 29 年度の３カ年となっております。これの計画のもとにな

ります介護保険の制度改正、今般の制度改正、何点かありますけれ

ども、例えば、在宅医療それから介護の連携の推進、それから認知

症施策の推進、あるいは地域ケア会議等の推進、それから生活支援

サービスの充実とか強化、そして先ほどおっしゃいました新しい総

合事業、介護要支援の方の移行の事業の関係、等々ありますが、そ

れらを含めまして、大きくは地域包括ケアシステム、これは以前か

ら言われているこのシステムの構築、それから介護保険の制度改正

の部分では、費用負担の公平化。こういった、大きくは２つの制度
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改正に対応した計画になっております。  
　　　具体的な内容につきまして、まず、対応が求められるところでは、

地域支援事業、いわゆる要支援の１、２の方の給付事業から地域支

援事業へ移行するという問題がありますが、これの受け皿をどうい

うふうにしていくか、この問題が大きく、この第６期の計画の中で

も取り組まなければならない佐川町の一つの方向といいますか、そ

れを決めなければならないこと、なっております。  
　　　現時点では、まだ具体的にどういうサービスの仕組みづくりをす

るかというところまで具体的に練り上げられてはおりません。今後、

27 年度のうちにですね、既存の介護事業者でありますとか、新たな

受け皿、例えばあったかふれあいセンターであるとか、そういった

介護予防の受け皿となり得るところと話しをしながら、佐川町の仕

組みをつくっていくことになりますので、現時点ではなかなか具体

的にお示しするものがございません。  
　　　もう１つ、介護予防の関係ですけれども、今まで第１次予防と２

次予防という形で分けてやっておりましたが、これも統一した取り

組みが求められるということがあります。これも、いわゆる元気な

お年寄りといいますか、あと要介護状態に近いといいますか、ほん

とに支援が必要な方の支援をどうしていくか。  
これについても、特に新たな介護予防の取り組みの１つとしては、

元気なうちから、やはり介護予防といいますか、健康づくりといい

ますか、そういったものに取り組んでいくことが、ひいては要介護

の方を減らし、医療費の抑制につながるというふうに思いますので、

この点も、今やっている、例えば、生き生き百歳体操、かみかみ百

歳体操、そういったものに限らずといいますか、もう少し広げなが

ら、例えば先ほどもありましたように、町民プールの有効的な活用

であったりとか、あるいはもう少しこう、それも含めてですが、フ

ィットネス的なものですよね、そういったものを取り入れながら、

一つは佐川町内にはさくらスポーツクラブというものもありますし、

そういったところとか連携をしながらですね、具体的に取り組みを

進めていきたいと。そういった内容について、法制度の改正の中で

取り組まなければいけないものとあわせて、そういった佐川町独自

の取り組みを進めていく計画になっております。以上です。  
１番（下川芳樹君）  
　　　第５期の計画の介護保険料基準額 5,083 円から、第６期には 5,942
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円というふうに保険料が増額しております。これは、町長の行政報

告の中にもございましたように、今回、基金の取り崩しを行わない、

つまり利用者負担の軽減措置を行わなかったというふうなことが

１点と、１号被保険者保険料の増額要因の１つである 65 歳以上の

保険料負担割合を、21％から 22％へ国が引き上げたというふうな

ことが大きな理由であろうというふうに思われます。  
このあたり、この将来的なですね、基金の活用による軽減措置、

それから今回国が行いました 21％から 22％への引き上げ、この理

由についてですね、今後の見通しも含めて、国の考え方があるなら

ば、その国の考え方、指導を受けた考え方、それから町の考え方が

あれば、その町の考え方についてお聞かせいただきたいと思います。 
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。まず、国の制度改正の部分では、１号被保険

者の負担割合が 21％から 22％に引き上げられる。これは、第４期

から第５期に移るときも１％引き上げられているということもあ

ります。  
　　　要するに、高齢化社会が進み、2025 年にピークを迎えると言われ

ています後期高齢者も含めてですが、そういった高齢化に伴って介

護サービスの量も増えていく、そういったところを踏まえて国が１

号被保険者の負担割合を高めているというふうに考えております。

もう１つは、基金の取り崩しでありますけれども、平成 25 年度末

時点で、佐川町の介護保険の運営基金については、正確な数字はち

ょっと持ってないんですが、おおよそ 6,500 万ぐらいあったかと思

います。  
　　　この金額について、基金を、この６期の計画をつくるに当たって

どう扱うかということは慎重に検討いたしました。ただ、第６期、

第７期、第８期、第９期といくにつれて、当然、介護保険の運営に

かかる費用がますます増えていくというのが、もうわかっておりま

す。  
　　　そういうところも含めて、今、この６期で、例えば全額、基金を

取り入れた形で計画をつくったとしても、介護保険料を大幅に、例

えば値下げ、値下げといいますか下げる要因にはなりません。です

ので、あとそれともう１つは、この５期の最終年度で施設が１カ所

できました。その部分のサービスの利用についてもですね、第６期

については増額が見込まれるというところもありますので、慎重に
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検討をした結果、基本的には将来の第７期以降の佐川町の介護保険

の運営、これをできるだけ安定的に保つために、今回は基金の、計

画上の取り崩しをやめたということでございます。  
１番（下川芳樹君）  
　　　先ほどの説明を伺う限り、今後、基金を活用した利用者負担の軽

減措置とか、国における１号被保険者の保険料負担割合の引き下げ

など、65 歳以上の保険料を軽減する見通しは、現在の年齢構造から

いくと、大変厳しい状況にあると思います。支える側の 40 歳から

64 歳までの２号被保険者数は減少傾向にあるのに対し、65 歳以上

の支えられる１号被保険者数はどんどん拡大しております。  
　　　このまま進めば、65 歳以上の保険料はますます増額し、年金生活

が中心の高齢者にとって、本来自分たちを守るべき介護保険制度の

負担が自分たちの生活を圧迫することにもなりかねません。以前か

ら申し上げておりますように、介護保険料の増額を抑制するには、

健康で元気に、生き生きと生活できる健康寿命を延ばし、介護サー

ビスの利用期間を短くする努力が重要です。そのための介護予防や

健康づくりに、保険者である町と被保険者である町民が一体となっ

た取り組みを進めることが最優先課題であると考えます。町民の皆

さんへの啓蒙、啓発はもちろんのこと、健康づくりや介護予防のた

めに利用できる施設や地域資源の充実も欠かせません。  
　　　今回の質問でもいくつか上がっておりました。私も以前提案をさ

せていただきました町民プールの有効活用やさくらスポーツクラ

ブ、老人クラブなどと連携した健康づくり、生きがいの場づくりを

進めると同時に、地域の拠点を中心とした住民同士の支えあい運動

もぜひ行うべきだと考えます。  
　　　新しい計画では、健康づくりと介護予防の推進、在宅生活の支援、

見守り、支えあい体制の充実など、６つの重点項目と地域包括ケア

システムの構築に向けた各施策や事業を展開するとのことですが、

今後ますます進んでいく高齢社会、来たるべき 2025 年問題を見据

えて、よりよい第７期以降の計画づくりにつなげていくために、ど

のような行動を予定されているのか、具体的な内容があれば、お聞

かせいただきたいと思います。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。第７期以降に向けて、特に、やはり佐川町と

して取り組んでいかなければならないのは、先ほどもありましたけ
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れども、健康づくり、やはり介護予防をどういうふうに取り組んで

いくかというのが、中長期的な視点からはですね、必要だというに

思います。  
　　　そのために、先ほども少し説明いたしましたけれども、具体的に

は町民プール、そういったもの、どういうふうに活用できるのか、

それから、さくらスポーツクラブなどとのですね、連携をどういう

ふうに図っていくのか。ほかにも連携をとれるところがあると思い

ます。  
少し新しい視点でですね、介護予防という言葉よりかもう少し積

極的な健康づくりも含めて、特に元気な 65 歳が少しリタイアしても

ですね、ちょっと百歳体操行くには少し抵抗があるよねというよう

な方もおいでると思いますので、そういった、少し、世代にターゲ

ットを絞って健康づくり、介護予防につなげていく具体的な施策を

とっていきたいと思ってます。  
１番（下川芳樹君）  
　　　平成 27 年度予算において、町民プールの天井の耐震工事を行う

と。また一部バリアフリー化を行うというふうな町長の御発言がご

ざいました。予算的な優先順位を検討しながら、具体的な健康づく

りや介護予防などの施策を講じることにより、介護保険事業や国民

健康保険事業の経費抑制に有効に活用できる町民プールなどの施

設、ぜひ、一刻も早くですね、バリアフリー化、更衣室、またトレ

ーニングルームなどの新設、これらを行いまして、時代に適応した

利用活用が実行されるよう重ねてお願いをしたいと思いますが、町

長のお考えはいかがでしょう。  
町長（堀見和道君）  
　　　御質問ありがとうございます。下川議員の御質問にお答えをさせ

ていただきたいと思います。先ほども、森議員の御質問のときに、

運動という言葉がありました。まさしく、健康づくり、介護予防、

これは行政だけでなく住民の皆さん、一つになってチーム佐川で運

動として展開をしていかなければいけないなと思っております。  
その中で、運動としていくために、27 年度取り組む総合計画、総

合戦略の策定のためのまちづくりサロンの中で、幅広い世代の方に

参加をしていただき、男女もバランスがとれた中でメンバーに集ま

っていただき、健康づくりに向けての具体的なアイデアを出してい

ただきたい。そうすることによって町全体で繰り広げられていく運
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動になるというふうに考えております。  
ですから、27 年度に取り組むまちづくりサロン、このことが総合

計画の中にも、総合戦略の中にも反映されていくと思いますが、第

７期の介護保険の計画のほうにも反映をされていくと、そのように

考えております。  
町民プールの改修につきましては、ハードを先行させての改修と

いうことになると、結局つくってはみたが、実際に、じゃ、指導す

る人はどうなんだ、利用者が少ないじゃないかということになりか

ねませんので、ソフトの部分もしっかり考えながら、あわせてハー

ドの整備をやっていくというのが一番いいのではないかと思ってお

ります。  
幸い、27 年度に、地域おこし協力隊員でスポーツ振興のために１

人佐川町に移住をしてくれます。実は日本人ではありません。スペ

イン人の方ですが、やはりスポーツ、体を動かすこと、予防のため

の運動、これらは楽しくなければ続かない。楽しく取り組んでいた

だくことが一番大切だということを面接の時にも語ってくれており

ました。  
私は、４月以降に来てくれる地域おこし協力隊員に非常に期待を

しております。ジムでの指導者もできます。体づくりの指導者もで

きます。介護予防に対するトレーニングの指導もできるというふう

に思っております。彼の力を借りて楽しみながら、佐川町を挙げて

の健康づくり、その運動が繰り広げられていくと、すばらしい町の

取り組みになるんじゃないかというふうに期待をしておりますので、

ぜひ、また御支援、御協力をお願いをしたいというふうに考えてお

ります。  
町民プールにつきましては、前向きに、改修については取り組ん

でいきたいと考えておりますが、しっかりと中身、ソフトの部分を

つくり上げてからのハード整備ということで御理解をいただきたい

と考えております。以上です。  
１番（下川芳樹君）  
　　　前向きな回答をありがとうございます。けさの朝刊に載っており

ましたが、2025 年には、佐川町の介護保険料が第６期、つまり今

5,900 円台、これからですね、２千円ほど増額して 7,900 円台に上

昇するというふうな予測が出ておりました。  
私も、あと４年ほどで第１号被保険者となり、恐らく 2025 年当た



159 

りから徐々に体も弱ってき始め、介護保険のお世話に近づいてくる

状況になろうかと思います。しかし、楽しく、先ほど言われました

ように楽しい健康づくりを進めながら、なるべく健康寿命というも

のを伸ばしていきたいというふうにも考えております。  
どうか、10 年先の転ばぬ先の杖として、待ったなしの状況の中で、

介護予防、健康づくりの取り組みを積極的に進めていただきまして、

昭和の時代から佐川町を支えてくださった皆さんにとって、佐川の

介護保険事業が目指す将来像である、安心、生き生き、真心の里佐

川となりますよう心よりお願いをいたしまして、この質問は終わり

たいと思います。  
続きまして２番目に、地方創生にかかる町の施策についてお尋ね

をいたします。  
先の 12 月定例会で、国が定めた地方創生法の成立に伴う町長の考

え方と、まち・ひと・しごと創生に関する具体的な目標や施策につ

いて質問をさせていただきました。町長からは、地方創生法は佐川

町にとってものすごいチャンスであり、全知全能をかけて取り組み

たいとのお答えがございました。大変心強く思ったと同時に、佐川

町発展のため、この施策を有効に活用する計画が、今後の重要かつ

緊急の課題であると強く感じました。  
去る２月７日に高知市で、四国において唯一開催された地方創生

フォーラムに参加し、石破茂地方創生大臣の基調講演や５名の登壇

者による事例紹介を伺う中で、中山間地域の課題を多く抱える高知

県や県内自治体において、早期に地方版総合戦略を作成し、活用す

ることの重要性を確認いたしました。  
今回の質問は、早速３月定例会に補正予算として提案された地方

創生先行型事業の具体的な内容と、まち・ひと・しごと創生での位

置づけ、平成 27 年度中に作成される地方版総合戦略の現在の進捗状

況、今後のスケジュールなどについてお伺いする予定でございまし

たが、午前中の松浦議員の御質問で大変詳しい御説明をいただきま

した。重複する内容となりますので、この質問については省かせて

いただき、県との連携についてお伺いをしたいと思います。  
先の県議会で、尾﨑知事は、地方版総合戦略への対応について、

県産業振興計画との一体的な戦略づくりを協調し、市町村版の戦略

もできる限り県と方向性を一にすることが重要と、連携支援を強め

る考えを示されました。  
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この中で、県内市町村の戦略づくりでも、産振計画の地域アクシ

ョンプランなどと一体化させる重要性を強調し、市町村の策定作業

を支援するため、県産業振興推進部に専任ポストを配置するなどの

体制強化を説明し、官民協働、市町村制との連携協調のもと、創生

に積極的に取り組みたいとの意欲的な考えでありました。  
同じ中山間地域の課題を抱える県との連携は、当町にとってもメ

リットが大きいと思われますが、県との連携や県からの支援につい

て、どのようなお考えをお持ちなのか、お答えをお願いいたします。 
チーム佐川推進課長（片岡雄司君）  
　　　下川議員の御質問にお答えをさせていただきます。詳しい内容は、

先ほど松浦議員の質問のときに町長がお答えしましたが、連携につ

きまして、ちょっとお答えをさせていただきます。  
　　　連携につきましては、佐川町としましても移住促進事業や観光事

業などにおきまして、広域でＰＲしていくことなどの効果が高めら

れていくことが考えられておりますので、高知県とか近隣の市町村

と協議の上ですね、連携による地方創生事業について、検討を図っ

ていきたいと考えております。  
町長（堀見和道君）  
　　　下川議員の御質問にお答えをさせていただきます。補足というこ

とで御説明をいたします。  
　　　県との連携につきまして、産業振興にかかわる部分につきまして

は、アクションプランに盛り込んで、県と市町村が一体となって進

めていくと。その事業に関して、地方創生の該当事業として取り組

みをしていくという県の方向性があります。27 年度のアクションプ

ランの中に、自伐型林業の推進と自伐型林業の推進に伴うものづく

りのまちづくりということで、もう既に修正をしてアクションプラ

ンの中に盛り込みをいたしました。その会議を、先日も、県の産業

振興の担当の部署と、あと仁淀川流域の市町村で集まって会議を行

いました。  
　　　引き続き、県の林業振興の部署のほうからも知事から集落活動セ

ンターの一つの仕事づくりとして、集落営林の取り組みができない

のか、また集落活動センターの中で、佐川町が今取り組もうとして

いるものづくり、デジタルファブリケーションの分野のものづくり

が、一つのモデルとしてならないのか、それを県としては前向きに

検討していきたいので、ぜひ今後も情報交換、意見交換をしたいと
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いうことが副部長のほうから直接話もあっておりますので、この佐

川町の取り組む自伐型林業の推進と、あと、ものづくり、これを県

と連携をして、一つの地方創生、集落活動の活性化につなげていき

たい、そのように考えております。以上です。  
１番（下川芳樹君）  
　　　先ほど、一部御回答いただいたような内容でございますが、県が

進める集落活動センター、あるいはあったかふれあいセンター事業

は、当町にとって、住民との協働による地域づくりを進めていく上

で、必要不可欠な拠点事業です。  
　　　各地域に拠点があることで住民力を生み出し、まちづくりや地域

づくりに有効に作用することは、町長も十分に御認識いただいてる

ことと思います。平成 28 年度から始まる新しい総合計画、住民の

皆さんとともに実践していくためにも、地方創生を活用した地域の

拠点づくりへの支援、これをぜひ、進めていただきたいと思います。 
先ほど、お答えにありましたその拠点へのさまざまな支援という

ふうなものを御検討していただいているということでございますが、

今後、佐川町内５つの地域がございます。今、４つの地域において

集落活動センターであったり、あったかふれあいセンターの推進に

努めていただいております。ぜひ、地方創生の事業を活用したその

地域の拠点へ、大いなる働きかけをよろしくお願いしたいというふ

うに考えております。  
あと、今お答えいただきました内容ほかにですね、こういうこと

をぜひ、地域の拠点で行ってもらいたい。こういうことを行うなら

ば、こういう支援をしていきたい。いうふうな提案等がございまし

たらお聞かせいただきたいと思いますが。  
町長（堀見和道君）  
　　　ありがとうございます。お答えをさせていただきます。先ほども、

集落営林という言葉を使いましたが、これは尾﨑知事が集落営農と

あわせて、それぞれに集落活動センターを拠点とする地区で、地域

の取り組みとして林業ができないかと。小規模の林業ができないか、

自伐型の林業ができないかという思いで、集落営林という言葉も知

事が使われておりました。  
　　　今後、佐川町全体で自伐型林業を進めていく、また地区ごとに集

落営林を進めていく上で、一番ポイントとなるのは、林地、山林の

集約だと思っております。27 年度から産業建設課のほうで、行政も
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主体的になって林地の集約を行ってまいりたいと思っております

が、これこそ、それぞれの地区、集落で、住民の皆さんもお力をい

ただいてですね、林地の集約、山林の集約を行い、その過程の中で、

山の所有者が副業型でも結構ですので、集落営林の一翼を担う林家

として活動していただく。  
その出した木がものづくりにつながったり、出して切った木が熱

のエネルギーとして使われる。エネルギーの地産地消につながった

り、そういう形で地域の活性が、一つの山という形を使って、山の

恩恵をいただいて広がっていくと、すごくいい形ではないかなぁと。 
高知県も、尾﨑知事も、そのようなことを理想として掲げており

ますので、県と連携をしてやっていきたい。佐川町のそれぞれの地

区の皆さんには、そういう部分をお願いをしたいと。一緒になって

やっていただきたいと思っております。以上です。  
１番（下川芳樹君）  
　　　ありがとうございました。ぜひ、すばらしい地方版総合戦略を策

定し、多くの事業交付金を獲得することで、幸せな佐川町を実現し

ていただきたいと思います。  
　　　それでは３番目の質問に移らせていただきたいと思います。  
　　　佐川町における虐待対応についてお尋ねをいたします。皆さんは、

虐待という行為にも、いろいろな形があることを御存じでしょうか。

最も多く耳にするのが、子どもに対する虐待行為ですが、そのほか

にも高齢者や障害者への虐待。夫婦や恋人同士でのＤＶ、職場や学

校内外でのいじめなど、社会の中にはさまざまな虐待行為があり、

これらのほとんどは、力の強い者が力の弱い者に対して一方的に行

う行為です。  
　　　虐待行為の大きな問題点は、行為者に虐待しているという認識が

余りなく、行為が継続することでよりエスカレートしていく状態で

す。  
　　　佐川町では、就学前の乳幼児、障害者や高齢者の皆さんへの虐待

対応は健康福祉課において、就学後の児童生徒に対する虐待やいじ

めは教育委員会で、夫婦間のＤＶに関する相談窓口は総務課でと、

３つの部署でそれぞれ対応をされています。  
　　　児童福祉法の改正により、虐待対応の第一義的な窓口は市町村で

あり、高齢者、障害者についても、入所対象施設を指導する行政官

庁によって多少異なることはございますが、管内の市町村による対
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応が基本です。  
　　　虐待対応では、その行為に対する事実確認のため、対象者の住む

地域の情報収集や本人への家庭訪問など、対象者を含めた周りの環

境調査が必要で、個人の人権に配慮した情報管理など、慎重な対応

が求められています。  
　　　しかしその一方では、人命にかかわる重要な案件が多いことから

一刻も早い迅速な対応も重要な行動の１つです。対応の遅れや判断

ミスにより虐待を受けた対象者が死亡するケースが報道されてい

ます。  
　　　昨年 12 月に、香南市で３歳の女児が虐待死した事件は記憶に新

しく､高知市が担当していたケースでした。県は、県内での児童虐待

が増加傾向にあることから、先月 17 日に発表した 2015 年度当初予

算案に、児童虐待への対応力向上に向け、中央児童相談所の体制を

強化する費用 650 万円を盛り込みました。この費用により、市町村

の支援に当たる専門職員を新たに配置するほか、休日、夜間の電話

対応の充実を図るとのことでした。  
その具体的な内容は、児童虐待それぞれのケースが深刻化、複雑

化している状況から､市町村における見守り体制の充実や関係機関

との連携強化が課題となっており、市町村を支援する責任がある中

央児童相談所の体制を強化することで、各市町村に設置されている

要保護児童対策地域協議会の活性化を図り、保険、医療、福祉、教

育など、児童とその保護者が関係する機関同士の連携を強める働き

を行うほか、これまで守衛が受け付けていた休日、夜間の電話相談

に､専門知識を有する非常勤職員を新たに４名配置し、相談者からの

訴えを確実に拾うなどでした。  
救える命を救えなかった社会的責任はどこが負うのでしょうか。

虐待対応の一義的な窓口である市町村が、その責任を最も重く受け

とめなければなりません。そこで、お伺いをいたします。役場各部

署において、現在取り組んでいる虐待対応業務の内容と､他の部署と

の連携について、関係部署よりそれぞれお聞かせをいただきたいと

思います。  
教育長（川井正一君）  
　　　それでは、教育委員会のほうからまずお答えをさせていただきま

す。私どものほうで、いわゆる要対協の事務局を持っておりますの

で、その観点から答弁をさせていただきます。  
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　　　現在、その要対協であります佐川町地域支援ネットワークにおき

ましては、きめ細かな支援や情報を共有するため、町内を９地区に

分けて､それぞれの地域の民生委員、自治会長、学校、保育園、そし

て健康福祉課等の実務者による情報交換を行う子どもと歩む会を､

各地区、年間３回、合計三九 27 回開催しております。  
　　　また、虐待に限らず､子どもと歩む会や関係機関等から連絡があ

ったものの中で、緊急性や支援等が困難な事案につきましては、主

任児童員を初めとする保育、学校等の関係者によりますケース検討

会を開き、具体的な対応策や支援策を検討しており、本年度は既に

20 回程度開催しております。  
　　　さらに、毎年８月には、関係者出席のもと、虐待防止研修会を桜

座におきまして開催し、取り組みの強化と意識の啓発にも努めてお

る。そういった取り組みを進めております。  
　　　そして、いざ虐待というそういう事案の通報とか把握した場合の

取り組みにつきましては、当然、要対協でございます、佐川町地域

支援ネットワークが中心になりまして、関係課や関係者はもとより、

県の児童相談所、福祉保健所とも十分連携し、その虐待の早期対応

に努めておると。これが現在の取り組み状況でございます。以上で

ございます。  
健康福祉課長（岡﨑省治君）  
　　　お答えいたします。健康福祉課においては、下川議員おっしゃっ

ていただいたように、乳幼児、それから障害者、それから 65 歳以上

の高齢者というふうな、大きくは３つの対応をしております。  
　　　まず、就学前までの乳幼児につきましては、窓口は母子担当の保

健師が基本的には窓口になっております。相談等を受けた場合、主

任児童員さんであるとか、民生委員さん、それから保育所に通って

いる場合は、保育所、それから、あとは当然、地域支援ネットワー

ク事務局、そういったところと連携をして情報収集を行います。  
情報収集を行って、個別に対応が緊急に必要な場合については、

ネットワークの事務局を通して、ケース会を開いております。その

中で、特に、児童相談所一時保護であるとか、そういった対応をと

る必要があるというふうに市町村、私たちが判断した場合は、児童

相談所等に通告といいますか通報と、そういった手続きもとります。 
　　　そういった関係機関との連携を行っております。ただ、近年です

ね、やはり地域社会変化していく中で、核家族化といいますか、家
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族が孤立している状況というのが見受けられます。前であれば、例

えば地域が見守っていけたものが孤立化したりとか、やはり子育て

のしづらさ、そういったものでネグレクト、育児放棄、実際にして

いる場合、それからそういうリスクがある場合、いうことの虐待が

うかがわれるケースが増えております。  
　　　そういったケースはですね、特に民生委員さんとか主任児童員さ

ん、さまざまな地域の支援者、連携するわけですが、非常に対応が

難しい。こちらのほうに支援を求めてきてくれていれば、対応はし

やすいといいますか、対応はできるんですけれども、虐待をしてる

と思われる御家庭がですね、地域から閉ざしているというか、そう

いったケースもあります。そういった場合は、すごく連携をしても、

どういうふうに介入していくかというか、すごく難しいケースが特

にあります。  
そういったところとは、やはり地域、市町村もそうですけれども、

やはり県の児童相談所、こういったところと本当に連携を密にして

いかなければならないんですけれども、先ほど、27 年度の県の予算

の関係で拡充していくこというのがありましたけども、実際、なか

なか市町村の要請にすぐに対応が難しいというふうな体制も実際に

あったと思います。そういうところで、27 年度、そういうに予算が

拡充されるということは私たちも期待をしているところです。  
もう１つは障害者の対応ですけれども、これは 24 年の 10 月から

障害者の虐待防止法というのが施行されまして、一義的に市町村が

対応する窓口になっております。特に御家庭というよりかは、事業

所であったり、施設であったり、そういったところでの虐待の相談

が、年間にして、少ないですけども、１件か２件は、やはりあって

おります。  
その場合は、県の担当課の障害保健福祉課と連携させていただい

て、事業主にヒアリングをしたり、場合によっては立ち入りの調査

をするということにはなりますけれども、現時点では緊急に対応し

なければならないといった通告、障害者に関しては、実際に本当に

緊急に動かないかんというな事例は、いまのところはあってはおり

ません。あった場合は、当然、私たち市町村と県が連携して行って

いくということになります。  
高齢者につきましては、これはもう地域包括支援センター、これ

が窓口になります。これについては、高齢者の虐待防止法とか、あ
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るいはそのマニュアルがあります。対応マニュアルとかによって、

基本的に通報があった場合、48 時間以内に安否確認をするというこ

とになってます。  
これは、うちの場合は地域包括支援センター、場合によっては介

護保険係のほうを対応することになりますが、事業所それから本人、

家族等に確認を、実際に安全確認をしていくという作業を行ってお

ります。実際に動く、対応するケースについては、年にやっぱり数

件はございます。地域包括支援センターに相談があるケースについ

ては、もう少し多いというふうに思っております。  
これについても、今後その高齢化といいますか、特に在宅で、老

老介護、状況が増えていったりとか、あるいは子どもさんがみるに

しても、なかなか近くにいてやれないとか、少ないやっぱり人数で

高齢者を見守っていかないかんいうような中では、やはり虐待のリ

スクというのは、ますます高まっていくというふうに思います。  
これなんかも、やはり個人情報っていうのもありますけれども、

やはり民生委員さんとか、特に高齢者の場合は、そういった近くに

支援していただける民生委員あるいはネットワーク、見守りネット

ワークですか、そういったところと日ごろから連携をしていくとい

うのが重要であろうと思いますので、そこらあたりの取り組みも強

化をしていきたいと思っております。以上、３点です。  
総務課長（横山覚君）  
　　　お答えをいたします。ＤＶにつきましては、先ほども言われます

ように、乳幼児、児童、生徒、それから青少年、夫婦、高齢者、障

害者、どの世代におきましても発生することが考えられます。  
　　　現在、ＤＶの総合的な窓口といたしましては、総務課が今担当し

ておりまして、県のほうにも届け出をさせてもらっております。し

かしながら、実際にはですね、要対協または地域支援ネットワーク、

それから健康福祉課、教育委員会のほうに、まずは相談がいくとい

うパターンが非常に多いということがありまして、相談は総務課の

ほうにはなかなかない、ほとんどないような状態でございます。  
　　　ただ、最近１件ありまして、緊急避難の住宅等の対応をさしても

らった事例が１件あります。そういう状況なんですけれども、しか

しながら、近年の虐待につきましては、迅速で適切な対応を行って

いかなきゃならないということが非常に言われておりますので、Ｄ

Ｖの窓口を持つ、事例のその相談がないにしてもですね、総務課サ
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イドにおいても、健康福祉課、教育委員会、先ほど、連携を持って

活躍というか、充実な内容の濃い活動をされております支援ネット

ワーク等とのですね、連携を深めるまたは情報交換をして、そうい

う情報の共有をして、何かあったときにはすぐさま対応ができる、

集まれる会が開けるような、そういうふうなスタンスを今後もって

いかなきゃならないというふうには考えております。どうぞよろし

くお願いします。  
１番（下川芳樹君）  
　　　ありがとうございました。各課、部署とも連携をしながら、力を

合わせて虐待防止に努められているというふうなお答えでござい

ました。  
　　　先ほど、情報という言葉も節々に出てまいりましたが、役場内で

の各部署間や虐待に対応される個人、関係機関との情報共有、開示

についてお伺いしたいと思います。  
　　　初めに申し上げましたとおり、個人情報の管理については、人権

に配慮した慎重な対応が求められており、個人情報保護法などによ

り適正に保護されなければなりません。業務にかかわる公務員や民

生員などの皆さんは守秘義務を課せられた立場であり、ほかへの情

報提供にも配慮が必要です。  
　　　しかし、適正な理由、例えば個人の命や財産を守るためならば、

その情報を管理する部署や個人から速やかに情報を提供していた

だく必要があると考えます。  
　　　前段で申し上げましたとおり、継続することによりエスカレート

していく虐待行為を、大事に至る前にとめるには、適切な情報提供

により早期に現状を把握し、行為者の行為を正すと同時に、対象者

の安全を一刻も早く確保することが重要です。  
　　　虐待行為を防止するための適正な情報共有について、役場内では

どのような検討がされ対応されているのか、統括される課長よりお

答えをお願いいたします。  
総務課長（横山覚君）  
　　　お答えいたします。それこそ、事例的に非常に少ないもので保有

といいますか、保有件数も非常に少ない中で、それを開示するよう

な請求等もないような状況でございます。  
　　　もしあればですね、判断をしてその情報を開示するのであれば、

する必要があるというふうに考えております。  
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１番（下川芳樹君）  
　　　例えば、役場自体がその個人情報を一番有している機関ではない

かというふうに思います。その中で、各部署においては、それぞれ

の情報の管理というものに最新の注意を払いながら、適正な管理を

することで、住民の安全を守っているというふうなところではござ

います。  
　　　しかしながら事例によっては、緊急にその個人の情報について、

それを統括する課に確認をすることもあり、そういう場合に適切に

ですね、その情報が共有されている、そういうことを、例えば、そ

の役場の役職者会なりで確認をされており、その担当課長同士の正

確な理由による情報の共有というふうな形が、現状でとられている

かどうなのか今一度よろしくお願いをいたします。  
総務課長（横山覚君）  
　　　お答えいたします。情報の共有なんですけれども、その一課とも

う一つの課等でですね、その情報が欲しいという場合には、そうい

う依頼書的なものを出してですね、それから決算もらってもらうよ

うにしております。  
　　　全課の課長等との話は、まだ庁議等で行っておりません。またこ

れからぜひともと思います。  
教育長（川井正一君）  
　　　要対協の立場から少し、お答えをさせていただきます。  
　　　児童福祉法の規定によりまして、要対協の場合は必要な情報を求

めることができるようになっております。したがいまして、役場内

に持っておる情報につきましては、要対協の会長名で必要な情報の

提供を役場内もしておりますし、また外部も含めて、要対協の会長

名で児童福祉法の規定に基づいて、必要な情報の提供を文書で、特

に外部の方につきましては文書で、適切な情報をいただくような取

り組みをしております。以上です。  
１番（下川芳樹君）  
　　　ありがとうございました。先ほどもお話に出ておりましたが、佐

川町には県内外に誇ることができる子どもと歩む会という組織が

あり、要保護児童対策協議会を中心に、また地域支援ネットワーク

を中心に、町内９地区でそれぞれ虐待案件等について、対応されて

おります。  
年間を通じて、要保護児童対策協議会にかかわる職員、スクール
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ソーシャルワーカー、民生委員の皆さん、保護司の皆さんなど、関

係する機関の皆さんが協力し合い、虐待行為の防止や対象者への環

境改善に取り組んでおられます。  
危ない案件として取り上げられたケースでは、その現状の変化に

合わせて開催されるケース会への対応、対象者や行為者、その家族

に対する役割分担、昼夜を問わず対象家庭の見回りや情報収集、危

険な状況ともなれば、児童相談所の協力のもと、いかなる時間帯で

あっても、対象者の保護に努めなければなりません。  
これらの活動に支えられて、町内では大きな虐待行為に発展する

ケースも少なく、事件の抑制につながっております。役場でも、虐

待に関する業務の重要性や困難性、対象者の命にかかわる責任を負

う担当職員の現状を、虐待業務に直接関係しない職員の皆さんにも

十分に御認識いただき、虐待を許さない佐川の町を目指して、担当

職員と一緒に取り組んでいただきたい。そのための学習会や情報共

有の場づくりに努めていただきますよう、よろしくお願いをしたい

と思います。  
力の弱い者が幸せに安心して暮らせる町を、職員一丸となって取

り組んでいただけることを期待いたしまして、この質問は終わりま

す。  
最後に、みんなでつくる総合計画について、お聞きしたいと思い

ます。  
先の議案説明会で、みんなでつくる総合計画の概要が示されまし

た。そこには、第５次総合計画策定のための５つの方針がうたわれ

ておりました。特に気になったものが、方針の４番目にありました

「役場職員、住民の誇れるものをつくる」と５番目にありました「役

場職員の成長の機会とする」の２つの方針でした。  
総合計画の策定に、役場職員という言葉が入った方針が２つもあ

るということは、計画策定の上での役場職員の意識や成長が大変重

要であるというふうなことでしょうか。  
そこでお尋ねをいたします。役場職員の言葉が２つ入った方針の

具体的な考え方について、お聞かせをいただきたいと思います。  
チーム佐川推進課長（片岡雄司君）  
　　　それでは、下川議員の御質問にお答えをさせていただきます。職

員のかかわりということにつきましては、策定当初にですね、24 名

の職員のコアメンバーを選定をさせていただいて、メンバーが中心
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となった作業を行っております。作業の中ではですね、現状を知り、

課題を発見し、情報を整理をした上で解決策を考えるというソーシ

ャルデザインとしての一連の手法を学習できたものと考えており

ます。  
　　　またですね、積極的に地域へ出ることも推進しておりますので、

総合計画とは少し関係はありませんが、町内各地区でのですね、活

性化計画策定のワークショップ等にも職員の参加が増えてきたの

ではないかと思っております。  
　　　それと、職員の成長という点におきましては、私の考えといいま

すか、今までの職員の方々よりはちょっと変わった点について、お

答えをさせていただきたいと思います。  
今まではですね、各地区で開催されるワークショップやイベント

等に余り職員が出てきてなかったようなイメージがありましたが、

策定をするに当たりましてですね、かなりの多くの職員の方々も参

加をしてきてくれてます。また、住民との対話のほうも多くなって

ですね、参加により、地域の現状をより把握できて、身近なものだ

と感じ始めているのではないかとも感じております。  
　　　やはり、自分たちの町をもっとよくしたいという考えにおきまし

ては町民の方も、住民も同じであり、そのために自分が何ができる

かを考えてみるということが一番大切であると思っております。  
　　　これからもですね、職員の皆さんには、今まで以上に地域に目を

向けていただいて、関心を持って地域活動に参加をしていただきた

いということを促していきたいと考えております。以上です。  
１番（下川芳樹君）  
　　　コアメンバー24 名の職員の皆さんを中心に、今進められている

と。それから地域のさまざまなイベントであったり、活動であった

り、そういうところに職員が徐々に参加をしているというふうなお

答えでございました。  
　　　まちづくりを進めていくには、まず、そこに暮らす住民の皆さん

が、佐川町のことを自分ごととして捉え、知恵を出し合い話し合っ

ていく過程の中で、学びや気づきの体験をされ、町とともに成長し

ていくことが大切です。  
　　　しかしその前に、まちづくりを進める立場にある役場職員が、職

員としての自覚や認識を深め成長することが重要であります。職員

一人一人が組織の中で自分の職務を全うし、町民の皆さんから信頼
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や期待を寄せられる状況になってこそ、４番目の方針である役場職

員、住民の誇れるものが住民と一緒になってできるのではないでし

ょうか。  
　　　１番目の方針、住民の幸せを最大化するためには、職員一人一人

が住民の目線で住民の幸せについてしっかり考え、職務だけではな

く自分のこととして施策を考え実行していくことだと思います。  
　　　２番目の方針である住民参加と住民発のまちづくりを生み出す

ためには、参加する住民から職員が信頼され、ともにまちづくりを

成し遂げる一体感を持った考え方を共有できることだと思います。 
　　　３番目の 10 年後の未来をつくり出すためには、職員が現在の町

の状況をしっかり把握し、自分の担当する業務が将来どのようにな

ればよいのか、しっかりと未来予想ができる分析が必要です。  
　　　話は変わりますが、現在、加茂地区では、昨年の３月より、地域

の拠点づくりについて話し合いを進めております。将来の加茂地区

がよりよくなるために、地域の資源や課題を洗い出し、その資源の

活用方法や課題解決の手段について住民の皆さんが一緒に知恵を

出し合い、行政や県立大学、関係機関の御協力を得て、地区活性化

計画の作成を進めているところです。  
　　　これらの活動を通じて、計画をつくるために集まった皆さんが、

加茂地区をよくするという共通の目的を持って、お互いの意見や地

域の情報を共有し、その中で、自分のできることを発見しつつ、と

もに助け合いながら、目的を達成していく過程がとても重要であり

大切であると感じております。  
　　　そこで、５番目の方針である、役場職員の成長の機会とする、で

ありますが、２年間で行う計画策定のスケジュールは、既に１年目

が終わり、職員の成長の機会である総合計画づくりは 27 年度を残

すのみとなっております。私は、残された１年間の成長の機会を机

上での計画づくりに終わることなく、住民とのつながりの中で多く

を学び、住民とともに成長していただきたいと考えております。  
　　　例えば、地域の行事やイベントなどでの職員と住民の出会いによ

り、住民と話し、それぞれの考え方を尊重し、ともに考えることが

できるならば、地域内でのコミュニケーションが生まれ、これによ

り大きな行動力へとつながっていく、そういう流れが役場職員の成

長を促し、地域住民と一体となった総合計画に結びつくのではない

かと感じてなりません。  
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　　　地域のために、住民のために一生懸命業務に励まれている職員の

皆さんがいます。休日や業務の終わった後で、出身地区の地域活動

へ積極的に参加されている職員の皆さんがいます。そのような職員

の皆さんがいる中で、地域の自治会長さんや住民の皆さんから、業

務の問い合わせ、または要望に対して、役場からの返事がない、遅

い、などの声も聞こえてまいります。仕事に追われ、連絡が遅れる

ケースもあるでしょう。なかなか結論の出せない案件や、自分の中

ですぐの返事は必要ないと判断した案件もあるでしょう。  
　　　しかし、住民の皆さんにとっては、役場から連絡がないことへの

不安を感じつつ、要望などに対する結果がわからないまま、そうい

う状況が続き、役場へ問い合わせたときから時間が止まったままの

状態であります。  
　　　確かに、住民の皆さんの中には、みずから要望などへ結果を問い

合わせる方もおられますが、多くの方はよい結果を期待して連絡が

あるのを待っておられるようです。結論が出せなくても、経過の報

告は必要だと考えます。このような対応１つでも、住民からの信頼

を築けるか、失うかの分かれ目になります。  
役場職員の成長の機会として、職員間のワークショップも検討す

るべきではないでしょうか。この点について、お考えをお聞かせい

ただきたいと思います。  
チーム佐川推進課長（片岡雄司君）  
　　　お答えいたします。下川議員の言われるとおり、まちづくりをや

はり進めていく上ではですね、地域と行政が一緒になって実行して

いくことが一番大切だと考えております。  
その中でも、先ほど下川議員も言われましたが、活性化計画を進

めております中で、そういった地域づくり、そういった集まりの団

体の中でですね、職員が参加しておるということが、大変そういっ

たことも重要になってくると考えております。  
また、即時回答がないような事例も今まであったかと思いますが、

そういった中におきましては職員の研修等を通じてですね、勉強し

ていくようなことも考えたいと思っておりますし、職員に対しての

ワークショップも今後計画をしていってですね、地域に入っていく

ようなアドバイス等もしながら、今まで以上に役場職員が地域と一

緒にまちづくりを進めていくように、今まで以上の参加を、要請を

していきたいとも思っております。  
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１番（下川芳樹君）  
　　　ぜひ、よろしくお願いをしたいと思います。新しい総合計画によ

り、佐川町の役場また地域がともに変わることができるでしょうか。

多くの職員の皆さんが地域の活動に参加され、地域の課題や住民の

皆さんの考え方を共有し、一緒に行動することにより、職員への信

頼や期待が生まれます。職員と地域が一体感を築いてこそ、みんな

でつくる総合計画が生かされると思います。ぜひ、よろしくお願い

したいと思います。  
　　　役場職員の仕事って、一体何でしょう。私は、40 年余り勤めさせ

ていただき、このように感じております。  
　　　自分や家族、これを支える、経済を支える労働手段であったり、

身分の保障により生活が安定した職種でもあり、町民のために仕事

ができる達成感を得られる仕事、さまざまな考え方がございますが、

最も民間企業と異なる公務員の仕事、町の役場の仕事っていうのは、

自分や家族の未来をつくる、将来をつくっていける仕事であるとい

うふうに思います。やればやるほど、自分のために将来返ってくる、

そういうまちづくりを、一緒に取り組んでいただきたいと思います。 
　　　今後は、リタイアされる世代の皆さん、特に執行部の皆さん、も

うそろそろかなぁという方もいらっしゃいますが、ぜひですね、退

職後、地域貢献に御参加していただき、ますます自分のための活動

に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いをいたしまして、

私からの全ての質問を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。  
議長（藤原健祐君）  
　　　以上で、１番、下川芳樹君の一般質問を終わります。  
　　　お諮りします。  
　　　本日の会議は、これで延会したいと思います。  
　　　御異議ございませんか。  
　　　（「異議なし」の声あり）  
　　　異議なしと認めます。  
　　　本日は、これで延会することに決定をいたしました。  
　　　次の会議を、10 日の午前９時とします。  
　　　本日は、これで延会します。  
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　　　延会　　午後４時 40 分  
 
 
 
 
 
 
 


